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開 会 （午前 ９時００分）

〇開会の宣告

皆さん、改めましておはようございます。〇小林桂樹事務局長

ただいまから３月11日、予算決算常任委員会を開会いたします。

〇委員長挨拶

開会に当たりまして、小森谷委員長から一言ご挨拶をお願いいたします。〇小林桂樹事務局長

皆さん、おはようございます。〇小森谷幸雄委員長

。 、 、予算審査２日目ということでございます 大変お疲れかと思いますけれども 今日も長丁場になりますが

よろしくお願いをしたいというふうに思います。

〇議案第１０号 平成３１年度板倉町一般会計予算について

議案第１１号 平成３１年度板倉町後期高齢者医療特別会計予算について

議案第１２号 平成３１年度板倉町国民健康保険特別会計予算について

議案第１３号 平成３１年度板倉町介護保険特別会計予算について

議案第１４号 平成３１年度板倉町下水道事業特別会計予算について

それでは、ただいまから総務課の予算審査を行います。説明につきましては、要点説〇小森谷幸雄委員長

明により簡潔にお願いをいたします

それでは、説明をお願いいたします。

落合総務課長。

おはようございます。それでは、総務課の秘書人事係、行政庶務係、安全安心係、情〇落合 均総務課長

報広報係、４係につきましての予算審査をお願いいたしますので、よろしくお願い申し上げます。

行政庶務係、安全安心係につきましては、２月12日の新庁舎移転に伴います機構改革に伴いまして、安全

安心係から分割されたというところでございます。まず初めに、人件費、光熱費、電話料、複合機使用料等

を除いた予算関係の全般的な部分を私のほうからご説明させていただきます。概要部分です。４係合計で、

歳入予算が4,800万円となっております。この内容につきましては、平成31年度は県議会議員選挙、町議会

議員選挙、県知事選挙、参議院議員選挙が予定されておりまして、国、県からの選挙委託金が約1,800万円

ございまして、この部分で前年より約1,750万円の増ということでございます。

次に、歳出関係でございますが、同様に人件費、光熱費、電話料、複合機使用料等を除いた歳出予算でご

ざいますが、４係合計で約５億3,100万円を見込んでおりまして、前年よりも約１億4,100万円の減額となっ

ております。この減額の主な要因といたしましては、安全安心係の防災関係で、平成30年度に洪水避難タワ

ー整備事業、広域防災情報伝達システム整備事業、いわゆる防災ラジオ関係でございます。また、飯野の洪

水避難地整備事業で２億5,000万円弱を計上しておりました。これらの事業の終了に伴いまして、大きな減

額となっております。

また、行政庶務係では、先ほど歳入でも申し上げました選挙関係の経費で約3,000万円を計上させていた

だいております。
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また、情報広報係におきましては、庁内情報化事業でウィンドウズ７の更新終了に伴います職員事務用の

パソコンのウィンドウズ10モデルパソコン購入、新規購入のための費用3,600万円を計上させていただいて

おります。

次に、人件費につきましては、正職員分で10億7,195万円、前年比4,158万円の減で計上させていただいて

おります。また、臨時職員につきましては２億3,728万円、前年度比44万円減で計上させていただいており

ます。

光熱費関係で、電気料につきましては特に資源化センター分が680万円の減となっております。

以上、全体の概要説明とさせていただきます。

続きまして、これから各係より説明をさせていただきます。秘書人事係から説明を申し上げますので、よ

ろしくお願いいたします。

それでは、各係長さんからご説明いただきます。〇小森谷幸雄委員長

まず、秘書人事係、高際係長、お願いします。

秘書人事係、高際です。おはようございます。よろしくお願いいたします。〇高際淳至秘書人事係長

秘書人事係のものに関しましては、本日追加資料ということで５枚つづりのものを、ホッチキスどめのも

のを手元のほうにお配りをさせていただいております。こちらです。平成31年度当初予算説明資料というこ

とで、１枚目が人件費のものになっております。人件費につきましては、款項目多岐にわたっておりますの

で、こちらで説明をさせていただきます。

まず、職員数なのですけれども、前年度、平成30年度当初に比べて正職員が１名の減、臨時職員は増減な

しという形になっております。正職員数につきましては、定年退職、それから再任用の終了、それから本年

度８月に１名職員亡くなりまして、そちらの退職ということで６名の減、それから平成31年度につきまして

新規採用が３名、新規再任用２名ということで５名の増という形になっております。職員数としては１名の

減という形になっておりますが、年度当初、平成30年度と平成31年度に比較しますと、産休、育休に入って

いる職員の数が、平成31年度については４月の段階で７名ということで、５名ほど増加をしているという状

況になります。

続いて、臨時職員数につきましては、一般事務関係の職員の増と比較しまして、環境係には作業員の減と

いう形をさせていただいておりまして、結果としてはプラス・マイナスゼロという形になっております。

下段の人件費総計のところになりますが、正職員の給料で約500万円の減、こちらは先ほど申しました産

前産後休暇、それから育休に入っている職員の関係です。産前産後休暇中は給料全額出ますけれども、育児

休暇中になりますとそちらのほうが一部出なくなりますので、そちらの関係の減。それから、正職員の手当

等という形で3,647万9,000円の減となっておりますが、こちらは平成31年度、退職手当の負担金、退職手当

の支給につきましては群馬県の総合事務組合に委託をさせていただいているものですが、そちらの負担割合

がこれまで給料月額の1,000分の200だったものが、1,000分の150に変わりました。約４分の１、負担割合が

減っておりますので、こちらが大きく減りまして、3,600万円の減となっております。こちらで正職員のほ

うにつきましては、合計で約4,250万円の減額となっております。

続いて、臨時職員の賃金になりますが、臨時職員の賃金についても来年度、一般事務、それから作業員と

いう形では全体的に１名の減になりますが、教育委員会のほうで特別支援教員という形で時給職員のほうが
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１名増となっており、プラス・マイナスゼロです。時給職員という形が１名、今よりも増えて、月給職員が

減る形になっておりますので、その分含めて約44万4,000円の減とさせていただいております。

次のページに移りまして、２ページ目になりますが、２ページ目から３ページ目にかけては、それぞれの

会計ごとの人件費の比較になっております。２ページ目、上の段が一般会計の人件費になります。職員数に

つきましては１名の増、一般会計としては１名の増という形になっております。臨時職員は２名の減という

形になっております。人件費合計としては、一般会計のほうで2,870万8,000円の減とさせていただいており

ます。

２ページ目、下段になりますが、国保会計、こちらは正職員を１名減となっております。その分、臨時職

員が１名増えているという形になります。人件費総額としては、国保会計のほうでは350万9,000円の減額と

させていただいております。こちらは、正職員の給料分、１名分が減った形で、臨時職員分が増えていると

いう形になっております。

、 、 、 、 、３ページ目移りまして 右上 介護会計 介護保険の特別会計になりますが こちらも正職員が１名減で

臨時職員が１名増という形になっております。こちらは、平成30年、正職員の産前産後休暇という形でとっ

ていた関係で少し減額の幅が大きく、人件費合計では796万5,000円の減となっております。

続いて、下水道会計につきましては、平成30年度と比較増減、人数の増減はありません。ただ、手当につ

きましては 先ほど申しましたとおり 退職手当の負担金の関係が減っておりますので その分の減 276万、 、 、 、

1,000円の減額となっております。

人件費については、雑駁ですが、以上になりまして、次のページが４ページ目になりますが、光熱水費の

予算額の当初の比較となっております。一番上、役場の庁舎のものに関しましては、平成30年度は旧庁舎と

新庁舎、新庁舎分、秋口以降ということでしたので、時期的に２庁舎分含まれている形になっておりますの

で、そちらの分を減らす形で、平成31年度については電気、水道を含めて約164万1,000円の減とさせていた

だいております。

それから、中段にあります４款２項２目になりますが、資源化センターにつきましては、あちらに職員が

常駐しなくなりますので、こちら電気の使用量が大きなものになりますが、電気、水道合わせて690万円の

減としております。

、 、 、その他施設についても 決算額等と比較をいたしまして若干の増減とさせていただいておりまして 電気

水道、光熱費ということで、全体としては847万4,000円の減とさせていただいております。

続いて、５ページ目になりますが、電話料の予算の比較となります。こちらも一番上が役場庁舎のものに

なります。役場庁舎のものにつきましては、新庁舎に移行いたしまして、ダイヤルインという各係に直接電

話がつながるような回線を増やしております。１回線の使用料としては余り大きな額ではないのですけれど

も ちょっとこちらのほうが 今後使用料としてどういう形になるかがまだ流動的なものですので 若干82万、 、 、

5,000円の増額とさせていただいております。

また、先ほどと同様、資源化センターの管理運営事業につきましては、資源化センター職員常駐が不在に

なりますので、こちら電話のほうは廃止という形で丸々削減のほうをさせていただいております。電話料全

体といたしましては62万1,000円の増額とさせていただいております。

以上で人件費、それから光熱水費、電話料の関係の説明になるのですけれども、その他秘書人事係の事業
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といたしましては、全体的には昨年、平成30年度と比較いたしまして大きな増額、減額、新たな事業という

ものはございません。ただ、新庁舎に入った形で資源化センターですとか、近隣の施設の公用車の配置の見

直しのほうを行いまして、公用車の管理事業ということでは例年ここまで年に一、二台、車両のほうを新規

更新という形でしておりましたが、平成30年度につきましては新車購入を見送って、公用車の削減等に努め

てまいりたいと思います。

それから、町有施設の管理事業というところで燃料費というものをこれまで計上させていただいておりま

したが、こちらは新庁舎に移りましてガスの使用がなくなった関係で、全額削減とさせていただいておりま

す。

また、事業の中で町有バスの管理につきまして、約50万円ほど上がっておりますが、こちらは車両の経年

劣化の関係で車軸のアライメント調整を行う必要があるということで、バスのメンテナンスの会社のほうか

ら連絡がありまして、そちらの費用を計上させていただいており、約50万円の増額とさせていただいており

ます。

秘書人事係からの説明は、雑駁ですが、以上になります。よろしくお願いいたします。

では、続きまして行政庶務係、福知係長、お願いいたします。〇小森谷幸雄委員長

お世話になります。行政庶務係、福知です。行政庶務係の31年度予算につきまし〇福知光徳行政庶務係長

て、主なものについて説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。

まず、資料１ページをお願いいたします。主なものといたしまして、先ほど課長のほうからお話がありま

したが 参議院議員選挙の委託金846万7,000円 県知事選挙委託金822万8,000円 県議会議員選挙委託金481万、 、 、

3,000円でございます。こちらにつきましては、県議会議員選挙４月７日日曜日に投票日ということで、７

月に県知事、参議院議員選挙の執行予定がされているための県委託金でございます。

続きまして、４ページをお願いいたします。歳出見積もり総括表でございます。こちら、新規事業として

２事業を計上させていただいております。まず、６ページをお願いいたします。31年７月28日任期満了に伴

います参議院議員通常選挙執行に関する経費の計上となっております。

主なものを説明させていただきます。１節報酬、委員報酬としまして93万4,000円、こちらにつきまして

は投開票の管理者、期日前投票管理者、こちらの立会人の報酬ということでございます。

、 、 、 、続きまして ３節職員手当等といたしまして278万円 こちらにつきましては期日前投票事務 投票事務

開票事務の従事者の手当でございます。

続きまして、８ページをお願いいたします。13節の委託料でございます。こちらは合計191万7,000円を計

上させていただいております。うち投開票システムの改修委託につきまして140万4,000円、システム運用支

援委託に32万4,000円、機器の点検委託に18万9,000円を計上させていただいております。

続きまして、９ページをお願いいたします。こちらは県知事選挙の費用に係る計上でございますが、県知

事選挙につきましては31年７月27日に任期満了に伴います選挙ということになっております。主なものとい

たしまして、先ほどと同じような内容になりますが、10ページをお願いいたします。１節の報酬、委員報酬

としまして87万2,000円、３節の職員手当等といたしまして246万7,000円、支出の内容につきましては先ほ

ど申し上げました参議院議員選挙と同様の支出の内容でございます。

続きまして、12ページをお願いいたします。13節の委託料としまして78万円、こちらシステム支援委託に
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32万4,000円、機器点検委託に45万6,000円を計上させていただいております。また、下の18節の備品購入と

いうことで25万円を計上させていただいておりますが、こちらにつきましては投開票の用紙の交付機１台の

購入を予定しております。

雑駁でございますが、行政庶務係につきましては以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願い

いたします。

ありがとうございます。〇小森谷幸雄委員長

続きまして、安全安心係、伊藤係長、お願いします。

安全安心係、伊藤です。よろしくお願いいたします。〇伊藤泰年安全安心係長

それでは、安全安心係の資料４ページをお願いいたします。新規重点事業になります。こちらが先週の金

曜日に２つ説明させていただきましたが、残りの１点の新規事業になります。館林都市圏地域公共交通網形

成計画策定事業、予算額82万9,000円になります。こちらの５ページをお願いいたします。交通網形成計画

につきましては、地域にとって望ましい公共交通網の姿を明らかにするマスタープランとしての役割を果た

すものとなっております。国の基本方針に基づきまして、地方公共団体が協議会を開催しつつ、交通事業者

等との協議の上で策定するものとなります。

、 、 、 、 、 、こちらの事業につきましては 平成31年 平成32年の２カ年で計画を１市４町 館林市 板倉町 明和町

千代田町、邑楽町と計画を策定するための事業になります。そのための板倉町の負担分となります。２カ年

で総事業費が約1,800万円になります。平成31年度は1,000万円、平成32年度は800万円になります。国から

、 、 。それぞれ２分の１が補助金となりまして 残りの500万円分をそれぞれ均等割 人口割で負担金となります

６ページをお願いいたします。残りの500万円の均等割53万5,000円、それと人口割29万4,000円、こちらが

板倉町の負担分で、82万9,000円となります。

簡単ですが、安全安心係の説明については以上になります。よろしくお願いします。

ありがとうございます。〇小森谷幸雄委員長

続きまして、情報広報係、飯塚係長、お願いいたします。

情報広報係、飯塚です。どうぞよろしくお願いいたします。私どもの係は、主に〇飯塚哲也情報広報係長

情報政策、文書管理、情報公開、そして広報広聴業務等を担当していますが、本日は特に新規等事業として

取り扱われております内容について重点的にご説明をさせていただきます。

資料は、５ページをお願いいたします。情報推進費の庁内情報化事業でございます。本事業は、庁内の各

種システムやコンピューターの管理運営を行う事業でございますが、その中で先ほど課長の概要説明の中に

もございましたが、平成31年度は職員用のパソコンを更新する計画がございます。資料８ページのほうに移

動願います。中段あたりの18節備品購入費、こちらに庁内ＬＡＮ用パソコン購入費といたしまして3,600万

円を計上してございます。こちらは、職員がデスク上で使用する事務用のパソコンの購入でございまして、

台数といたしましては合計で200台を想定しております。この200という台数は、業務にパソコンを必要とす

る職員、また臨時職員等を含む全職員分となります。かなり大きな金額となりますが、計上に至るには大き

な理由がございまして、課長も先ほど触れておりましたが、ウィンドウズの関係でございます。

現在町の職員はウィンドウズ７というオペレーションシステム、略してＯＳと呼ばれるパソコンの基本ソ

フト的なものでございますが、このウインドウズ７がインストールされたパソコンを使用しています。全て
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の台数です。このオペレーションシステムは、アップデートという更新サポートを受けながら、具体的には

インターネットからダウンロードしながら使用していくものでして、本町におきましてもその都度脆弱性と

言われる欠陥、セキュリティー上の問題点やふぐあいなどを修正しながら使用している状況にあります。と

ころが、ウインドウズの製造元であるマイクロソフトから、このウインドウズ７のサポートを2020年、来年

の１月に終了すると発表がございまして、このままですとセキュリティー上の問題やふぐあいに対しまして

サポートが一切受けられなくなってしまいまして、コンピューターがウイルスであったり、あるいはサイバ

、 、ー攻撃などとも表現されますが そういったさまざまな危険にさらされた無防備な状態となってしまうため

このサポート期限までにこのウインドウズ７の次のバージョン、正確には次の次となりますけれども、ウイ

、 、 。ンドウズ10 バージョン10ですね がインストールされたパソコンに買い替えを計画するものでございます

なお、購入に際しましては、できるだけ早い段階で適切な使用を見きわめて、また消費税の改正前に業者を

選定して、そして契約に完了できるように進めてまいりたいと考えております。

簡単ではございますが、情報広報係の説明は以上とさせていただきます。

ありがとうございました。〇小森谷幸雄委員長

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑ございませんでしょうか。ございませんか。

針ヶ谷委員。

おはようございます。針ヶ谷です。お願いします。〇針ヶ谷稔也委員

歳出見積書の10ページをお願いします。安全安心係の15節工事請負……

何ページ。〇小森谷幸雄委員長

10ページ。見積書10ページです。ＬＥＤ関係なのですが、本年度防犯灯新設等工事費と〇針ヶ谷稔也委員

して計上がございますけれども、これは要望があればということの見込みの数なのか、あるいは計画、ここ

に新設しますよという計画の上の計上なのか、お知らせいただければと思います。お願いします。

伊藤係長。〇小森谷幸雄委員長

お世話になります。10ページのＬＥＤの防犯灯の新設の、これが計画にあるもの〇伊藤泰年安全安心係長

か、要望にあるものかということだと思うのですけれども、こちらにつきましては例年大体10基、これだと

20基になりますが、20基ぐらいの新設がありますので、例年の実績に基づきまして予算のほうを計上させて

いただいているところです。

針ヶ谷委員。〇小森谷幸雄委員長

ということは、区長さんを初め新設の要望があったものについて検討をして、ここから〇針ヶ谷稔也委員

予算を出して新設をしていただけるという考え方でよろしいということですね。

伊藤係長。〇小森谷幸雄委員長

例年区長等の要望を受けまして、実績が例年20基程度になっておりますので、そ〇伊藤泰年安全安心係長

れに基づきまして予算のほうを計上させていただいているところです。

ほかにございますでしょうか。〇小森谷幸雄委員長

延山委員。

７ページになるのですけれども、パソコンの今回入れかえをするということの説明があっ〇延山宗一委員

たのですけれども、バージョンアップを含めてセキュリティーのシステムの強化ということで200台計上し
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たわけなのですけれども、このパソコンの廃棄の委託というのはどのようにやっているのでしょうか。

飯塚係長。〇小森谷幸雄委員長

現在におきましては、年々不要となるパソコンというのは非常に台数が少ないの〇飯塚哲也情報広報係長

で、大幅な予算計上はされておりませんが、適切な処分をしております。決まった事業者ですね、コンピュ

ーターの場合は通常の危険物とか、そういった廃棄物とは別の処理方法になりますので、場合によっては購

入した段階でそういったものを引き取っていただくような処理をすることもありますし、実はケース・バイ

・ケースです。ただ、31年度におきましては、ご指摘のとおり、当然大幅な台数を購入すれば、当然大幅に

廃棄が出るというところで、資料でいいますと、予算はパソコン廃棄委託料です。庁内情報化事業の中のこ

れ委託料ですか、13節委託料の中にパソコン廃棄料として一応200台、110万円を計上してございます。

以上です。

延山委員。〇小森谷幸雄委員長

というのは、どういうことで質問したかということなのですけれども、今一般的に広告な〇延山宗一委員

んかも出るのですけれども、中古パソコン、例えば官公庁で使用したパソコンをお安く売りますよというよ

うなチラシが出回るのです。どこかの会場を使って、市価の例えば半値なりなんなりで出しているというこ

となのです。当然中については、中に利用されているもの、全て記憶を消してから恐らく出すのだろうなと

は思うのですけれども、たまたま知り合いの人がそこから買ったらば、中へ全て記録が残っていたというふ

うな話も伺ったのですけれども、そうするとやはり責任を持った業者、しっかりとした中の既に記憶されて

いるものを消して恐らく出しているのだろうなとは思うのですけれども、そういうミスも発生してしまうと

いうことなのです。ですから、例えば今回大量の廃棄ということについて、しっかりとした業者を選定して

対応していかないと、そういうものも内部的な資料も流出していってしまうのかなという懸念もあるのです

けれども、それについていかがでしょうか。

飯塚係長。〇小森谷幸雄委員長

ご質問いただきました内容については、ご指摘のとおりでございまして、我々も〇飯塚哲也情報広報係長

廃棄の際のデータには神経をきちんと注がないといけないなというふうに考えております。

具体的に実際今の処理については、台数がかなり少ないもので、我々が例えば廃棄する際は、ハードディ

スクを物理的な中に入っている、データが入っている部分の部品を抜き取って処理をしている。あるいは、

物理的な破壊をして処理しているというのが現状です。あわせて今のは職員の情報系のデスクにあるパソコ

ンの話でありまして、さらにデリケートな情報が載っている住民情報系のシステムについては、ほとんどが

購入ではなくてリースのパソコンが多いのですけれども、リースの場合は５年ないし再リースとして五、六

年で返却という形になります。ただ、返却する際もパソコンの中にはデータが残っている可能性がございま

すので、それはきちんとした業者に委託をして、大体リースに委託した業者に頼むのですけれども、暗号化

で抹消という処理を、まずハードディスクをします。それは、時間が結構かかるものです。３時間から、長

い時間だと１日かかってしまうこともあるのですが、それで完全に消去した上で、その後ドリルですね、ド

リルでハードディスクを貫通させて、それは物理的破壊です。なので、ソフト的な暗号化処理の抹消とハー

ド的な物理破壊ということでの対応をしているところでございます。

以上です。
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延山委員。〇小森谷幸雄委員長

本来ですと、その対応をして市販に出回るということだと思うのですけれども、それがど〇延山宗一委員

ういう状況か、なかなかわからないのですけれども、出ていってしまう。そういうときに対しての、当然こ

れは板倉町の中身について出ているということになったときのその対応。例えば委託業者に対しての責任、

そういうものはどのように対応していくのですか。

飯塚係長。〇小森谷幸雄委員長

恐らく外に出ていくということは、どちらかと言えば人的な欠陥といいますか、〇飯塚哲也情報広報係長

。 、それを本来外に出してはいけないものが外に出てしまった上で起こり得るリスクなのかなと 我々のほうで

役場のほうで適切な処理をしていても、職員がどんな形であれ、その情報を外に出してしまうような人的な

ところの要素のほうが多いのかなというふうに理解をしておりますので、そういったところというのは職員

の教育が当然徹底が必要かなというのが一つと、先ほどおっしゃられたとおり、万が一業者が外部に漏らし

たようなことがあれば、それは契約の中できちんとそういった責任を問う条項を必ず盛り込んでおくという

ふうな対応になろうかと思います。

それと、ちょっと余談で１点。先ほどちょっと回答が足らなかった部分で、私もよく広告で自治体が使っ

た後のパソコンの広告なんかを最近よく見るようになりました。ただ、板倉町においては、リース切れで廃

棄するとか、そういったことではなくて、今のところほとんどが買い取りで、それを使い切っているような

状況ですので、極端なことを言えば、本当に壊れるような状況になるまででないと廃棄しないという状況か

ら、それをまた再利用で誰かに使っていただくというような発想は今のところは一切ないということで申し

添えます。

以上です。

延山委員。〇小森谷幸雄委員長

廃棄するまで使うということで、後はそれは消滅してしまうということかなと思うのです〇延山宗一委員

けれども、ですから万一のことを考えたとき、そのときの対応、それで損害賠償で対応できるものならいい

のですけれども、やはりそうでないものも出てくるかなと思うのですけれども、そういうふうな状況に至ら

ないように、しっかり業者の選択もすべきだし、しっかりとした契約を結びながら、今後この大量の廃棄と

いうこともありますので、対応していただきたいと思います。

ほかにございますか。〇小森谷幸雄委員長

亀井委員。

お願いします。安全係の11ページなのですけれども、防犯カメラの購入費が今回は上がっ〇亀井伝吉委員

ていないのですが、要望等はないのですか。ここにつけてほしいとかという。

伊藤係長。〇小森谷幸雄委員長

今回これ以外に10基つける予定がありまして、今のところここにつけてください〇伊藤泰年安全安心係長

的なものは来ておりません。今現在町に防犯カメラが、各学校施設、保育園等施設を初め町内各所について

いるのが今現在38カ所、それにプラス10カ所を寄附いただきまして、全部で48カ所程度、防犯カメラが設置

されている状況になっております。それなので、新たに新規の要望というのは今のところないと伺っており

ます。



- 85 -

以上です。

亀井委員。〇小森谷幸雄委員長

学校とかのそちらの施設はどのくらいついているのですか。〇亀井伝吉委員

伊藤係長。〇小森谷幸雄委員長

学校施設に中学校で２基、それぞれの小学校に１基ずつ、それと保育園等に台数〇伊藤泰年安全安心係長

が２基ずつついているような状況になっております。

亀井委員。〇小森谷幸雄委員長

、 、〇亀井伝吉委員 学校施設 いじめ等もそういう防犯カメラ等で見られることもあると思うのですけれども

ある程度の数が入っていると思うので、これからもお願いしたいと思います。

ほかにございますか。ありませんか。〇小森谷幸雄委員長

荒井委員。

安全安心係の31ページ、防災士育成事業ですけれども、これ見ますと前年当初額から本年〇荒井英世委員

予算額が約半額、13万2,000円ですから大体半分なのですけれども、これ見ますと12名ということで一応計

上してあります。この12名なのですけれども、確認なのですが、どういった方でしたか、この12名は。

伊藤係長。〇小森谷幸雄委員長

防災士の養成になりますが、こちらにつきましては県のほうで防災士を育成する〇伊藤泰年安全安心係長

ための、そのかかった費用につきまして補助する事業になります。県の防災士の養成講座で募集対象がござ

います。募集対象につきましては、自主防災組織の役員、それと消防団員、それと地域の防災に関心のある

方などが対象となってございます。12名につきましては、今後どういった形で募集をするのかというと、各

行政区等が自主防災組織になってございますので、そちらの行政区を通しまして、自主防災組織の役員等で

12名のほうを受講していただこうというふうには考えてございます。

簡単ですが、以上です。

荒井委員。〇小森谷幸雄委員長

わかりました。現時点で何名ぐらいいて、結局来年度予算の中で12名対象に予定している〇荒井英世委員

ということですね。基本的に私も、少なくとも行政区の防災組織、そういった中でやはり防災士は当然必要

ですので、この12名、要するに12名ということは現時点で何名いて、そうすると12名がもし入ってくると、

総数どのくらいの予定になるのでしょうか。

伊藤係長。〇小森谷幸雄委員長

先ほどちょっとつけ加えますが、各消防団で分団長を経験された方につきまして〇伊藤泰年安全安心係長

は、防災士の資格を有するという形になります。現時点では、16名の方が防災士に登録されておりまして、

プラス12名で防災士に活躍すると28名、30名弱ぐらいになるような予定になります。

ほかにございますか。〇小森谷幸雄委員長

今村委員。

安心安全係の５ページの館林都市圏の地域交通システムの交通網の策定事業、これは新規〇今村好市委員

事業なのでしょうけれども、では実際に具体的に広域でやるのでしょうけれども、何を目的にして、どうい

う計画をつくって、この圏域内の交通システムをどういう方向に持っていこうとしているのか、その概要で
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結構なのですけれども、お願いいたします。

伊藤係長。〇小森谷幸雄委員長

本当に概要で申しわけないのですけれども、先ほども説明しましたが、地域にと〇伊藤泰年安全安心係長

って望ましい公共交通網の姿を明らかにするマスタープランをつくるのですけれども、こちらがまちづくり

と連携しまして、あと公共交通網のネットワークの再構築とございます。路線バスではなくて、福祉の輸送

であったり、スクールバス、病院の送迎バス等のさまざまな交通手段があります。こちらの公共交通のネッ

トワークを再構築するために、各協議会等でいろんなことを協議しながら、計画書を練り上げていこうとい

うような考え方になります。

簡単ですが、以上です。

今村委員。〇小森谷幸雄委員長

そうすると、単年度で、31年度で計画書はできてしまうのかどうかということと、ではそ〇今村好市委員

の計画書に基づいて具体的に圏域の交通ネットワークをどう動かしていくかというのは、何年ごろから具体

的に動いてくるのでしょうか。

伊藤係長。〇小森谷幸雄委員長

済みません。計画自体は、平成31年度、平成32年度の２カ年で計画を策定する事〇伊藤泰年安全安心係長

業になってございます。その後に求められる計画の内容につきましては、済みません。把握しておりません

ので、ちょっと確認をさせていただければと思います。事業につきましては、31年、32年度、２カ年の事業

になります。

今村委員。〇小森谷幸雄委員長

そうすると、２年で計画をつくって、３年以降具体的なもの、できるものからやっていく〇今村好市委員

という全体計画になっているのでしょうね。

伊藤係長。〇小森谷幸雄委員長

それ以降に何らかの事業計画に結びつけるものとなります。〇伊藤泰年安全安心係長

今村委員。〇小森谷幸雄委員長

それと、関連なのですけれども、新聞で出ていましたけれども、中里副町長、知っている〇今村好市委員

ね、広幹道を使った県の高速バスシステム。以前一般質問でちょっと話をしておいたのですけれども、高崎

から館林までという計画で県が進んでいますよと。ぜひ板倉ニュータウン、企業局もあるし、東洋大までの

区間で計画を見直ししてもらうように要望するようにということで、私は県議にも町に対しても要望してお

いたのですけれども、この間の新聞で知事が一般質問に答える中で、2021年かな、22年かな、いずれにして

もあと１年か２年のうちに実現をするということで、高崎の東口から館林駅までというのを明言しているの

です。では、その間、去年恐らく私が一般質問したのは６月議会か９月議会だと思うのですけれども、町と

して県に対してどういう働きかけをしたのか。働きかけをしたけれども、現実的に県はこういう理由で、こ

ういう計画で進みましたよというのがわかりましたらお願いをしたいのですが。

落合総務課長。〇小森谷幸雄委員長

ただいまご質問いただいた広幹道のＢＲＴの関係でございますが、これまで県主催の〇落合 均総務課長

会議が２回開催されております。その中で、先ほど今村委員からお話があったとおり、板倉町といたしまし
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ては東武日光線の板倉東洋大前駅がございますので、当然館林駅まででなくて、計画の区間を板倉東洋大前

駅まで延伸していただきたいという意見は文書、また会議の際も提案させていただきました。それは１回で

なくて、２回も提出をいたしました。さらにその後、先日新聞のほうに出ましたが、県としてはとりあえず

できる区間から20年度から着手したい、運行を開始したいということでありましたので、その区間について

は先ほどの館林駅と高崎駅の間ということなのですが、その案についてどうかという意見照会が来ました。

それに対しても、板倉町としては承知できませんという回答はさせていただいております。当然先ほど来一

貫して、板倉町といたしましてはニュータウン、県事業ともということもございますし、板倉町が群馬県の

東の玄関だということもございますので、全体計画としては当然広幹道も館林でとまっているわけではござ

いませんので、当然板倉町までございますので、そういったものも含めまして、板倉町といたしましては全

体計画、基本計画については承知はできないという回答をさせていただいておりまして、その内容につきま

して県の交通政策課の課長が、町長も含めて説明にお邪魔したいということで、日程調整を県のほうから依

、 、 、頼されまして 本来は議会前にお邪魔したいということであったのですが なかなかちょっと日程のほうが

県のほうも県議会が始まって、町も日程調整、町の議会が始まりましたので、今週の金曜日、15日で議会が

閉会した後であれば日程のほうがあきますので、15日に県のほうも交通政策課長が説明に見えるということ

になっています。ということでありますが、県としてはできる区間からとりあえずは運行を開始したいとい

う基本的な考え方ということであります。それに対しまして、先ほど来申し上げましたが、町としてはあく

までも板倉でということは重ね重ね申し上げております。

以上です。

今村委員。〇小森谷幸雄委員長

できる区間といったって、板倉まで来ても、幾らだってできる区間だな。広幹道、広幹道〇今村好市委員

という表現をしているのだね、新聞では。広幹道というと、高崎から板倉のゴルフ場の入り口までというの

が広幹道で、その後国道354に昇格になって、354バイパスという形でつながっていったわけなのですけれど

も、同じですから、広幹道だろうが、354だろうが、同じなので。県議にちょっと聞いたのですけれども、

、 。４車線化をしてあるところが優先ですよという話をちょっとしていたのですけれども 何言っているのだと

では、４車線化の中で途中から館林駅に入っていくのは、どこの４車線の道を使うのだと。館林の駅前まで

４車線でつながっているわけないだろうと。だったら、真っすぐどんと来てしまって、板倉東洋大へ来たほ

うが非常に効率的だろうと、バスの運行上は。だから、それは理由にならないと。政治判断も含めて、東洋

大も県が誘致している学校だし、板倉ニュータウンもあるし、東武日光線というのは板倉しかかすめていな

いのです。東武伊勢崎線は群馬県内をずっと通っているわけですから、別に伊勢崎線とつなぐよりは日光線

とつないだほうが、県としても経済メリットはあるのではないかと思うのです。だから、そういういろんな

事情からして、ぜひできるところではなくて、最初から板倉東洋大前から高崎駅というのは実現してもらい

たいのです。要望をしっかりして。15日に来るようだけれども、副町長も立ち会うの。頼むよ。

落合課長。〇小森谷幸雄委員長

それは、先ほど申し上げたように、文書でも高崎、館林間については承認できません〇落合 均総務課長

という回答を行っておりますので、先ほど今村委員からもお話があったとおり、当然４車線という電話での

私も交通政策課の担当の方とお話をしたのですが、ゴルフ場まで４車線の用地は確保してありますので、そ
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れを事業化していないだけの話ですので、ゴルフ場その先ですね、正確には小保呂の信号付近までですか。

ということですので、それについてはそういうことだという理由等も含めまして、要望する理由、承知の理

由についても、先ほど来お話しいただいたような内容については備考欄に書かせていただいて、回答させて

いただいていますので、ということで直接説明には見えるというになっておりますが、先にもう新聞のほう

で館林までということで出てしまいましたので、ううっという感じではあります。当然またお見えになった

ときに、町としての考えをきちんとまた伝えたいと思いますので、またご支援いただければと思います。よ

ろしくお願いいたします。

今村委員。〇小森谷幸雄委員長

非常に重要な話なので、いったん館林でとまってしまうと、では板倉まで持ってくるとい〇今村好市委員

うのは非常に大変なのです、多分。今までのいろんな経過からして。何事においても。だから、計画上はき

ちんとやはり板倉まで持ってきてもらって、途中で逆に見直すのだったらわかるのだけれども、最初の路線

についてはそういうことのほうがいいと思うのです。だから、ちょっと無理をしても板倉まで持ってきても

らうようなきちんと理由づけをして、やっていただければありがたいと。私も県議を通して、県事業ですか

ら、県のほうにはきちんと伝えるようにはしたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。

ほかにございますでしょうか。〇小森谷幸雄委員長

黒野委員。

荒井委員が話した関連ですけれども、安心安全の関係の防災士の関係ですけれども、先ほ〇黒野一郎委員

ど今現在16名、この後12名程度という話ですけれども、この16名の中に経験者、分団長という話があるわけ

ですけれども、16名プラス12人、30名弱ですけれども、これは最初に認定というか、町からお願いはするわ

けですけれども、免許証ではないけれども、１期ということはないけれども、３年とか４年とか、それから

継続関係なく、お願いすればそのままずっと防災士になっているのか、その辺は。

伊藤係長。〇小森谷幸雄委員長

こちらの防災士につきましては、任期というのが特にないと思われます。〇伊藤泰年安全安心係長

それで、こちら防災士になるということは、地域の防災力の向上を目指すために、地域の防災の中核的な

人材を育成するためのものになります。そちらにつきましては、地域のほうで、県のほうで防災士になりま

して、地域でご活躍をしていただくような形で、そのままずっと継続してやっていただければというふうに

考えております。

黒野委員。〇小森谷幸雄委員長

、 。 。 、 。〇黒野一郎委員 増えていくのですか では だんだんと 30人が40人とか50人とか だんだん増えていく

本人がやめますと言わない限りは増えていくわけですね。

伊藤係長。〇小森谷幸雄委員長

。 、〇伊藤泰年安全安心係長 各分団長経験者等も地域の防災士になられるという条件になります それのほか

各行政区が自主防災組織になっておりますので、行政区を通しまして毎年防災士を育成するような形で、年

をかけまして多くの防災士を地域の中に育成していければというふうには考えております。

黒野委員。〇小森谷幸雄委員長

だから、増えていくわけですね、どんどんと。50人が60人、70人と。亡くならない限りと〇黒野一郎委員
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か、私やめますと言わない限りは増えていくということですね。

伊藤係長。〇小森谷幸雄委員長

そのとおりです。〇伊藤泰年安全安心係長

黒野委員。〇小森谷幸雄委員長

それを含めながらですけれども、先ほど消防団経験者ということも含めながら、先ほど話〇黒野一郎委員

があった今回の12名、行政区のほうからご推薦というか、お願いというか。12名に限らず、もしそういうこ

とで選びにくいという点もあれば、行政区は15あるわけですから、行政区から消防団は別にしても、１名ず

、 、 、 、 、つ 15名でも差し支えなければ 区長さんだって15の12では 選挙ではないけれども 選びにくいだろうし

その辺はプラス３になって15になっても支障がないということになれば、その方向のほうがいいかなと思う

のですけれども、最初のまだこれきっかけですから。その後はわかりませんけれども、15人を15区にすれば

どうかなと思いますけれども、それは県に要望とか、そういうことを含めてなのですか。いかがですか。

伊藤係長。〇小森谷幸雄委員長

県のほうで防災士の養成講座というのが年に２回行われる予定です。１回の講座〇伊藤泰年安全安心係長

が３名が募集の定員になります。実際だと、３名、３名で１年間に６名しか応募できないそうなのですけれ

ども、それを無理言ってお願いしまして、３名のところを１回６名、それで12名ということで今回12名の補

助金のほうを計上させていただきました。うちの行政区が15ありますので、引き続き県のほうに定員のほう

を増やしていくようなお願いはしていこうかと考えております。今現在予算で計上させていただいたのは、

そういった事情がありまして、12名の計上になってございます。

黒野委員。〇小森谷幸雄委員長

12名が３名プラスで15名と含めながら県にお願いしても無理があることならば、では12名〇黒野一郎委員

。 、だったら最初からローテーションで第１行政区から第２行政区まではとりあえず 翌年は第13区から15とか

こういうふうにローテーションをつくっていけば、それは厳しいお願いでだめならば、そういう方向もでき

ると思うのですけれども、その辺はいかがですか。

伊藤係長。〇小森谷幸雄委員長

今までとられた行政区の方、それと今後要望していく行政区の方、それぞれ地域〇伊藤泰年安全安心係長

ごとの人数等もあるかと思いますので、行政区の区長会を通じまして、区長さんと協議しながら選考のほう

は決めていければなというふうに考えております。

ほかにございますか。〇小森谷幸雄委員長

本間委員。

秘書人事の12ページです。庁舎防犯警備委託料です。新庁舎になりまして、旧庁舎からの〇本間 清委員

警備を引き継いだ形になっていると思いますけれども、毎月20万5,000円、これで新庁舎になりまして警備

体制といいましょうか、警備のやり方というのは、従来から変わっているのでしょうか。そもそも警備とい

うのは、人員は１名で来ているのですか、それとも２名でしょうか。それと、１階から３階ありますけれど

も、どのような警備をしているのですか。例えば全室を全部あけて見るとか、ポイント、ポイントを警備し

て歩く。その警備の仕方というのはどういうようなことをやっているのでしょう。

高際係長。〇小森谷幸雄委員長
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庁舎の警備の関係ということなのですけれども、こちら予算で計上しているのは〇高際淳至秘書人事係長

機械警備になります。職員は基本的に朝始業が８時30分から５時15分までという形になっておりますが、そ

れ以外に当直ということで職員は朝７時30分から９時まで、当直室に常駐をしております。こちらの予算で

計上しているのは、それ以外の時間、夜９時から翌朝の７時30分までの機械警備の予算になっておりますの

で、警備員さんを派遣していただいたりというものの予算ではございません。

機械のほうにつきましては、各通路全てに防犯カメラという形で記録をするもの、それから駐車場に向け

てのカメラという形のもの、それと人感センサーということで機械のセキュリティーがかかっている間に室

内で動くものがあった場合に反応をして、その辺をセコムさんに今回委託をさせていただいておりますが、

そちらに直接連絡が行く。そして、連絡が行った場合には、セコムさんから役場のほうに15分以内でという

ルールがあるのですけれども、来ていただくという形になっております。それとあわせて、火災等の警備と

いうことで火災報知機ですとか、そういったところとも連動をさせていただいております。また、ごく一部

の部屋につきましては、職員がいるときも常時セキュリティーをかけている状況になっておりまして、文書

庫ですとか、そういった場所につきましては24時間の警備体制という形にさせていただいております。

本間委員。〇小森谷幸雄委員長

そういたしますと、基本的には警備員は毎日来ているわけではなくて、セキュリティーシ〇本間 清委員

ステムによりまして万が一異常がありました場合に、その警備員が駆けつけるという、従来からあるような

警備形式ということでよろしいわけですね。

高際係長。〇小森谷幸雄委員長

はい。そういう形になっております。〇高際淳至秘書人事係長

ほかにございますか。〇小森谷幸雄委員長

青木委員。

先ほど今村委員が質問されたのですけれども、これは安心安全係の公共交通網の形成計画〇青木秀夫委員

事業についてちょっとお聞きしたいのですけれども、これ先ほど伊藤係長さんの説明によると、聞き漏らし

てしまったところもあるのですけれども、これは国の補助金というか、が出るということも説明されていた

のですけれども、この公共交通網の形成事業というのは、これは地元の自治体から持ち上がった、立ち上げ

た計画なのですか。それとも、補助金が出るということがあるので、それを活用しようということでこの事

業を立ち上げようということで始まったのか。その辺は、いきさつはどういうものなのですか、これ。

伊藤係長。〇小森谷幸雄委員長

こちらは、館林市が主導的な立場になりまして、その館林さんの策定計画に基づ〇伊藤泰年安全安心係長

きまして、ほかの４町、板倉、明和、千代田、邑楽町がその事業に乗ったという形で計画のほうを策定にな

ります。

青木委員。〇小森谷幸雄委員長

、 、 。〇青木秀夫委員 そうしますと 先ほど事業計画が２年で1,800万円で 国の補助金が幾らと言いましたか

伊藤係長。〇小森谷幸雄委員長

。 。〇伊藤泰年安全安心係長 ２カ年で総事業費が約1,800万円になります 国の補助金が２分の１になります

平成31年度の予定が約1,000万円、そのうちの２分の１、500万円が国の補助金になります。残りの約500万
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円をこの１市４町で均等割と人口割で負担するような形の予定です。

青木委員。〇小森谷幸雄委員長

そうしますと、これは館林市の主導でこういう広域圏の交通網の形成計画をしようと持ち〇青木秀夫委員

かけがあって、それに乗ったということなのですね。事務局は、そうすると館林市なのですか、この１市４

町の。

伊藤係長。〇小森谷幸雄委員長

事務局は館林市にございます。〇伊藤泰年安全安心係長

青木委員。〇小森谷幸雄委員長

これ、今年予算化されるのでしょうけれども、この立ち上げに当たって、事務局で事前の〇青木秀夫委員

打ち合わせというか、話し合いというのは、これ何回ぐらい行われているのですか。全く白紙なのですか。

２年間、これから公共交通網の形成計画、これから館林市とこの４町で計画していこうということなのでし

ょうけれども、これもまたあれなのですか、どこかのコンサルタント会社か何かに委託するとか、そういう

ことなのですか。全く地元の１市４町の職員が考えて計画書をつくり上げるというようなことなのですか。

そういう予定はまだないのでしょうか。どうなっているのですか、これ。

伊藤係長。〇小森谷幸雄委員長

コンサルへの委託料で1,800万円の事業費になってございます。協議につきまし〇伊藤泰年安全安心係長

ては、路線バスの会議等がございまして、そこで協議されて、こちらの計画の策定を行っていこうという形

で進められているような事業になります。

青木委員。〇小森谷幸雄委員長

今までも路線バスとか、共通の事業が既にあるわけです。現在行われているわけです。そ〇青木秀夫委員

ういう路線バスのあれは何というのでしたか。１市４町でやっているわけでしょう。そういうものを生かし

て、それに肉づけさせる意味でこういう計画をするならいいのですけれども、それを全くあれですか、コン

、 、 。サルタントにまた丸投げして 計画書をつくってもらうというのは まだ決定したわけではないのでしょう

決定しているのですか。国の補助金が出るということがコンサルタントを利用するという条件になっている

のですか。その辺は、落合課長、どうなっているのですか。

落合課長。〇小森谷幸雄委員長

この件につきましては、今議長からお話のあったとおり、館林、板倉、明和、千代田〇落合 均総務課長

町、邑楽町、１市４町で路線バスを運行しているということがありますので、その館林都市圏でもまたあり

ます、この１市４町は。都市計画でも同じ計画区域になりますので、その１市４町の中で、以前都市計画の

分野で館林都市圏の広域立地適正化方針というものを策定いたしました。それと同じような考え方で、路線

バスも含めた交通網の計画とか、今後どういった交通手段をトータル、いろんな組み合わせをして、鉄道、

路線バス、コミュニティーバス、乗り合いタクシー、自家用車とか、そういった部分、いろんなものを組み

合わせて、どういった計画をつくっていくかというものを、１市４町の中で計画を策定しようものでござい

ます。もう事業者が決まってということではありませんので、あくまでもこういった考え方で、また負担割

合で予算のほうを計上して、新年度に入って業者の選定も含めて行っていくということであります。

先ほど来お話があったとおり、館林市で路線バスの事務局を担当していただいていますので、その路線バ
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スの担当の部署から、こういった形で館林ほか４町として統一して計画を策定してはどうでしょうという投

げかけをいただいた中で、４町についても実施をさせていただくというような形で予算計上させていただい

ております。

負担割合につきましては、先ほど申し上げましたが、均等割と人口割ということで、均等割が２分の１、

人口割が２分の１という負担割合でございます。こちらにつきましては、先ほど申し上げましたが、都市計

画のほうの広域都市圏立地計画の際に負担を行った負担割合と同じような考え方であります。負担割合も、

均等割と人口割のほかに、均等割と運行距離割の負担割合という案も出たのですが、板倉町の場合ですと、

均等割と人口割のほうが金額的には負担が少なくて済むのですが、結果的には均等割プラス人口割という負

担額が少ないような形で進めようということでまとまりまして、予算計上をさせていただくというものでご

ざいます。

以上です。

青木委員。〇小森谷幸雄委員長

いや、私は負担割合を気にしているのではなくて、やはりこういうものは地元の手づくり〇青木秀夫委員

の計画書をつくったほうが、地域に密着したいい案ができるのではないかと。職員の方は大変かと思うので

すけれども、そういうコンサルタントに丸投げしてつくってもらうと、非常にきれいな文言を使った、きれ

いな策定書ができるのでしょうけれども、やはり地域をよく知っているとは限りませんね。何か聞き取り調

査をして、それに基づいてそういう計画書を作成するのでしょうから。それよりも、地元の職員が手づくり

の策定書をつくったほうがいいのかなと思うのですけれども。なかなかあれですか、国から予算がつくと、

どうもよく言われているのですけれども、コンサルタント会社と裏で提携しておって、そういうところに結

果的には依頼するような仕組みになっている。何の計画書でもそういうのが多いのでしょうけれども、なる

べく中里副町長、そういう方向に持っていくようにはできないのでしょうか、これ手づくりの計画書という

のを。できれば、そういうふうにしたほうが中身のある、地域に密着したいいものができるのかと思うので

すけれども。それは職員の人は大変だと思いますよ、そういうものをつくるに当たって。できればそういう

方向に持っていく。せっかくこういうことを計画しようというのですから、できれば地元主導とか、各自治

体主導でそういう計画書を策定したほうがいいかと思うのですけれども。しかも、これ２年間もかかるので

しょう、これ。そんなに時間がかかるのですか、こういうのをやるのに。

中里副町長。〇小森谷幸雄委員長

国庫補助の補助要綱を詳細に私も目を通していませんので、対象経費としてどんなもの〇中里重義副町長

があるのか、ちょっと承知していないのですが、一般的に国庫補助ということになりますと、そういう外注

の費用とか、そういったものが補助の対象になるのかなという感じがします。

確かに青木議長が言うように、地元のことは地元の人たちがよく知っているわけですから、当然外注する

しないはいずれにしても、各市、町の実情を整理して、それで計画はつくられていくということになろうと

いうふうに思っております。２年という期間が長いのかどうかというところもありますけれども、これは多

分、将来的に人口の減少も進むわけでありますので、ここの説明では路線バスだけではなく、福祉輸送やス

クールバス等々というふうにありますけれども、もう板倉の場合既にスクールバスについては教育委員会の

ほうでもＰＴＡとか学校と相談をして、運行ルート等も決定しておりますし、ただそういった中でも将来的
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なところを見据えた計画をつくるのだという考え方であろうというふうには私は理解をしておりまして、そ

ういった面ではやはり将来的に路線バス等のルートを変えていくとか、そういったことが必要になってくる

とすれば、これは陸運局の許可も必要になりますので、そういった面への対応も考えていかなければならな

いのだろうというふうに思います。そういうことになりますと、やはりある程度は、部分的であっても、外

注も必要になってくるのかなというふうには感じております。仮に外注をしないとすれば、この事業費、相

当見直しをしなくてはならなくなるのかなというところもありますし、ご意見としては館林市ほか４町の地

域公共交通会議、ここでいろいろ練るということになると思いますので、こちらの会議のほうにはこういう

意見もありましたということはつながせていただきたいと思います。今お話しできるのは以上ということで

ございます。

青木委員。〇小森谷幸雄委員長

東京のコンサルタント会社がつくると、全国金太郎あめみたいな同じような内容の文言が〇青木秀夫委員

できて、果たして地域に実情に合わせた計画書ができるかというと疑問があるので、ぜひできれば地元の意

向をできるだけ入れてもらえるような形の計画書をつくってもらうように検討してもらうように。せっかく

今組織があるのでしょうから、その組織を生かして、コンサルタント会社に委託するにしても、相当いろい

ろ事前の打ち合わせとかそういうものをしてやってもらうように努力してもらったほうがいいかと思います

ので、ぜひ落合課長、会議へ行ったら、答弁はいいよ。要望しておいてください。

ほかにございますか。〇小森谷幸雄委員長

荒井委員。

ちょっと今の関連質問ですけれども、さっき落合課長からちょこっと話が出ましたけれど〇荒井英世委員

も、コンパクトシティーの関係がありますね。それが今進めていると思うのですけれども、あれは最終的な

策定年度はここではわからない。その一連の流れの中で、これも出てきているのかな。違う。また別個。

落合課長。〇小森谷幸雄委員長

館林都市圏の広域適正化方針の広域での策定でありますが、参考で負担割合の関係で〇落合 均総務課長

協定書の写しを手元にいただいておりますが、28年度に策定ということになっておるようです。ということ

であったようです。

中里副町長。〇小森谷幸雄委員長

広域です。館林都市圏の計画については、今総務課長が言ったとおり28年度ということ〇中里重義副町長

なのですが、今度各市、町、個別にやはり適正化計画を策定するという段階なのです。まだ町の場合はそこ

まで至っていないのですが、ほかの近隣ですともう独自の適正化計画をつくったところもあります。板倉が

何でというと、合併協議もあったので、広域でいいのだろうというようなところもあったというふうに認識

、 、 。しておりまして 今後その辺はどうしていくかは また内部で相談をさせていただくということになります

ほかにございますでしょうか。〇小森谷幸雄委員長

針ヶ谷委員。

お願いします。安全安心係、見積書の17ページ、路線バス運行事業ということで、これ〇針ヶ谷稔也委員

の事業説明で高齢者や学生等、交通弱者と言われる方々の移動手段を確保することと、板倉東洋大前駅利用

者の利便性と駅周辺の円滑な交通を確立する云々と書いてあります。



- 94 -

毎日ということではないのですが、よく子供の送り迎えで板倉東洋大のほうを訪問して、バスが待ってい

る状況を目にするに当たって、ちょっと疑問な点がございまして、駅の電車とこのバス、よく連絡といいま

すけれども、時間帯を合わせて、その電車を利用した人たちの流れとして、その電車で来た人は、その時間

のバスを利用できるような、そういった連絡帯の状況というのですかは、１日に何便ぐらい、それ時間を合

わせているのかという、そういう実情がわかれば教えていただきたいのですが。

伊藤係長。〇小森谷幸雄委員長

電車をおりた方が、そのままバスを利用し、うまく連携して利用できる本数がど〇伊藤泰年安全安心係長

のぐらいあるかということの質問かと思うのですけれども、申しわけありません。ちょっと現状は、どの程

度うまく連携しているかという本数まではちょっとつかめていない状況になります。

針ヶ谷委員。〇小森谷幸雄委員長

夕方やはり帰宅時間等で、バスが停車していて、目の前で電車が入ってくるのと同時に〇針ヶ谷稔也委員

バスが出ていく。つまり電車の乗客がバスに到達する前にバスがそこの場所にいないという状況を何回か、

時間帯は同じ時間帯ではなくて、少しずれた時間帯でもバスがとまっている状況であるので、そこそこは時

間を合わせているのかと思うのですが、連絡ということは、電車が幾らか遅れたときには、それに時間帯を

合わせて、それがきちんと流れるような打ち合わせをしていく必要もあるのか。１時間、２時間遅れるので

。 、 。は別なのですけれども そういったシステムができているのかどうかなというのは それは確認とれますか

伊藤係長。〇小森谷幸雄委員長

ちょっとそこまでの詳細まではつかめていないのですけれども、電車が何らかの〇伊藤泰年安全安心係長

事故等があって遅延する。それに合わせてバスも遅れて出発するというような、そこまでの連携体制という

のはまだ構築はされていないかとは思っております。

針ヶ谷委員。〇小森谷幸雄委員長

これもやはり利用者が少ないので、そこまでいかないという意見かなと思うのですけれ〇針ヶ谷稔也委員

ども、逆にそういうサービスがないから利用しにくいという考え方もあると思うのです。だから、この電車

に乗れば、バスが待っているので、そのバスで役場まで行けるとか、そういう計画が立てば、そこの利用率

というのは上がってくるかと思いますので、その辺の確認と、あとはもしそういう状況になければ、意見の

ほうを上げていただいて、４月からまたちょっと役場を入れて路線も変わって、時間帯も変わってくるかと

思いますので、意見のほうを上げていただければと思います。

最近顕著にバス停に人影が出てくるようになりまして、この間の板倉高校との意見交換会でも、朝の便で

大型車両を導入していただいたおかげで遅刻者もなく、円滑に高校に通学できるようになりましたというこ

とでお礼のほうも言われております。そういったいい面も出てきていますので、さらに役場に車両が入ると

いうことになれば、職員の通勤等もバスで可能な状況というのが理想的かなとも思いますし、そういった利

便性を上げていくことによって、利用率が上がってバスの運転が安定してくれば、路線の拡充とかというま

た道も開けてくるかと思いますし、何かそういった部分、総合的にさっきの交通網の話ではないですけれど

も、きちんと東洋大駅での利用者の時間帯の把握ですね、人数の把握ですとか、館林駅の把握ですとか、そ

ういったものに合わせた時間帯の設定というのも、ちょっとこれから考えていただければありがたいなと思

いますので、よろしくお願いしたいと思います。
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伊藤係長。〇小森谷幸雄委員長

１市４町でバスの協議会ございますので、電車とバスがうまく時刻表等を連携で〇伊藤泰年安全安心係長

きるように、これからも要望をしていきたいと思います。ありがとうございます。

落合課長。〇小森谷幸雄委員長

バスの時刻表につきまして、できるだけ電車から乗りかえができるような形で、現在〇落合 均総務課長

でも運行ダイヤのほうは組んであるはずでございます。変更についても、そういった幾つかのシミュレーシ

ョン、パターンを組んで調整をさせていただいているということは聞いておりますので。

針ヶ谷委員。〇小森谷幸雄委員長

ということは、運転手のあれが、認識が悪いのだと思うのですけれども、電車が到着、〇針ヶ谷稔也委員

そこが連携しているかどうかわからないですけれども、通勤通学の時間帯ですね。だから、乗客数が多い便

で、やはり電車が入るのと同時にバスが出発していくということは、もうバスには乗れないわけです。だか

ら、連絡してあっても、そういう状況があるというのも事実だと思いますので、よろしくお願いします。

［ 前も出ていたんだけど、館林の駅もあるんです。どっちを軸にするか「

という問題が。向こうの電車に合わせると」「だって、こっち出発で

すもん」「行ったり来たり、どっちかに合わせなくちゃなんねえ」と

言う人あり］

プライベートでやりとりしないでください。〇小森谷幸雄委員長

黒野委員。

秘書人事課、高際係長さんのところなのですけれども、大したあれではないのですけれど〇黒野一郎委員

も、２ページの東部水道事業団の昨年と今年を比べると、これは人件費ですから、大した質問ではないので

すけれども、今年のほうが少し減っているのですけれども、これは人間の異動とか、何か原因。いい意味の

原因で減らしているのですか。その辺ひとつ。

高際係長。〇小森谷幸雄委員長

東部水道企業団の人件費につきましては、基本的に全て給料等は東部水道企業団〇高際淳至秘書人事係長

のほうでお支払いをいただいている形です。ただ、東部水道企業団は退職手当の関係、組合に加入をしてお

りませんので、その部分の負担金というのは町から出させていただいています。その部分で、退職手当の負

担金、先ほど申しましたとおり、平成30年度と比べまして約４分の１減額になりました。ですので、その分

が削減をされているという形になっております。

黒野委員。〇小森谷幸雄委員長

そこだけのあれですね。〇黒野一郎委員

高際係長。〇小森谷幸雄委員長

そうです。〇高際淳至秘書人事係長

ほかにございますか。〇小森谷幸雄委員長

今村委員。

簡単にお願いいたします。〇今村好市委員

庁舎が移りまして、予算ベースで結構なのですけれども、維持管理費は増えているのか減っているのか、
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概算どれぐらい増えているのか減っているのか、わかりましたらお願いいたします。維持管理費、通常の維

持管理費の比較で結構です。古い庁舎の修繕とかそういうものは一切見ないで、維持管理費の比較を予算ベ

ースでお願いいたします。

いわゆる水道光熱費関係全部、警備とかいろいろ含めて。そういう把握をされていま〇小森谷幸雄委員長

すか。

落合課長。

通常の管理費の部分は、先ほどご説明申し上げましたが、光熱費、電話料関係は総務〇落合 均総務課長

課で今担当しておりますし、ほかの部分については財政係で担当している部分もございますので、全体を合

わせた中で確認をさせていただくということでよろしいでしょうか。それぞれ今別個で、トータル全体を合

わせた資料がございませんので。

では、新旧一覧表みたいにして、出していたければありがたいかなというふうに思い〇小森谷幸雄委員長

ますけれども。

ほかにございますか。まだちょっと時間ございますが。よろしいですか。

亀井委員。

済みません。安全確認の滑りどめ舗装等標示と書いてあるのですけれども、滑りどめ舗装〇亀井伝吉委員

は交差点の中の。

何ページですか、何ページ。〇小森谷幸雄委員長

13ページです。一番下です。把握していないですか。〇亀井伝吉委員

伊藤係長。〇小森谷幸雄委員長

滑りどめ舗装及び路面標示、13ページの一番下のところに書かれていると思いま〇伊藤泰年安全安心係長

す。こちらの滑りどめ舗装というのは、特段まだ決まったところの予定はなくて、今後要望があったところ

につきまして標示等を行っていく予定になっております。大体実績に応じて、例年このぐらいの予算計上を

させていただきますので、今後はそれに基づいて行っていければというふうに考えております。

亀井委員。〇小森谷幸雄委員長

要望とかというのですけれども、どういうところにというか、どういうので滑りどめにす〇亀井伝吉委員

るのですか。交差点なんかは、結構水たまると滑ってしまうというので、舗装が違っているのですね、一般

の車道と。それを言っているのですか。

伊藤係長。〇小森谷幸雄委員長

おっしゃるとおりで、交差点等で行っている特殊な加工になります。〇伊藤泰年安全安心係長

ほかにございますでしょうか。よろしいですか。〇小森谷幸雄委員長

［ なし」と言う人あり］「

それでは、総務課の予算審査を終了させていただきます。〇小森谷幸雄委員長

休憩を挟みまして、住民環境課の審査を行います。

再開は10時50分とさせていただきますので、委員の皆様、よろしくお願いいたします。総務課の皆さん、

大変お疲れさまでした。ありがとうございました。

休 憩 （午前１０時３３分）
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再 開 （午前１０時５０分）

それでは、再開をさせていただきます。〇小森谷幸雄委員長

ただいまより住民環境課の予算審査を行います。

説明につきましては、要点説明により簡潔にお願いを申し上げます。

それでは、説明をお願いいたします。

山口課長。

それでは、よろしくお願いいたしたいと思います。住民環境課ということで、２〇山口秀雄住民環境課長

月12日から新たな機構でということでございます。基本係が２つということでありまして、戸籍年金係と、

それから環境下水道係という２つの係になりますので、まずは戸籍年金係のほうからの関係のものを説明さ

せていただいて、説明させていただきます。よろしくお願いします。

直接行ってしまうの、もう。課長の説明ないのね。わかりました。〇小森谷幸雄委員長

それでは、戸籍年金係、宇治川係長、お願いいたします。

それでは、平成31年度一般会計予算の戸籍年金係で所管する予算について、宇〇宇治川信子戸籍年金係長

治川より説明をさせていただきます。

説明は、予算書を使って説明をさせていただきます。

予算書。見積書。いや、どちらでもいいので、別に。やりやすいほうで。〇小森谷幸雄委員長

済みません。見積書で説明をさせていただきます。〇宇治川信子戸籍年金係長

それでは、歳入についてなのですけれども、歳入についてまず戸籍年金係では、１ページをごらんくださ

い。上から戸籍の謄本抄本交付手数料関係がまず１つ、その下に続きまして個人番号カード関係が１つ、そ

うしまして大きなもので国民年金事務費交付金関係が１つということで、大きな金額についてのみの説明を

させていただきます。まず、戸籍謄本抄本交付手数料関係ですけれども、こちらにつきましては予算額につ

いてもほぼ前年同様となっております。

続きまして、下に行きまして個人番号カード関係なのですけれども、これにつきましては個人番号カード

交付事業費補助金、個人番号カード交付事務費補助金ということで、個人番号関係の国庫補助金なのですけ

れども、こちらについては国庫補助金として町に歳入として入りますけれども、個人番号カード及び通知カ

ード関係につきましては作成を地方公共団体情報システム機構に委託をして行っておりますために、国庫補

助金として入った金額についてはそのまま同額が地方公共団体情報システム機構のほうに支払われるという

ことになっております。

続きまして、国民年金事務費交付金関係なのですけれども、こちらについて国民年金事務費交付金につい

ては、対象として主に国民年金担当職員の人件費となっておりまして、続きまして協力連携事務費交付金に

、 。 、つきましては国で定めた内容について 手数料を掛けた金額を計上したものになっております 具体的には

主に窓口や電話などでの年金相談業務及び口座振替前納申し込みなどに関する事業に対しては、連携補助金

ということで交付をいただいております。

歳入については以上です。

続きまして、６ページをごらんください。６ページの歳出見積もり総括表の中に３点ほど載っております
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ので、こちらについて説明をさせていただきます。戸籍整備事務についてですけれども、こちらについては

戸籍の発行及び管理並びに届け書の入力などをシステムで行っておるのですけれども、そちらのシステムに

関する費用となっております。

２段目の住民基本台帳事務につきましては、住民基本台帳法に基づいて全国の市町村の住民基本台帳をネ

ットワークでつないでおり、全国共通の本人確認ができる住民基本台帳ネットワークシステムを運用する際

に係るシステムに関する費用を計上しております。

続きまして、個人番号カード交付事務につきましてなのですが、歳入のときに説明をさせていただきまし

たけれども、個人番号カード及び通知カードについては、地方公共団体情報システムに委託をしているもの

ですので、そちらについて支払いをするものとなっております。

雑駁ですけれども、以上で予算説明を終わらせていただきます。

では、続きまして環境下水道係、岩﨑係長、お願いいたします。〇小森谷幸雄委員長

それでは、環境下水道係のほうで所管する予算について説明させていただきま〇岩﨑洋典環境下水道係長

す。

、 。 、こちらの環境下水道係では 一般会計の部門と特別会計の下水道事業特別会計がございます まず最初に

平成31年度一般会計予算の部分で、我々のほうで所管する予算について説明させていただきます。説明が、

大変申しわけないのですけれども、予算書のほうで説明させていただきます。済みません。初めに、歳入に

ついてですが、大まかに環境下水道係の一般会計のほうでは４種類の歳入がございます。１つ目に、犬の登

録と狂犬病予防注射に関する手数料、ページ数でいいますと27ページです。

２つ目に、浄化槽設置整備事業に関する国または県からの補助金ということで、こちらが30、31ページで

す。それと、県のほうが、県の浄化槽の補助金のほうが37ページとなっております。

３つ目に、環境保全地域の清掃に関する県からの委託金ということで、こちらが39ページ、上から２つ目

です。行人沼、雷電神社県環境保全地域清掃委託金ということになっています。

４つ目なのですが、雑入になります。雑入に関しては49ページにございます。説明欄、上から５つ目、許

可証代及び従業員証代と資源ごみ売り上げ代ということで、大まかに４つの歳入の種類がございます。去年

と予算の編成方針はほぼ変わらないのですが、こちらの49ページ、資源ごみ売り上げ代、上から６行目なの

ですが 去年歳入予算額が121万1,000円でしたが 今年に関しては 31年度に関しては約２倍の243万4,000円、 、 、

で計上しております。これは、去年の平成30年６月から資源ごみの新聞、雑誌、段ボール、雑紙などの古紙

類を新たに有価で売却する扱いとしたため、その分を見込んで増額計上させていただいております。

歳入につきましては以上になります。

次に、歳出につきましては、大まかに９種類ほど歳出がありますが、まず１つ目に河川の水質、公害とか

の測定に関する環境保全に関する費用、１つ目が環境の保全に関するものが、予算書でいいますと81ページ

下の段です。環境保全費になります。

２つ目に、住宅用太陽光発電システム設置補助に関する費用がございます。太陽光に関しては、85ページ

のほうをごらんください。ふるさとづくり費の中の右側説明欄、やや真ん中にあります住宅用太陽光発電シ

ステム設置補助事業になります。

３つ目に 浄化槽の設置補助に関する費用としまして こちらのほうが 申しわけないです 飛んで143ペ、 、 、 。
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ージにございます。143ページの説明欄下のほうに、下から１つ目、２つ目に合併処理浄化槽設置補助事業

と浄化槽エコ補助金補助事業ということになっています。

次に、５つ目なのですが、ごみステーション管理と集団回収に関する費用ということで、次の２枚めくっ

ていただいて147ページです。右側説明欄、一番下の丸のごみステーションの管理と集団回収事業というこ

とになります。

６つ目に、ごみ処理の委託に関する費用として、済みません。149ページの右側説明欄の上から３つ目の

委託事業になります。

７つ目に、一般廃棄物の収集委託に関する費用、同じ149ページのその下の丸、一般廃棄物収集運搬事業

ということになります。

８つ目に、資源化センターの管理に関する費用として、同じ149ページの説明欄、一番上と２番目の管理

事業のものです。２つになります。

９つ目に、館林衛生施設組合に関する費用なのですが、こちらが同じ149ページの下の丸２つ目と一番下

の丸です。ごみ広域処理事業とし尿及び浄化槽汚泥広域処理事業になります。

大まかその９種類の歳入がございますが、変わった点、昨年度と変わった点、３点ほど説明させていただ

きます まず １点目に環境保全に関する費用なのですが ページのほうをお戻りいただいて 予算書の83ペ。 、 、 、

。 、 。 。ージをお開きください 右側の説明欄一番下の丸 外来生物対策事業です こちらのほうをご確認ください

こちらが、平成31年度からの新規事業で163万2,000円を計上させていただいております。これは、外来生物

の被害と飛散を防止する目的の費用となっていますが、内容は主に外来生物、昨年から話題になっています

クビアカツヤカミキリの被害に遭った樹木を確認した場合、その伐倒費用や成虫の飛散防止用のネットとか

薬剤の消耗品などの購入費用を計上させていただいております。こちらが新規事業となっています。

２つ目、２点目に資源化センター管理に関する費用、こちらもちょっと変更になっているのですが、予算

書のほうをまた飛んでいただきまして、149ページのほうをお開きください。149ページ、右側説明欄の一番

上の丸をごらんください。前年度は、資源化センター管理運営事業ということで、そういう名称で取り扱わ

せていただいたのですが、31年度からは資源化センター管理事業に名称を変更させていただきまして、消防

設備の法定点検、浄化槽の保守点検、そういった必要最低限の費用を見込んだ結果、前年度305万3,000円よ

り273万4,000円減額の31万9,000円として計上させていただいております。

また、その下の資源化センター管理事業、光熱水費なのですが、これは総務課の所管ではありますが、変

更になっているので、ちょっと説明させていただきます。こちらに関しては、施設内で使用します照明とか

シャッターなどの必要最低限の動力を確保しつつ、高圧から低圧への電気受給契約を今切りかえているとこ

ろなのですが、予定していますので、前年度820万円だった予算よりも690万円減額の130万円として計上さ

せていただいております。

そうしまして、３点目なのですが、その下、館林衛生施設組合に関する費用です。こちらの同じ149ペー

ジなのですが、一番下の丸と下から２つ目の丸、ごみ広域処理事業とし尿及び浄化槽汚泥広域処理事業にな

ります。まず、ごみ広域処理事業に関する費用につきましては、ごみ処理費と同様に公債費も搬入割として

ごみの減量施策を反映させるべく、館林市、明和町に現在提案しているところではございますが、そのため

公債費の負担割合を従来の均等割10％、人口割90％ではなく、提案している内容のごみの搬入割合100％相
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当で計上させていただいているところなのですが、償還金の金額が増加しているため、前年度が6,345万

2,000円の額だったのですが、それより633万4,000円増額した6,978万6,000円で計上させていただいており

ます。今後公債費の負担割合の協議が調い次第、補正させていただく予定です。よろしくお願いします。

また、その下のし尿処理及び浄化槽汚泥広域処理事業に関しましては、処理費、し尿処理のほうも増額し

ているため、前年度4,626万6,000円だった予算より708万5,000円増額の5,335万1,000円を計上させていただ

いております。

以上、雑駁なのですが、一般会計に係るものについては説明のほうを終わらせていただきます。

次に、下水道事業特別会計なのですが、予算書の一番最後の緑色の仕切り以降にあります。そちらをお開

きください。下水道事業の予算ですが、まず歳入につきましてですが、下水道事業の予算書６ページ、７ペ

ージのほうをお開きください。歳入歳出予算なのですが、総額１億9,592万7,000円で、前年度より926万

8,000円の増額となっております。

次に、歳入なのですが、歳入につきましてはこの６ページの左側です。一番上の使用料及び手数料、こち

らをご確認ください。こちらは、本年度5,910万2,000円ですが、前年度5,110万2,000円より800万円の増額

となっています。こちらの増額の理由といたしましては、板倉ニュータウンの産業団地内の大口企業の進出

、 、 。が大きな要因となっていまして 平成29年度の決算や現在の使用実績から見込み 増額計上をいたしました

そのほかの歳入の予算編成方針に関しては、昨年と同様の考え方で編成させていただいております。

、 、 。 、次に 歳出ですが ７ページの中で前年度より926万8,000円の増額です その主な理由といたしましては

第１款の下水道費の増額の箇所です。詳細は14ページ、15ページ、ちょっと飛んでしまうのですが、そちら

をお開きください。見開きの15ページ側の一番下なのですが、一番下の第15節工事請負費1,072万4,000円、

こちらに関しては前年度より972万4,000円の増額となっています。これは、今年調査させていただいたマン

ホールの調査結果なのですが、下水の処理場、水質浄化センターに一番近い場所のマンホールの中でおおよ

そ深さ11メートルから18メートルの範囲の箇所で、マンホールの躯体のコンクリートが腐食している状況を

確認させていただいております。このため31年度につきましては、その防食工事に係る費用を計上させてい

ただいております。その防食工事の概要なのですが、そのマンホールの深さ11メートルから18メートルの範

囲内での内壁、天井の修復、それと防食剤の被覆工ということでおおよそ85平米。あとは、破損した排水管

の修繕工を見込み、計上させていただいております。

そのほか下水道事業特別会計の歳出に係る部分につきましては、前年度と同様の予算編成とさせていただ

いています。

以上ですが、平成31年度下水道事業特別会計予算についての説明を終わらせていただきます。一般会計の

予算とあわせてご審議いただけますよう、ぜひよろしくお願いいたします。

説明が終わりました。〇小森谷幸雄委員長

これより質疑を行います。

山口課長、どうぞ。

それでは、済みませんです。予算書に行ったり、総括表の資料で行ったり来たり〇山口秀雄住民環境課長

して申しわけないのですが、補足の説明といたしまして、ごみの広域処理の関係で少しご説明をしたいと思

います。
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環境下水道係のほうのこちらの資料です。この一番最後のページから１枚戻っていただきたいと思うので

すけれども、歳出見積書でございます。今係長のほうから説明があったのですが、ごみ広域の処理事業の関

係で負担金というものをそれぞれ館林市、明和、板倉で出しておりまして、こちらの内容につきましては、

まずごみの処理につきましては、ごみの処理量、要するに搬入量割ということで、例えば館林市が100トン

、 。 、持っていった 板倉が10トン持っていったというような搬入割で計算をしております これにつきましては

平成19年のこの事業が始まる前にその準備会というのがありまして、その中で相談がありまして、基本的に

はまだごみの量が確定しないという中であったので、まず事業費については均等割10％、そして人口割90％

という形で暫定的に進もうというような合意がなされていました。これは、ごみの処理料が確定してきまし

たら、では見直しをしましょうという中で進んでおりまして、先ほど申し上げましたように、搬入処理費、

こちらについてはもう既に搬入量100％という形で負担金にかかっております。

公債費というのが当然ございまして、建設に係る費用を借りておりますので、まだ今現在56億円ぐらい返

済額が残っておりまして、最終的には平成44年で返済が終わります。今年、そこの元金部分が一時入ってき

たということで、先ほど説明しましたように、その金額が増えているということで、総体的には増えてきて

いるのですけれども、問題はここの負担割合ということでありまして、こちらも先ほど申し上げました19年

の打ち合わせ事項に基づきまして、町長のほうからこれもまた見直しをすべきだと。基本的に、ごみ処理に

ついては搬入量という形でやっております。し尿処理についても、し尿処理の料金は搬入量割で、当然公債

費も搬入料割という形になっておりますし、搬入量割という形でいけば、それぞれが努力をすることによっ

て、自分の自治体の負担金が減るということがありますので、そういう方向で考えてみたらどうだと、進め

るべきではないかというような提案を昨年正副管理者会議でさせていただきました。それに対しまして、館

林市と明和町、１市２町で相談をしまして、明和町と板倉町は基本的な考え方で進んでいるというようなこ

とでありまして、館林市との話し合いというのが今現在続いていると。館林市の主張というのは、やはり基

本的には均等割10％、人口割90％、それでいくべきではないかという言い方をしておりまして、この調整が

今してあると。

今回、先ほどありましたけれども、31年度に予算を計上しましたのは、公債費の町の率が10.3％という率

。 、 。になっております これをもともと今現在やっている均等割10％ 人口割90％にすると16.3％になるのです

ですから、６％負担が落ちるというような状況になっていまして、裏を返せば、館林市がその分負担が増え

るということがありますので、なかなか今その結論が出ていないという状況がございます。しかしながら、

、 、 、今回の予算につきましては それぞれのまだ決定がなされていないという中で それぞれのやはり主張する

考える割合で、この公債費については予算をとっているということでございまして、館林市も10％、90％、

明和町と板倉町は搬入割100％という割合で予算をとっているという状況がございます。こういうところが

今経過ということでご報告をさせていただきます。

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。〇小森谷幸雄委員長

質疑ございませんでしょうか。

荒井委員。

では、予算書のほうで147ページの一番下のごみステーションの管理と集団回収事業とあ〇荒井英世委員

ります。その中で、翻訳業務委託料14万9,000円とあるのですけれども、この歳出の見積書を見ますと、新
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、 、 、 、 。規事業なのですけれども これはその見積書のほうを見ますと ３言語 ３つの言語 ３言語とは何ですか

見積書は何ページになるの。〇小森谷幸雄委員長

見積書の19ページ。〇荒井英世委員

山口課長。〇小森谷幸雄委員長

英語と中国語とベトナム語です。この３カ国です。それについては、一応町の外〇山口秀雄住民環境課長

国人の登録のほうを調べまして、人数が多いところというようなところでやっております。

荒井委員。〇小森谷幸雄委員長

これは、翻訳作成ということでありますけれども、これはごみの分け方、出し方というこ〇荒井英世委員

、 、 。 、とですから その上の印刷製本費というのがありますね 上のほうに 6,800枚作成するわけですけれども

10万6,000ちょっと。この作成する冊子ですか、その中にこの３言語も加えるということですか、それとも

３言語は別個につくるのですか。

山口課長。〇小森谷幸雄委員長

基本的には、分け方、出し方というポスターが毎年毎戸に配っておるのですけれ〇山口秀雄住民環境課長

、 。 。ども それをそれぞれの３言語に表現を分けたものをつくります それを該当者のほうに配るような形です

、 、 。これはもう毎戸ではないですから 例えばアパートだとか そういうところに配るような形で考えています

転入した際にも分け方、出し方というのをあわせて配っております。

荒井委員。〇小森谷幸雄委員長

そうしますと、確認しますと、要するに一般町民向けの日本語と、あと外国人向けの中国〇荒井英世委員

語と英語とベトナム語、４種類になるわけですね。わかりました。

これ配るのは、先ほど言いましたけれども、登録している人に、例えば窓口に来た段階で配るという形で

すね。

山口課長。〇小森谷幸雄委員長

転入した場合はそういう形で配りますし、住んでいる、もう既にアパート等に入〇山口秀雄住民環境課長

っている場合は、そのオーナーなり不動産屋さんのほうにも確認して、例えば人がやはり中の住民がかわる

という部分もあったりも、結構頻繁にかわったりする場合もありますので、そのたびそういうのが聞こえま

したら、また持っていって説明するように配ったりということです。

ほかにございますか。〇小森谷幸雄委員長

延山委員。

環境下水道をお願いいたします。〇延山宗一委員

７ページになるのですけれども、外来生物の関係になります。これについては、今年度163万2,000円とい

うことで予算化をされました。それぞれ館林市、邑楽郡、この対策にこれから必死になっていかなければい

けないなというふうな思いがするわけなのですけれども、本町に予算化されたのがこの金額ということなの

ですけれども、当然それぞれ自治体、割り振りをされての今回のこの額が出たということだと思うのですけ

れども、その負担割というのはどうなっていますか。

岩﨑係長。〇小森谷幸雄委員長

こちらの見積書の７ページに記載のございます対策協議会の負担金なのです〇岩﨑洋典環境下水道係長
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が、事務費で１万円と、その事業費負担金ということで44万6,867円ですか、見込んでいるわけですが、こ

の44万6,867円につきましては積算の根拠としまして、事務局のほうで積算していただいたのですが、こち

ら、木を１本切り落とす、伐倒する費用として負担金のほうを計上させていただいております。

延山委員。〇小森谷幸雄委員長

当然その年によって若干の対応は変わってくるのかなと思うのです。〇延山宗一委員

先ほどの説明の中で、例えば消耗品としてネットを買うとか、消毒液を買うとか、そういうものも含めて

この予算かとは思うのですけれども、今回その負担も例えば何本切るかによって若干違ってくるかなと思う

のです。意外に町民の人、知らないというか、意外に見過ごしてしまうのかなと思うのです。ですから、も

う少し周知も徹底して対応していく。せっかく予算づけがされたということになると、そういうものも含め

て対応していかないと、なかなか撲滅までいかないかな。要するに全ての木がだんだん、だんだん、繁殖力

がかなり旺盛かなと思うので、それについてはどのような今回の予算化された中に入れていく計画を持って

いますか。

岩﨑係長。〇小森谷幸雄委員長

今回の予算化に関しては、町民の方、ご自宅等でクビアカツヤカミキリが繁殖〇岩﨑洋典環境下水道係長

された場合というのは、基本的に予算のほうで計上しておりませんで、公共施設の公園とか、そういった場

所の対策の消耗品である20万円とか、伐倒費用の委託料の97万4,600円とかを計上させていただいておりま

す。一般の知らない皆さんは、町民の方に関しては、町のホームページとか広報紙とあわせて、チラシのほ

うで呼びかけるとか、そういったことでこの予算にはないのですが、そういったことでマンパワーのほうで

広く周知のほうをさせていただければと今のところ考えております。

延山委員。〇小森谷幸雄委員長

やはり意外に先ほど言ったように、わからない。クビアカツヤカミキリだというものがわ〇延山宗一委員

からないというような人も。見ても、そのまま見過ごしてしまう。ですから、ある程度予算化の中ではパン

フレットをつくったり、こういうものに対して極力繁殖というか、発生前というか、そのときの前に対応も

しておく。伐採にしてもそうなのですけれども、非常に金額的には大きな金額も予算化されているというこ

となのです。時には業者によっても若干の違いもあるのかなと。特殊な作業ですね、伐採というと。そうす

ると、ただ単に町に例えばお願いしますというような対応をするのか、あるいは個人的に伐採していくかわ

からないのですけれども、そうすると例えば町に委託をされたときに、また業者選定も必要になってくるの

かなと思うのですけれども、それについては何社かに出していくということなのですか、見積もりして。

山口課長。〇小森谷幸雄委員長

まずは、やはりクビアカツヤカミキリというのがわからないということもあると〇山口秀雄住民環境課長

思いますので、今年、先週だったかな、先週既に被害が出ている桜の木にネットで、ブルーのネットで根巻

きというのですか、桜の木にネットまきをしてあります。多分見ると、あれは何をやっているのだという話

で、そういう話も出てくると思いますが、要するに虫が入り込んだと思われる木に、それが外に飛ばないよ

うにブルーのネットでまいてあるということになります。そのクビアカツヤカミキリが５月か６月ぐらいに

成虫になって外へ飛び出るということがありますので、その時期にあわせまして広報のほうで、また写真入

りでこういうのがまた見つけたら連絡してくださいとか、昨年の１月に特定外来生物ということで認定され
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ていますので、それを動かすこと自体が罰則になるということがありますから、見つけたらその場で捕殺、

殺してくださいというような案内をするというようなことになるかと思います。

伐倒についてですが、基本的に木に入ったカミキリムシは、木の中をずっと食っていって成虫で出ていく

ということで、その内部を相当荒らすというようなことがありまして、それが入った木については、やはり

何年かすると急に倒れたり、枯れ出して倒れたりするというような危険がありますので、それを伐倒すると

いうことで行っておりまして、昨年につきましては町は２本、既に伐倒しております。あわせて中央公民館

の裏側になるのですけれども、そこにある梅の木があるのですが、こちらに五、六本入ったということで、

これは直営なのですけれども、既に切って、伐採しております。今年度につきましては、協議会の関係は館

林市、邑楽全部でありますので、館林がかなり本数が多いということで、それぞれ被害が出ている本数に応

じて割り当てということになりまして、今のところ板倉町については今のところ１本ですね、割り当て的に

は。そのほか、町が単独として今回２本程度ということで計上をいたしております。ただ、この計算は館林

市の協議会で計算したもので、これは組合にお願いするということで若干高目というのがありますから、町

がやる部分についてはこれからちょっと協議をして、できるだけ抑えられるような業者に頼めるかどうかと

いうような検討はしていこうというふうに考えております。ただ、移動ができないので、そこでチップにす

るか、殺すかということをしなくてはいけないので、やはり若干費用は高目になるのかなというようなこと

でございます。

延山委員。〇小森谷幸雄委員長

協議会の対応は、１本まではそちらで対応してくれるけれども、あとは独自でこちらで対〇延山宗一委員

応するということの理解なのですか。例えば切って、そのまま切りっ放し。例えば切ったからそれでいいの

だと、意外に素人の場合は感じる。それをしっかりと後処理までするということを町民の人にも理解しても

らわないと、切ったからそれでいいやとなってしまうかもしれない。ですから、例えば発生したときには、

伐採したものを町に電話でもいいですからということで回収をしますということをはっきり伝えておくこと

のほうが、よりまたいいのかな、プラスになっていくのかなと思うのですけれども、しっかりした対策をお

願いしたいと思います。

ほかにございますか。〇小森谷幸雄委員長

今村委員。

予算書の149ページと見積書の31ページのごみ処理の広域事業、先ほどちょっと説明があ〇今村好市委員

った件なのですけれども、負担金の算出根拠が３町でまちまちと。板倉と明和は同じ算出根拠、館林につい

ては違う根拠。なぜこういうことが生じてしまったのかというのが１点。

それと、もう一点は、私も本間委員も衛生施設組合の組合議員なので、今後組合議会が開かれる可能性が

あるのですけれども、このごみの広域処理の処理自体に支障が出てきてしまう可能性があるのではないかと

思うのですけれども。では、その広域の組合議会としては、負担割合が違うものを、どこで誰がきちんと調

整をして、正常な運営に戻すのかというのを、これから課題が組合議会に移るのですか。それとも、正副管

理者で提案する前にもっと詰めて、でも各市町村が予算をまちまちにとっていたらば、それ以上予算、その

市町村で議決してしまえば、その予算が生きてしまうわけですから、おのおのの市町村の予算の議決の方法

によって、組合議会は運営できなくなってしまうという可能性があるのですが、どうなのですか、これは。
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山口課長。〇小森谷幸雄委員長

経緯というものは、先ほどご説明申し上げましたように、基本的には組合の施設〇山口秀雄住民環境課長

が稼働する時期に合わせて見直しをすべきというような平成19年の取り交わしの事項に基づいて動いてきて

いるということがありますので、一つは処理費については既にこれは100％ということで１市２町が合意を

いたしておりますので、こちらはそういう方向で動いているということです。こちらは、これを変えるとい

う話は基本的にはないということでありまして、やはり相談すべきものは公債費の返済ということになりま

す。

この公債費の返済が、先ほど言いましたように55億円ぐらいまだ残っておりまして、来年から元金が入っ

てくるということで、今かなりの金額的には、今年が約１億円の返済なのですけれども、来年からそれが４

億5,000万円ぐらいの金額が、返済が続くというようなことになりまして、金額的にかなり大きいと。今年

度は、もちろんこれはすぐ合意をして、決めないことにはいけないとは思うのですけれども、まずは今年度

については今の話し合いの中では、まだすぐに決定ができないという状況でありますので、また近々その打

ち合わせには入るということになるのですが、どういう形か、例えば暫定予算という形で入るのか、もしく

は基金をとりあえず宛てがってやるのかというような方向づけにはなるかと思いますけれども、どのみち来

年にはかなり大きな金額というのが問題が出てきますので、これは基本的には今１市２町の事務局で調整を

しつつ、それを市長さん、町長さん了解してもらって決定をしていくという方向で今努力をしているという

状況でございます。

今村委員。〇小森谷幸雄委員長

でも、各市町村、予算をやっているね。予算が各３市町が、板倉と明和は同じ歩調なので〇今村好市委員

しょうけれども、館林が違う歩調、算出根拠で議決されてしまったといったときには、調整といっても、今

年度は場合によってはいいのかもしれないのですけれども、では今年そういうことで各市町村が議決をして

決定をしてしまうと、来年以降もその算出根拠でいかなくてはならないと思うのですよ、おのおのの市町村

。 、 、 、 。 、は だって 変える根拠が １年たったらば変わったよという話ではないので 公債費なんか特に だから

できれば予算の審議前に、本来であればきちんとした調整をして、予算計上ができれば一番理想なのでしょ

うけれども、とりあえずは31年度については公債費の返済額がそんなに莫大に増えないから、何とか組合の

予算の範囲内で、今各市町村が決定した予算の範囲内で、あとは足らなければ組合の流用資金みたいのをう

まく活用して返済していくということで話がついているのですか。それとも、補正予算か何かでいずれ出し

てきちんとやるという、いわゆる暫定予算でやるのか。どっちなのでしょうか。

中里副町長。〇小森谷幸雄委員長

まさにそのとおりでして、かいつまんでお話しさせてもらいますけれども、これは平成〇中里重義副町長

19年７月４日のごみ処理共同事業協議会設立準備会の結果報告書に、事業費についてという項目がありまし

て、このときが現在の人口割90％、均等割10％にておおむね了承という結果が出ています。ただし、施設建

設までは上記負担割合とするが、施設建設後の運営段階により、各市、町のごみ処理量に応じた負担割合と

することで分別等の減量施策の成果を反映する。要するにこの時点では、これまでのいわゆる負担割合、人

口割90％、均等割10％でおおむね了承ということで来ていましたけれども、この当時には、ごみ処理が開始

された後は、その処理の量に応じた負担割合とすることで、各市、町はごみの減量の施策の成果を反映する
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のだよと。要するにごみの量を減らすのだよというような、そういうことでの結果が記録として残っており

ます。

今回この結果をもとに、衛生施設組合から負担割合の見直しをする時期ですかねということで投げかけが

あって、それで協議が始まったということでありますけれども、そこで先ほど山口課長からも申し上げまし

たとおり、ごみ処理の費用についてはごみの量100％ということで、均等割はない内容で負担をしています

けれども、やはり同様にこの公債費の負担についてもごみの搬入割で100％、均等割なしということでどう

だということで館林市と協議に入りました。板倉町、明和町、２町は同じ考え方でということで入ったわけ

ですけれども、館林市からはこの辺について考え方が示されまして、この平成19年当時のこの記録は、これ

は単なるメモであってという、そういう主張が館林市から書面でありました。ということは、この平成19年

７月４日の、これは７月３日に実際準備会が開催されているのですけれども、このときの記録は何だったの

だというような状況なのですね、状況、現在のところ。正副管理者会議も過去開いていますけれども、館林

市としては見直しについてはできないと、これまでどおりの負担割合でお願いしたいのだという、そういう

ことでしかないということであります。

ということでありますので、今回今村委員が指摘されるとおり、各市、町の予算計上の根拠が違っていま

。 、 。 。す これについては １市２町合計しても31年度の償還には足らない金額になります これは当然なのです

その不足をどうするのだというところもあるのですけれども、我々とすれば予算の編成までには何とか決着

をつけたいなということでいろいろ交渉もしてきているのですけれども、館林市からはそういったことで、

これまでどおりでしか館林市としては考えられないというような主張がありまして、今のところ平行線のま

。 、 、 、 、まということであります したがいまして 当然組合の予算 来年度当初予算については 考え方とすると

どうするのですかねという投げかけはこれまでもしてきていますけれども、組合の予算としては償還に必要

ないわゆる元金利息、これを計上するという考え方だということでありますけれども、そうなるとやはり整

合がつかなくなるということであります。

もう少し申し上げますと、館林の市長が過日明和の町長を訪問して、何とか話がまとまらないかなという

ようなことも言われたそうですけれども、何かそのときに館林はお金がないのでと言って帰ったというよう

なことも聞いております。相当これ厳しいのかなという感じもしてしまうのですけれども、いずれにしても

そういった中でもこれは決まりをつけなくてはならないということであります。あす、あさってに、午後に

なりますけれども、衛生施設組合で具体的な内容の説明に役場のほうへ来るという連絡が入っておりますの

、 、 、で そこで内容の説明を受けることになりますけれども いずれにしてもこの負担金の分布割合についても

組合議会での議決も必要になりますし、組合の当初予算も組合議会で当然必要になるということでありまし

て、その点は暫定的な予算ということでとりあえず取り扱いを臨むのかというようなところが、あさって説

明の中で出てくるのかなというところであります。そういったことで、なかなかこの辺が難しいなと。

それと、これは明確に聞いたわけではないのですけれども、この分布割合について、組合議会の議員の皆

、 。 、様方に検討してもらうのはどうだというような そういう案もありますということも聞いております では

それで決めていただければいいのかどうかというと、これもまた何とも言えないところもありますし、いず

れにしてもあさっての説明を聞いて、それでどうなるのかなというところもあります。そういったことで、

組合議会のほうでも当然そういった状況もありますので、組合のほうからは組合議会の議員の皆さんの説明
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がされるのであろうというふうには考えておりますが、いずれにしましても最終的にどういう形かで決着が

つくとすれば、当然この見積書にあります公債費負担10.3％がこれでいけるのか、あるいは不足を補正する

のかというのは、また次の段階になってしまうのかなという、そんな状況でございます。ですから、当面は

暫定予算ということを組合のほうでも考えているようでありますので、それでいくことになるのかなという

感じはしております。そんなところです。

山口課長。〇小森谷幸雄委員長

今の予算の関係ですが、当然31年度の予算を組むときには、組合のほうからこう〇山口秀雄住民環境課長

いう内容で板倉町の負担金は幾らなのですよというのが来ます。それに基づいて、31年度の予算をとってい

るのですけれども、今年度につきましては今副町長からもありましたけれども、館林のほうがなかなか予算

が決まらなかったということで、一応２月14日の日に緊急的に担当の課長に来てほしいということで呼び出

しがありまして、行きましたら、今年度、31年度にかけた事業費から5,600万円ほど減らしたいというよう

なことで話が来ております。ですから、今までが12億3,800万円という金額に基づいて31年度の板倉町の予

算は計上してありますけれども 今度組合で恐らく相談が出るのは それから5,600万円下がった11億8,000万、 、

円ぐらいの金額で議題に上がってくるということになると思います ですから 全体的には事業費が5,600万。 、

円下がっていますので、その辺を考えると、今板倉と明和が低い金額で予算を計上していますけれども、そ

れを出せば今年度は運営できるような形に今なっているというのが今現状です。なかなかこれが、本来であ

ればこんなぎりぎりに出されても予算に反映できないということで、板倉の場合は前の１回にもらった金額

で予算措置をとってありますけれども、その事業費が逆に5,600万円、今度減るというようなことで話が来

ています。

今村委員。〇小森谷幸雄委員長

今計上している予算から5,600万円マイナスするよという話があるわけ、今になって。で〇今村好市委員

は、この予算は何なのだという話になってしまう、そんなぐらぐら、ぐらぐらしているのでは。でも、俺も

本間委員も、では組合議会に行って、板倉町の提案された予算を、はいと手を挙げて賛成して、通したとす

れば、これで行くほかないですよ。

［ そうですね。提案された案に」と言う人あり］「

だから、では調整だとか、今後どうするかという話にはならないな。でなければ、板倉の〇今村好市委員

予算を暫定予算で手を挙げないかどうかという話になってしまいますから。もうちょっと先に戻ると、平成

19年のときの衛生施設組合の議会、板倉は誰、荒井委員だった。そのときにでき上がったときの予算をどう

するかという覚書なのか、きちんとした約束なのか、わからないですけれども、それも管理者もいわゆる関

係市町村と組合議会もそこでやはりきちんと了解している話だったらば、こんな話にならないのだと思うの

だよ。だから、組合議会はそのときに、それは知らないのではないかなと思うのだ。執行者だけ、管理者だ

けの調整、３町だけの調整でそういう覚書だか、何だかわかないものを結んでおいて、ここに来て話が違う

よという話になったとしても、ではこの予算をどうしたらいいかねという話になってしまうな。板倉の予算

に手を挙げると、組合の議会の予算には手を挙げられなくなってしまうかもしれないし。立場上、どうした

らいいですか。教えてくれますか。板倉の予算、手を挙げられないよ。

山口課長。〇小森谷幸雄委員長
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、 、 、 、〇山口秀雄住民環境課長 ですから その点につきましては 今副町長からありましたように それまでに

日にちとしてはあした、あさってですか、調整をするというような形で、組合のほうが考え方が回ってくる

ということがありますので、それにあわせまして１市２町で相談をしていくということになると思います。

ただ、組合の今度議会が３月27日に一部組合の議会があるでしょうから、それまでには方向はこういう形で

ということで決めていかなくてはならないというようなことでございます。

今村委員。〇小森谷幸雄委員長

できれば板倉の議会の最終日までには、何らかの説明をしてもらったほうが私はありがた〇今村好市委員

いのですね。板倉の議員であり、組合議会の議員であるという立場ですから、板倉の議会では議員としては

、 、 。 、こういう対応をしても 組合議員としてはこういう対応をしますというのは それはできないよ 本間委員

どうなのですか。

ご意見ありますか。ありません。〇小森谷幸雄委員長

では、中里副町長。

今村委員がおっしゃるとおりで、町の予算、それから組合の予算、矛盾が起きます。当〇中里重義副町長

然です。ということでありますので、そこを回避するので、組合側の予算については多分暫定的なというこ

とになるのかなと思います。

町としても、やはりその辺については最終的にはその着陸点がどういう割合になるのかも、当然このとお

りにいかないとすれば、これは新年度に入ってからの補正で対応させてもらうという、そういう考え方がな

いことはないものですから、その点はご理解いただければというふうに思います。これははなからもう矛盾

、 、が起きるということは我々としても感じておりましたので ですからそういった面でも必要だということで

今日はちょっと細かくこの予算については説明をさせていただきました。

以上です。

今村委員。〇小森谷幸雄委員長

今までの経過も含めて、ちょっと書類を持っているのでしょうから、一応私と本間委員に〇今村好市委員

は一応組合議会の議員ということで、ある程度それはどうなるのかわからないにしても、経過は知っておき

たいということがありますので、後で結構ですから、その書類をいただきたい。

それと、できれば板倉議会の最終日までにはどういう方向か、この予算の取り扱いについてはきちんとや

はり報告がしてもらえればありがたい。できなければ、では組合議会としてはどうするのかという話になっ

てくると思いますので、大変でしょうけれども、その辺はきちんとしておいていただきたいなというふうに

要望しておきます。

では、執行部側、よろしいですか、その辺は。対応していただきたいというふうに考〇小森谷幸雄委員長

えております。

ほかにございますか。

亀井委員。

、 、 、〇亀井伝吉委員 環境下水係 ７ページの外来生物なのですが お話は伺っているかと思うのですけれども

北海老瀬の合の谷の池のことなのですが、ハスが随分生えていたところなのですが、全滅というか、全部な

くなってしまったのです。水質検査をしていただいても、水質には異常がないというお話を聞いたのですけ
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れども、その原因が何であるか、調べていますでしょうか。

岩﨑係長。〇小森谷幸雄委員長

ハスの花が昔、ハスが自生していてということですね、過去に。水質の状況も〇岩﨑洋典環境下水道係長

通常の池としてはそれなりの水質ということで、特に異常がないというのは引き継いでいるところですが、

これだというちょっと原因についてはまだ。本格的な調査のほうには入っておりませんで、まだ対応はして

おりません。今後ちょっと現地確認等をまめに行いながら、その辺の環境についてちょっと方向性のほうを

出していきたいと思っています。

亀井委員。〇小森谷幸雄委員長

近くの人からの話ですと、亀がかなりいるということで、その亀が食い尽くしたのではな〇亀井伝吉委員

いかなというお話がありました。その辺調べていただいて、それほど全滅させるほど食べるのであれば、駅

前のふれあい池、あそこにヒシが物すごく生えていて、毎年のように撤去しているのです。ヒシは根っこが

残っているとまた出てきてしまうのです。その辺で、もしその亀が捕獲して、食べるのであれば、そのふれ

あい池に放して、ヒシの駆除という、そういう考え方もありますので、その亀がどういう亀なのか、調査し

ていただきたいと思うのですけれども。

山口課長。〇小森谷幸雄委員長

私もその合の谷のほうですね、そういう話は聞いております。何が原因かという〇山口秀雄住民環境課長

のは、確かにまだわからないのですけれども、亀が確かに増えているというのは、ニュータウンの北池もミ

ドリガメですね、アカミミガメというやつなのですけれども、それがやはり入っていると。これもやはり特

定外来、正式には特定外来になったのかな、そういうことでやはり外来種ということですから、移動したり

するのが基本的にはできないということがありますので、それは逆に取って、今ただこれを引き受けてくれ

るところがないのです。テレビなんかでよくかい掘りをして、アカミミガメが出たので、処分して、どこか

の動物園でもらってくれるというのがあるのですけれども、その辺はやはり捕まえたからといって、そこで

預かってくれるかというと、なかなかそれも今現状でないということなので、それが原因でそういうふうに

なったのかわからないですけれども、まずは調査をしてみてということになるかと思いますが、そういう今

状況でございます。済みません。中途半端なのですが。

亀井委員。〇小森谷幸雄委員長

北池がやはり全然何も生えていないのです。結局亀がいるということで、生えていないと〇亀井伝吉委員

いう状況かなと思いますので、よく調べていただきたいと思います。

ほかに。〇小森谷幸雄委員長

［ なし」と言う人あり］「

では、以上で住民環境課の予算審査を終了させていただきます。〇小森谷幸雄委員長

ありがとうございました。お疲れさまでした。

再開は１時ということでお願いをいたします。

休 憩 （午前１１時５７分）

再 開 （午後 １時００分）
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それでは、再開をさせていただきます。〇小森谷幸雄委員長

ただいまから健康介護課の予算審査を行います。

説明につきましては、要点説明により簡潔にお願いをいたします。

それでは、説明をお願い申し上げます。では、課長から。

小野寺課長。

それでは、健康介護課の予算審査、よろしくお願い申し上げます。〇小野寺雅明健康介護課長

まず、課全体の概要ですが、健康介護課は介護高齢係におきまして一般会計と介護保険特別会計を、保険

医療係におきまして一般会計、後期高齢者医療特別会計、国民健康保険特別会計を、健康推進係におきまし

ては一般会計予算を所管しております。介護保険特別会計の予算では、平成31年度は３年間の第７期介護保

険事業計画の中間の年度となっております。

次に、後期高齢者医療保険の特別会計では、群馬県の広域連合で平成28、29年度の保険料率のまま、平成

30、31年度は据え置きとなっておりまして、平成31年度は平成32、33年度の保険料の改定を検討する年度と

なっております。

、 、 、次に 国民健康保険の特別会計予算は 平成31年度は平成30年度から国民健康保険制度改革によりまして

県と市町村がともに保険者となって国民健康保険を運営する２年目の年度となっております。また、本町の

国民健康保険税率を資産割の廃止を中心に、平成29年度から３年をかけて段階的に改定をさせていただきま

す３年目の年度となります。

健康推進係につきましては、新規重点事業といたしまして緊急風しん対策事業につきまして３月８日の委

員会で説明をさせていただきました。そのほかの事業につきましても、引き続き各種検診事業、予防接種事

業、母子保健事業などに取り組んでまいります。

それでは、各係長より順次説明申し上げますので、よろしくお願いしたいと思います。

では、介護高齢係、小野寺係長、お願いします。〇小森谷幸雄委員長

介護高齢係からご説明を申し上げます。〇小野寺昌幸介護高齢係長

当係は、一般会計と介護保険特別会計がございます。まず、一般会計の歳入からご説明をいたします。歳

入見積もり総括表１ページをお願いいたします。歳入につきましては、新規事業といたしまして認知症地域

支援推進員研修費補助金及び介護予防ケアマネジメント費を計上しています。認知症地域支援事業推進員研

修費補助金における認知症地域支援推進員とは、認知症疾患医療センターを含む医療機関、介護サービス及

び地域の支援機関の間の連携を図るための支援並びに認知症の人及びその家族を支援する相談業務等を行う

もので、地域包括支援センター、行政または認知症疾患医療センター等に配置することになっております。

平成31年度につきましては、当センターの職員１名が受講予定となっております。なお、研修費ですが、３

、 、 。万8,000円ということで こちらにつきましては４分の３が県補助となっており 本計上となっております

続きまして、介護予防ケアマネジメント費につきましては、平成30年度までは介護予防サービス計画作成

費の中に介護予防ケアマネジメント費を計上していましたが、それぞれ対象者が異なっておりますので、歳

入歳出項目を明確にするため、本計上となっております。

その他の事業につきましては、大きな増減等ございませんので、説明を省略させていただきます。

歳出見積書、総括表５ページをお願いいたします。歳出につきましては、予算増加事業はサービス利用者
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の増が理由でございますので、説明を省略させていただきます。

一般会計の説明は以上となります。

続きまして、介護保険特別会計についてご説明を申し上げます。まず、歳入からご説明をいたします。歳

入見積もり総括表３ページをお願いいたします。新規事業といたしまして、３款２項４目の保険者機能強化

推進交付金を計上しています。本交付金につきましては、平成30年度の介護保険制度改正に伴い、第１号被

保険者の自立支援、重度化防止に向けた保険者機能の強化を目的といたしまして、全国全保険者で実施をさ

れております。ＰＤＣＡサイクルの活用による保険者機能の強化に向けた体制等の構築、自立支援重度化防

止等に資する施策の推進、介護保険運営の安定化に資する施策の３つの評価指標に基づき、交付金が交付さ

れる内容となっております。指標結果に基づきまして交付金が変更になるため、存目となっております。

その他の事業につきましては、歳出に対し国の定めた負担割合での歳入となりますので、説明を省略させ

ていただきます。

続きまして、歳出となります。歳出見積もり総括表20ページをお願いいたします。１款介護保険事業運営

費につきましては、介護保険指定事業者等管理システム等の導入及び消費税増税に伴う介護保険システム改

修による増となります。

２款保険給付費につきましては、サービス利用者の増加による給付費増となっております。

５款１項１目の介護予防生活支援サービス事業につきましては、要支援認定者等の訪問型サービス、いわ

ゆる訪問介護というものですが、通所型サービス、いわゆる通所サービス、デイサービスです。及び高額介

護予防サービス費の総額となりますが、30年度実績に基づき推計した結果、減となっております。

その他の事業につきましては、大きな増減等ございませんので、説明を省略させていただきます。

介護保険特別会計の説明及び当係からの説明は以上となります。

保険医療係、小野田係長。〇小森谷幸雄委員長

それでは、保険医療係のほうの説明をさせていただきます。〇小野田裕之保険医療係長

予算の説明なのですが、主な増減のみということでご了承いただきたいと思います。保険医療係が担当す

る予算でございますけれども、一般会計、後期特会、国保特会で、ともに31年度の新規主要重点事業はござ

いません。一般会計につきましては、各事業の内容に変更がございませんし、予算に大幅な増減もございま

せんので、説明は省略させていただきます。

説明のほうは、後期高齢者医療特別会計からさせていただきます。それで、見積書のほうの説明でという

ことを基本でというのは承知していたのですが、予算書のほうが説明がしやすいので、申しわけございませ

んが、予算書の268ページの次にウグイス色の紙が挟んでありまして、後期高齢者特別会計というところか

ら、そこがページになっております。

下にページが振ってあります６ページ、７ページのほうを、済みません。よろしくお願いします。１の総

括表のところです。総括表の歳入歳出の表をごらんいただきたいと思います。後期高齢者医療特別会計の予

算額ですけれども、歳入歳出合計ともに１億6,379万8,000円で、前年度比で3.5％、550万8,000円の増額と

なりました。

歳入歳出の主な増減についてご説明申し上げます。まず、６ページの歳入の主な増加ですが、１款の後期

、 、 。高齢者医療保険料で 被保険者数の増加によりまして前年度比9.2％ 1,027万2,000円の増額となりました
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また、歳入の主な減少ですが、３款繰入金になりますが、こちらが次の８ページ、９ページをごらんいただ

きたいのですが、一番下の表になります３款１項１目の事務費繰入金、こちらが30年度に行った標準システ

ムの機器更改分の負担金が減少ということがあります。

２目の保険基盤安定繰入金ですが、保険料軽減特例の改正によりまして減少いたしました。前年度比で

9.4％、430万2,000円の減額となりました。

済みません。前のページにお戻りください。続きまして、７ページの歳出の主な増加ですけれども、２款

の後期高齢者医療連合納付金で、先ほど歳入３款繰入金でご説明いたしました事務費及び保険基盤安定につ

きまして減少しておりますけれども、保険料につきましては歳入１款でご説明いたしましたとおり、被保険

者数の増加によりまして増加しておりまして、納付金全体では前年度比3.8％、579万9,000円の増額となっ

ております。なお、歳出科目には大幅な減少はございませんので、これで後期高齢者医療特別会計の説明を

終わりにいたします。

続きまして、同じ予算書ですけれども、後期特別会計、25ページの次から、またウグイス色の紙があるの

ですが、そこから国民健康保険特別会計になっております。こちらも同じく下にページが振ってあります６

ページと７ページをお願いいたします。こちらも総括表の歳入歳出の表をごらんください。国民健康保険特

別会計の予算額ですが、歳入歳出合計ともに21億1,942万2,000円で、前年度比で2.8％、6,004万7,000円の

減額となりました。

歳入歳出の主な状況についてご説明申し上げます。まず、６ページの歳入の主な増加ですが、１款の国民

健康保険税でして、国保の被保険者数は年々減少しておりますが、現年課税分の算定につきましては昨年の

12月の議会で保険税条例の一部改正ということで議決をいただきました改正後の税率で算定しておりますの

で、税率の引き上げということで、それに伴いまして前年度比で4.6％、1,957万1,000円の増額となりまし

た。

また、歳入の主な減少ですが、３款の県支出金で、歳出２款の保険給付費が減少したことから保険給付費

交付金が減少しまして、前年度比6.9％、１億1,040万5,000円の減額となりました。

続きまして、７ページの歳出の主な増加ですが、３款の国民健康保険事業費納付金で、前期高齢者交付金

、 、 。 、等の過年度精算額の減少によりまして 前年度比で10.9％ 5,969万4,000円の増額となっております また

歳出の主な減少は、２款の保険給付費で県の保険給付費の推計におきまして、前年度の推計は平成28年度に

ピークとなりましたＣ型肝炎新薬の給付実績の影響を受けて高く推計されておりましたが、今年度につきま

しては29年度からの伸び率が下降したこともございまして、前年度比で１億1,472万9,000円の減額となりま

した。

以上で主な点ということで、国民健康保険特別会計、それと保険医療係の説明を終わりにいたします。

続きまして、健康推進係、山岸係長、お願いいたします。〇小森谷幸雄委員長

同じく予算書のほうをお願いいたします。予算書、一般会計138ページ、139ペー〇山岸章子健康推進係長

ジをお願いいたします。健康推進係では、健康診査事業、健康づくり推進事業、母子保健事業、予防接種事

業に取り組んでまいります。歳入のほうは、国及び県の補助事業となっているため、歳出の項目とあわせて

ご説明します。

では、予算書139ページ、お願いします。一番上の丸、住民健診事業868万4,000円です。主な支出は、健
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診委託料です。県の健康増進事業補助金の対象になっております。昨年度と大きな内容の変更はございませ

んが、受診率向上対策としまして20歳以上の方へ健診のご案内を個別に通知するとともに、健診受診に関す

る勧奨と啓発を行ってまいります。

続きまして、下から２番目の丸、がん対策強化推進事業2,461万1,000円です。主な支出は、検診委託料に

なっております。大腸がん、子宮頸がん、乳がん検診につきまして、国の補助事業のほかに町単独事業とし

まして、５歳刻みの一定の年齢の方を対象に検診料の自己負担を無料にするクーポン券を発行し、検診受診

のきっかけづくりを実施してまいります。

その下、一番下のがん検診推進事業49万6,000円でございます。こちらのほうは、国庫補助事業、がん検

診推進事業補助金の対象です。子宮頸がんが21歳の方、乳がんが41歳の方の受診者の検診料の一部が補助対

象となります。また、がん検診受診率向上に効果が大きいと言われます個別の受診勧奨を５月に、再勧奨の

通知の発行を10月と12月に、また精密検査の受診率向上のために精密検査未受診者に対する受診の再勧奨通

知を１月に発送してまいります。

続きまして、次のページ、140ページ、141ページをお願いいたします。上から２つ目です。任意予防接種

町単独助成事業についてご説明します。新規事業の緊急風しん対策事業でもご説明しましたが、現在公的な

予防接種を一度も受ける機会のなかった30代から50代の男性を中心に風疹を流行していることを踏まえまし

て、妊娠を希望する女性とその夫、これは婚姻ですとか年齢は問わないということになっています。その方

に対して、町単独で風疹ワクチンの費用の助成を継続したいと思います。31年度は、30年度の実績を踏まえ

まして、年間15件から30件という倍で、増額で予算のほうは要望しております。

、 、 。 。 。 、続きまして 次のページ 143ページお願いいたします 一番上の丸です 産後ケア事業です 国庫補助

母子保健衛生費補助事業でございます。支出は委託料でございます。公立館林厚生病院に委託しておりまし

て、週２回、１日当たり３ベッドを郡内の５町で調整しながら利用しておりますが、出産時期が重なってし

まうとタイムリーな利用ができないため、病院と医師５町で協議をし、平成30年度から利用枠を拡大してお

ります。30年度につきましては、何度か補正で対応させていただいたものでございます。31年度につきまし

ては、30年度の実績を踏まえまして、年間60回の増額で要望しております。

最後に、上から４つ目、健康づくり推進事業89万円でございます。こちらは、県の健康増進補助事業の対

象でございます。主な支出は報償費でございます。健診結果相談会で個別指導を実施するための保健師の雇

い上げや各種健康教室でお医者さんを講師として依頼しているものでございます。健診の場面を活用した保

健指導や、健診結果の支給連絡者への家庭訪問、健診結果相談会など、あらゆる機会を通しまして個別相談

を実施しています。また、医師会や東洋大学等関係機関の協力のもとに、生活習慣病の予防教室を大学や公

民館、地区の集会所を会場として実施しております。31年度も身近な地域で継続して取り組むことができる

健康づくり事業を展開していく予定でおります。

以上で健康推進係の説明を終わります。

ありがとうございました。〇小森谷幸雄委員長

説明が終わりました。これより質疑を行います。

質疑ございませんでしょうか。各委員さんから活発なご質疑をお願いいたします。ございませんか。

針ヶ谷委員。
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お願いします。健康高齢係の見積書６ページ、７ページ、福祉タクシー利用補助事業に〇針ヶ谷稔也委員

ついてお尋ねを申し上げます。

事業の説明の中で事業内容ということで、支援対象者についての表記がございます。障害者手帳を所持す

る心身障害者 （２）が70歳以上の高齢者のみの世帯及び母子、父子家庭等の交通弱者 （３）で満年齢70歳、 、

以上の高齢者で運転免許証を自主返納した者と。これに該当する方については、この福祉タクシー利用補助

というか、タクシー券が渡されるのだと思うのですけれども、新聞等でも高齢者の運転免許証の自主返納者

が増えているというようなニュースが流れていますが、板倉町の現状、29年、30年度現在までの実績でわか

る数があれば、教えていただければと思います。

小野寺係長。〇小森谷幸雄委員長

先ほどの福祉タクシー免許返納の件でございますが、免許返納した数につきま〇小野寺昌幸介護高齢係長

しては、こちら資料を持ち合わせてございませんが、自主返納した方でこの自主返納福祉タクシーを申請し

た方につきましては数字がございますので、ただいまからご説明をしたいと思います。

交付した方ですが、32名でございます。

［ これは今年」と言う人あり］「

今年度です。平成30年度２月１日現在になりますが、交付者の方、32名となり〇小野寺昌幸介護高齢係長

。 、 、 。ます さらにさかのぼりますと 29年度につきましては23名 28年度につきましては12名となっております

今年度につきましては、交付者32名のうち２月１日現在で利用した方につきましては10名ということで、利

用者割合が約31.3％ということで、３割ぐらいの方が交付をして、今年度のうちに利用しているという数字

になっております。

以上です。

針ヶ谷委員。〇小森谷幸雄委員長

年々自主返納をすることでタクシー券の利用ができること、情報なんかも入手していた〇針ヶ谷稔也委員

だいて、利用率が、申込者が増えているというのはいい傾向かなと思っております。さらに、これ利用率と

いうのは、何か用があって乗るということですから、近所で住む場合にはタクシーを利用しないし、やはり

病院だとか買い物だとか、何かの用で遠くに行くときに使えればということ、保険的な部分の認識かなと思

うのですが、これ運転免許証を自主返納した年度については、その時点で手続をしていただいて交付という

形になるかと思うのですけれども、その次の年度が変わる。年度がえですね。だから、10月に免許返納をし

たときに10月で手続をした場合に、そのタクシー券の有効期間の間は１年間なら１年間は券のあれになるの

ですか。それとも、年度ごとで切りかわっていくのですか。

小野寺係長。〇小森谷幸雄委員長

こちら自主返納の福祉タクシー券につきましては、２年間の有効期限をとって〇小野寺昌幸介護高齢係長

おります。ですので、年度の切りかえは関係がございませんで、２年間の間であればいつでもご利用できる

という仕組みになっております。

以上です。

針ヶ谷委員。〇小森谷幸雄委員長

そうすると、この２年、有効期間、今手にしているタクシー券の有効期間が切れた時点〇針ヶ谷稔也委員
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でさらに手続を更新しないと、次のタクシー券はもらえないということですか。

小野寺係長。〇小森谷幸雄委員長

こちら、自主返納のタクシー券につきましては、２年間１回限りとなります。〇小野寺昌幸介護高齢係長

、 、 、ただし その方が福祉タクシーのほうにもし該当しているようであれば 福祉タクシーのほうを勧めまして

ご利用を促しております。なお、福祉タクシーにつきましては、要件が該当していれば年度で支給をするこ

とができますので、そういったところで自主返納した方、２年間終わった方のフォローをしているという形

でございます。

以上です。

針ヶ谷委員。〇小森谷幸雄委員長

では、自主返納した人が使っているのは福祉タクシーではないのですか。福祉タクシー〇針ヶ谷稔也委員

は福祉タクシーだけれども、要件が違うという認識でいいのですか。

小野寺係長。〇小森谷幸雄委員長

自主返納者の福祉タクシー券と、交通弱者と言われる方のタクシー券につきま〇小野寺昌幸介護高齢係長

しては、枚数と、あとは利用の期間が異なるということになっております。

針ヶ谷委員。〇小森谷幸雄委員長

済みません。下に書いてあったのを読み忘れました。ありがとうございました。〇針ヶ谷稔也委員

それで、２年間終わって、福祉タクシー、要件がこの次の１番か２番、普通２番だと思うのですね、健康

な方であれば。２番ということは、70歳以上の高齢者のみ世帯であれば、これは福祉タクシーの手続はでき

る。ほかにこれ以外の要件とかというのはあるのですか。

小野寺係長。〇小森谷幸雄委員長

こちらの要件に該当しない場合は、２年間のこの自主返納タクシーで終了とい〇小野寺昌幸介護高齢係長

う形になっております。

針ヶ谷委員。〇小森谷幸雄委員長

ちょうど情報というか、小耳に挟んだのですけれども、70歳以上高齢者のみ世帯、この〇針ヶ谷稔也委員

方が板倉なら板倉に住んでいらっしゃると。若い世帯がニュータウンならニュータウンに出て、同じ町内に

いるけれども、世帯は別であると。そうなると、この70歳以上のみの世帯で生活をしていても、近親者が町

内に住んでいるという条件で福祉タクシーの交付ができなかったというような話を聞いているのですが、そ

ういう事実がありますか。

小野寺係長。〇小森谷幸雄委員長

私の聞いている限りは、そういった事実はございません。板倉町に関してとい〇小野寺昌幸介護高齢係長

。 、 、 、 。うことになりますが この事業 各市 町の単独事業でございますので 要件等さまざま異なると思います

当町につきましては、例えば同一敷地内に車を運転できる方がいる場合には却下とはなりますが、先ほど委

員さんがおっしゃられた町内ということであれば、要件に該当すれば対象になります。

針ヶ谷委員。〇小森谷幸雄委員長

その辺の事実確認を今日させていただきたかったのですけれども、私のところに入った〇針ヶ谷稔也委員

情報ですと、同じ町内にお子さんなりが住んでいらっしゃるという条件で交付できませんよという手続を、
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そのお父さんですね、お父さん、お母さんの世代が行ったときに、そういう条件を出されたのだということ

で問い合わせが来ている案件があるのです。ですから、その交付窓口については、その辺の徹底をしていた

だかないと、間違った方向というか、認識。先ほど係長がおっしゃったように、同一土地内でお宅を分けて

別居状態であれば、やはり車はその近くにあるわけですから、何かのときに利便性というか、送り迎えはで

きると思うのですけれども、やはり同じ町内であっても北と南に分かれていたりとか、東西で分かれてある

程度の距離があるとなると、なかなかそういうわけにもいかないということであれば、やはりこの福祉タク

シーの利用条件に入ってくるのだろうと私も思うのです。ですから、その辺の窓口の係の人の認識不足なの

、 、 、かどうだかわかりませんけれども そういう案件もあるようですので その辺の事実確認をしていただいて

先ほどの係長のおっしゃるとおり、70歳以上の単独世帯であれば発行できますよ、交付できますよというこ

とを徹底していただければありがたいなと思うのですが、よろしくお願いします。

よろしいですか、お答えは。何かコメントございます。〇小森谷幸雄委員長

小野寺係長。

タクシー券につきましては、こちら申請が上がりますと、世帯状況等またはこ〇小野寺昌幸介護高齢係長

ういった要件等を確認させていただきますので、担当及び係員全員で情報を共有いたしまして、交通弱者の

問題、全国的に盛んになっておりますので、こういった方の一助になればということで努力していきたいと

思います。

針ヶ谷委員。〇小森谷幸雄委員長

、 、〇針ヶ谷稔也委員 よろしくお願いしたいと思いますが やはり問い合わせで電話等での窓口対応というか

。 、 、電話対応なんかもあると思うのです やはりそこでちょっと口が 内容がちょっと把握できなかったりとか

いらっしゃいますかと聞かれたことによって、どうのこうのとなるようなこともありますので、その書類が

上がってきて審査するというのはわかるのですけれども、その問い合わせ、特に高齢者の方が直接問い合わ

せされるときに、内容をきちんと丁寧な対応で把握していただけるような対応も重ねてお願いできればと思

いますので、よろしくお願いします。

よろしくお願いいたします。〇小森谷幸雄委員長

ほかにございますか。

延山委員。

介護高齢係でお願いをしたいと思います。〇延山宗一委員

、 、 、 。ページが12ページ 緊急通報装置の関係なのですけれども これについては65歳 ここに書いてあるのが

ひとり暮らしの高齢者もしくは家族と同居している、そして日中、夜間、家族が留守になる65歳ということ

です。そうすると、この詳細についてなのですけれども、保守点検ということで１万円が79件ということで

計上されています。今年度非常に大幅な予算計上ということになるのですけれども、この書類ですと、見積

書ですと、緊急通報装置使用料ということで99台とあるわけなのですけれども、現在この台数を使用してい

るのは、まず何人ぐらい利用されていますか。

小野寺係長。〇小森谷幸雄委員長

平成30年度３月１日時点で設置してある方、95人、95台となっております。〇小野寺昌幸介護高齢係長

延山委員。〇小森谷幸雄委員長
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95台、この説明だと非常に高齢者ひとり暮らしだけではなくて、例えば日中、夜間１人に〇延山宗一委員

なると当然貸与するということになるのですけれども、非常にペンダント型ということで、かなり簡単に使

用できる。例えば大幅な装置をつけて消防へ緊急通報が行くというものではないものですから、意外に利用

しやすい、今回のこの緊急装置とは思うのですけれども、意外に少ないなという気がしているのですけれど

も、やはりそういう問題で、何か借りるに関して抵抗があるから借りないとか、そんなの置いておくとちょ

っと格好悪いよというのがあるのですか。

小野寺係長。〇小森谷幸雄委員長

具体的な原因、少ない原因というのは、こちらでも詳細には把握はしておりま〇小野寺昌幸介護高齢係長

せんが、現在携帯電話をお持ちの高齢者が増えてきました。短縮ダイヤル等でご親族さんでしたり、関係者

につながるというところもあり、そういったところも踏まえまして、緊急通報装置という装置はあるけれど

、 。も 携帯電話があるから装置は要らないかなといった事例があったということだけお伝えしたいと思います

以上です。

延山委員。〇小森谷幸雄委員長

そうすると、携帯が非常に普及しているという一つの原因もあるのかなと思うのですけれ〇延山宗一委員

ども でも家族がいる方はなかなかそれでも借りるという人は少ないかなと思うのですけれども 今現在95台、 、

というのはひとり暮らしの人が大半なのですか。それとも、家族、健康な方がいるにもかかわらず利用して

いる人ということでもよろしいのですか。

小野寺係長。〇小森谷幸雄委員長

具体的な数字につきましては、済みません。手元にございませんが、おおむね〇小野寺昌幸介護高齢係長

ひとり暮らしの方でございます。家族の方、家族がいらっしゃる方につきましても、日中独居の方が多いの

ですが、この装置自体、まずは医療機関等に受診して、心身ともに不安がある方という一つの定義がござい

ます。ですので、至って健康な方に関しましては、こちらでちょっとお話をさせていただきまして、ご遠慮

いただいたというケースもございます。

以上です。

延山委員。〇小森谷幸雄委員長

そうすると、医師の診断に基づいての対応になるわけ。ただ申請だけではなくて。〇延山宗一委員

小野寺係長。〇小森谷幸雄委員長

こちらは、特にお医者さんの診断書は必要はございません。ただ、申請書にど〇小野寺昌幸介護高齢係長

ういったことの体の不安があるか、あとは生活上の不安があるかというご記入をしていただきます。また、

病気ですとか、あとは血液型、あとはどこの医療機関にかかっているというのをこちら提出していただきま

して、それを消防本部のほうに登録するという形にはなっております。ですので、特に診断書まではこちら

求めておりません。

延山委員。〇小森谷幸雄委員長

では、借りるのにあくまでも個人的な負担というのはないのですね。〇延山宗一委員

小野寺係長。〇小森谷幸雄委員長

こちらにつきましては、負担金につきましてはございません。〇小野寺昌幸介護高齢係長
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延山委員。〇小森谷幸雄委員長

負担がなければ、意外に借りる人も借りやすいのかなという気がするのですけれども、今〇延山宗一委員

の状況で100台を切っているということで、予算もしっかりとられた中で、準備はできているということで

はよろしいかなと思うのですけれども、だんだん、だんだん、年々この数、ひとり暮らし、あと老老介護的

な家庭が増えてくるというようなことになってくると、どうしても必要になってくるのかなと。若い人が同

居しているのであれば、その方が夜は帰ってくるとか、昼間にいるとかいないとか、その家庭によってそれ

ぞれの問題があるかなとは思うのですけれども、やはり問題はひとり暮らし、また老老の人というのはやは

り頼るところはこういうところかなと思うのですけれども、比較的ペンダント型で使用しやすいものですか

ら、特にそういう家族なり家庭についてはＰＲしながら、ぜひ利用してくれということもまた勧めることも

一つかなと思いますけれども。よろしくお願いしたいと思います。

小野寺係長。〇小森谷幸雄委員長

こちら緊急通報装置につきましては、申請時に民生委員さんに署名、押印を求〇小野寺昌幸介護高齢係長

めております。ですので、実際にご本人さん、ご家族さんから申請というよりは、民生委員さんからひとり

暮らしもしくは２人暮らしでこの人大変だなという方について、こちらにご相談があり、その中で申請をし

ていただくという形になっております。ですので、当係といたしましても民生委員さんにも十分に周知はし

ておるところでございますが、ひとり暮らしの訪問等でこの人はちょっと夜間、日中も含めて危険だなとい

う場合には、こちらからも勧めていきたいと思います。

以上です。

ほかにございますでしょうか。〇小森谷幸雄委員長

本間委員。

介護高齢係の16ページの介護慰労金支給事業です。このことについてお聞きしますけれど〇本間 清委員

も、この介護慰労金、少し前までは10万円だったと思いますけれども、今村委員によりまして提言がありま

して、10万円が２万円プラスで12万円となったと私記憶しておりますけれども、介護をしています家族にと

りましては大変喜ばれる制度かなと思います。

この支給を受けている方は32名とありますけれども、一般的にはもちろん家族の方がお世話していると思

いますけれども、介護を受けている方は年配の方というふうに推測できますけれども、家族といいましても

今は老老介護といいましょうか、配偶者が介護をしているというのが多いかと思いますけれども、この辺の

現状というのは今はどのようなことになっているのでしょうか。一昔前でしたら、お嫁さんがお世話してい

るというのが多かったと思いますけれども、現状というのはどうなのでしょうか。

小野寺係長。〇小森谷幸雄委員長

こちら介護慰労金支給事業につきましては、在宅の介護をしている家族の方に〇小野寺昌幸介護高齢係長

支給するという制度でございます。委員さんおっしゃっていただいたとおり、平成28年度から12万円という

ことで増額をさせていただき、今年度３年目となっております。今年度につきましては、30名の方に交付決

定をいたしました。そういった中で、家族介護の現状でございますけれども、この申請をして、決定をされ

た方で介護のサービスを使っていないという方はいらっしゃいませんでした。ですので、何らかの介護のサ

ービスをご利用されて、介護慰労金に該当しているのかなというところでございます。家族の誰が世話をし
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て、どういった状況なのかというのは、ちょっと詳細は不明でございますが、介護されている方につきまし

てはデイサービス等、介護のサービスを使いながら、ご本人さんの生活の支援をしているというのが現状で

ございます。

以上です。

本間委員。〇小森谷幸雄委員長

そうしますと、やはり365日自宅でお世話しているということではなくて、デイサービス〇本間 清委員

なりショートステイを使っているということですね。

小野寺係長。〇小森谷幸雄委員長

この介護慰労金、該当要件につきましては、先ほどおっしゃっていただきまし〇小野寺昌幸介護高齢係長

た短期入所、お泊まりですね、こちらを使っている方も該当になります。また、入院している方も該当にな

ります。ただし、100日を超えないというのが原則になります。ですので、大体３分の１弱ぐらいは在宅に

いらっしゃる。在宅にいらっしゃるというのは、デイサービスを使っている訪問介護、ヘルパーさんを使っ

ているというのも該当してきますが、おうちに全くいないということが100日を超えない程度というのが一

つの要件となっております。

本間委員。〇小森谷幸雄委員長

それと、あとヘルパーさんを使いまして、家の掃除とか食事のお世話、また入浴関係とい〇本間 清委員

うのは、訪問入浴というのはかなりお使いになっている家庭が多いのでしょうか。

小野寺係長。〇小森谷幸雄委員長

サービスの内容でございますが、今年度になりますが、訪問入浴、訪問介護等〇小野寺昌幸介護高齢係長

につきましては、介護保険の中では各種サービスの中でどれぐらい利用が見込まれるかという介護保険計画

というのを立てております。こういった中で、訪問入浴につきましては計画値より上回ると予想はされてい

ます。ただし、事業者は町内で１カ所、社会福祉協議会さんしかありませんので、社会福祉協議会さんがフ

ル稼働しているというところになっているかなと思います。

また、訪問介護につきましても、計画値よりやや上回ると見込まれておりますので、こういった中重度の

方の生活支援の中で、この訪問介護、訪問入浴が占めている割合は大きいのではないかなとは思っておりま

す。

以上です。

本間委員。〇小森谷幸雄委員長

ちょっと具体的に言いにくいと思いますけれども、答えにくいと思いますけれども、こう〇本間 清委員

いった介護をしている方というのはやはり何を望むことが多いのでしょう。例えば大変疲れますので、１日

自由に過ごしたりとか、ちょっとした食事に出かけたりとか、どのような希望を持っている方が多いことで

しょうか。

小野寺係長。〇小森谷幸雄委員長

、 。〇小野寺昌幸介護高齢係長 介護保険の計画を立てるに当たって ニーズ調査というものを行っております

そういった中で、これ全国的にもなのですけれども、まず介護されている方につきましては、やはりご自宅

で生活したいという方が７割程度、７割以上いらっしゃいます。そういった中で、そこまでは及ばないので
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すけれども、在宅で介護したいよという方も半数は超えております。そういったところで、介護者と被介護

者のニーズがマッチングしているところでございますが、介護のサービスを使わずにはご本人さんの生活支

、 、 、援をすることができないと思っておりますので その介護のサービス うまく使えるようにというところが

ご家族さんが望んでいるところかなと思います。

また、サービスを利用するに当たっても、在宅サービス、施設サービス等ございますが、どうしても限界

になったときは施設サービスもあるのだよということで、ケアマネジャーさんも周知はしているところでご

ざいますが、なるべくだったら在宅で最期まで面倒見たいというところがご家族さん、思われているところ

ではないかなとは思われます。

以上です。

ほかにございますでしょうか。〇小森谷幸雄委員長

亀井委員。

お願いします。〇亀井伝吉委員

介護高齢係のさっきの福祉タクシーの件なのですが、券ではなくて、福祉タクシーは事業者がやっている

と思うのですけれども、ちょっと的が外れているのかもしれないのですけれども、事業者に何か行政のほう

で支援といいますか、そういう制度というのですか、あるのですか。

小野寺係長。〇小森谷幸雄委員長

福祉タクシーの会社に行政から福祉タクシー券以外で便宜を図っている等、そ〇小野寺昌幸介護高齢係長

ういったことはございません。

以上です。

亀井委員。〇小森谷幸雄委員長

ちょっとタクシーを利用されている方が、回数がかなり多くなると思うのですけれども、〇亀井伝吉委員

ちょっと高いので、何とか何か援助というか、タクシー券を使っていないのかなと思うのですけれども、そ

ういうちょっとお話を聞いたものですから、できればタクシー券を使ってもらうような方向でということで

すね。

小野寺係長。〇小森谷幸雄委員長

私たち係がひとり暮らし高齢者等訪問事業でしたり、民生委員さんの定例会に〇小野寺昌幸介護高齢係長

定期的に出席したり、あとは社会福祉協議会さんのほうといろいろ情報交換しまして、足で困っている方と

いう情報も得ております。そういった方につきましては、福祉タクシーのほうをご説明させていただきまし

て、該当するようであればぜひご利用していただきたいということで促しております。

以上です。

亀井委員。〇小森谷幸雄委員長

それと、そのタクシーなのですが、福祉タクシーだけではなくて、できれば新庁舎ができ〇亀井伝吉委員

たので、館林のほうに拠点があるわけですけれども、そのタクシーを１台、新庁舎のほうに待機させて、ほ

、 。かの方のニーズもあると思いますので そういう取り組みをできないのかという声もあったのですけれども

難しいと思いますけれども。

小野寺係長。〇小森谷幸雄委員長
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この場では回答はできませんが、福祉タクシー券をご利用されている方、また〇小野寺昌幸介護高齢係長

足に困っている方がいらっしゃいますので、そういった方が役場に乗りつけるというところもちょっと確認

をさせていただきまして、提案という形ではさせていただきます。この場ではちょっと正確な回答はご遠慮

いただければと思います。

以上です。

亀井委員。〇小森谷幸雄委員長

一般質問でも言ったのですけれども、やはり町内を西、東のバスはあるのですけれども、〇亀井伝吉委員

路線バスはあるのですけれども、南、北がないので、役場なり、医院に行くのがちょっと不便だという方が

おりますので、その辺もこれから考慮していただきたいと思うのですけれども。要望です。

ほかにございますか。〇小森谷幸雄委員長

荒井委員。

介護保険のほうですけれども、予算書のほうから、予算書のほうがわかりやすいので。〇荒井英世委員

55ページ、介護保険特別会計の55ページ、一番上に認知症総合支援事業とあります。印刷製本から認知症

初期集中支援チーム委託料とありますけれども、まずこの印刷製本費というのは５万円ですけれども、これ

はどういったものなのでしょうか。

小野寺係長。〇小森谷幸雄委員長

こちら、印刷製本費につきましては、認知症のガイドブックを想定しておりま〇小野寺昌幸介護高齢係長

して、こちらの印刷製本費で計上しております。

荒井委員。〇小森谷幸雄委員長

それから、前の事務調査のときに、総合支援事業の中でオレンジカフェと出てきたのです〇荒井英世委員

けれども、現在りんどうと福祉センターでしたか、２カ所です。これは現時点で２カ所で、これからやはり

拡大していく予定なのでしょうか。

小野寺係長。〇小森谷幸雄委員長

りんどうにつきましては平成29年度から、オレンジカフェ社協さんということ〇小野寺昌幸介護高齢係長

で福祉センターで行っていますが、こちら今年度の12月からオープンをしております。いずれも月１回の開

催でございますが、まずは２カ所、立ち上がったということで、まずはこの２つの事業者が独自の取り組み

をしていけるようにこちらも支援していきたいとは思っております。ただ、その中であるグループホームさ

んが場所を使ってこういった認知症カフェをやってもいいかなというお声は１カ所聞こえておりますので、

またニーズを探りながら、３カ所目立ち上げるか否かというのは検討していきたいと思っています。

以上です。

荒井委員。〇小森谷幸雄委員長

私も見に行けばいいのでしょうけれども、実際どういう形でやっているのですか。例えば〇荒井英世委員

りんどうでも結構なのですけれども。

小野寺係長。〇小森谷幸雄委員長

まず、りんどうカフェにつきましては、グループホームりんどうにございます〇小野寺昌幸介護高齢係長

喫茶スペース、こちらを使いましてカフェを行っております。このカフェですが、ケアマネジャー、りんど
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うですとミモザ荘のケアマネジャーさんと、包括支援センターの職員１名が常駐いたしまして、来た方に対

しましてもし認知症、もしくは介護の相談がある場合には承っております。また、集まっていただいて、特

に相談もない方につきましては、そこに集まってもらって、交流の場として使っていただいております。た

だ、最近やはり交流だけでは、せっかく来ていただいても何も得るものがないのではもったいないなという

こともございまして、いわゆる脳トレ、読み書き計算の教材、こちらをつくっていただいている町内の方が

いらっしゃいます。この方に無償提供いただきまして、カフェに来た方につきましてこの読み書き計算をや

ってから皆さんでおしゃべりするという内容になっております。また、過去には、ミモザ荘の職員さんで体

操している方がいらっしゃいますので、ヨガのインストラクターですか。こちらのヨガのインストラクター

の職員さんを呼びまして、皆さんでヨガをやったという経験もございます。

続きまして、オレンジカフェ社協さんにつきましてなのですけれども、こちら12月に始まったばかりで、

まだ３回になりますが、こちらも先ほど申しました脳トレの教材を前回、２月14日の日に行わせていただき

ました。

以上です。

荒井委員。〇小森谷幸雄委員長

脳トレとか、そういった体操ですか、そういった部分でしたら、例えば各地区の集会所で〇荒井英世委員

もいろいろできますね。ですから、その辺も視野に入れて、できるだけお願いします。

ほかにございますか。〇小森谷幸雄委員長

島田委員。

お世話になります。保険医療係に見積書の８ページ、福祉医療費支給事業の中の16歳から〇島田麻紀委員

、 、 、18歳 高校生世代の入院費無料扶助費 これはたしか平成29年度からだったような気がするのですけれども

この実績というか、入院された方が何人ぐらいいたか、教えてください。平成29年度、30年度わかれば教え

てください。

小野田係長。〇小森谷幸雄委員長

、 、〇小野田裕之保険医療係長 福祉医療の高校生世代につきましては 今島田委員さんがおっしゃったとおり

29年度からということで始めております。

それで、29年度に関しましては、人数がお一人です。この方、骨折をされたということです。入院費のほ

、 。 、 、うですけれども 入院費のほうが11万2,530円ということでかかっております それと 30年度なのですが

今年度につきましては３人の方がいらっしゃいます。まず、10月にこの方は４日の入院をされて、腎臓の検

査をされているということで、尿の検査ということなのです。この方、６万5,180円ということで申請がご

ざいました。11月ですが、この方が細菌性感染症という方で、６日間の入院ということです。こちら５万

5,758円ということの申請です。一番直近で１月に申請があったのですが、この方は熱中症ということで、

１日の入院だけなのですが、３万890円ということの申請ということです、が今までの実績でございます。

島田委員。〇小森谷幸雄委員長

骨折等も学校での骨折の場合は学校での保険を適用するとか、あと学校までの行き帰りの〇島田麻紀委員

間にももし骨折等あった場合は、そういったときも学校の保険を使うというようになるのですか。この範囲

がちょっとよくわからないのですけれども。
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小野田係長。〇小森谷幸雄委員長

先ほど島田委員がおっしゃるとおり、学校の通学と、あと学校内の行事という〇小野田裕之保険医療係長

のですか、活動の中でのけがにつきましては学校のほうの保険のほうで対応していただいているというふう

な、そういうことになります。

島田委員。〇小森谷幸雄委員長

学校関係ではなくて、プライベートでもし自転車等で出かけての骨折等という場合は、そ〇島田麻紀委員

ういった場合はどうになります。

小野田係長。〇小森谷幸雄委員長

その場合は、学校の保険でなくて、普通の国民健康保険であれば、その保険を〇小野田裕之保険医療係長

使っていただいて、福祉医療が使える部分については福祉医療を申請を高校生世代の場合はしていただくよ

うな、そんな形になるかと思います。

島田委員。〇小森谷幸雄委員長

骨折ではなくて、入院とかした場合も、この入院費が使えるということの認識でいいです〇島田麻紀委員

か。福祉医療のほうだけということになるのですか。

小野田係長。〇小森谷幸雄委員長

入院をされたときの医療費と食事代につきましては、そこは福祉医療のほうで〇小野田裕之保険医療係長

カバーをさせていただくというふうな、そういうふうな制度でございます。

島田委員。〇小森谷幸雄委員長

私、主に病気関係の入院だけかなと思っていて、なので骨折等で入院した場合は、そうい〇島田麻紀委員

った自転車等だったら自転車の保険を使ったり、学校は学校でというふうに思っていたので、不慮の事故等

々でも事故はまた別のあれになるのですか、保険適用になってあれなのですか。

小野田係長。〇小森谷幸雄委員長

例えば事故を起こした場合は、事故の加害者の方が入っている保険があると思〇小野田裕之保険医療係長

いますが、そちらのほうで医療費を保障していただくのですけれども、実際はすぐに現場では病院に行った

りとかしなくてはいけないことがあるかと思いますので、とりあえずは持っている保険と、後は福祉医療を

持っている方と福祉医療を出して、それで医療費が直接保険会社、例えば国民健康保険であれば国民健康保

険の連合会のほうから請求が来て、福祉のほうもこれだけ来ましたよというふうなことで請求が来てしまう

のですけれども、後で事故があったということで事故の証明というか、申請を出していただいて、それで第

三者行為というふうなことで１度、町のほうで給付をしたけれども、そちらのほうの加害者の方の原因があ

りますので、そちらの保険を町のほうに戻してくださいというふうな形をとっているというのが現状です。

島田委員。〇小森谷幸雄委員長

、 、 。〇島田麻紀委員 他県で入院した場合なんかも やはり１度立てかえて 後で支給という形でいいのですか

小野田係長。〇小森谷幸雄委員長

県外で病院に行かれた方は償還払いということで、委員さんがおっしゃるとお〇小野田裕之保険医療係長

り、後で町のほうに来ていただいて、申請をしていただいています。

ほかにございますか。〇小森谷幸雄委員長
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市川委員。

よろしくお願いいたします。〇市川初江委員

介護保険特別会計のほうの見積書の10ページでございます。その中の配食見守りサービス事業とございま

すけれども、これは長年みずほ会がやっていると思うのですけれども、それに間違いないですか。

小野寺係長。〇小森谷幸雄委員長

委員さんのおっしゃるとおりでございます。〇小野寺昌幸介護高齢係長

市川委員。〇小森谷幸雄委員長

昔というか、何年か前は、一番大きな団体ですばらしい活動をなさっていたかなと思うの〇市川初江委員

です。手づくりで個人的に配っていて、いただくほうも手づくりなものですからすごく喜んで、おいしくい

、 。ただいていたということを私も認識しているのですけれども 何年か前から今度お弁当になってしまったと

味気ないと。そういうことを私も再三ちょっと何度か言ってきたと思うのですけれども。では、やめる、半

、 。 、 、分以下になってしまったと思うのです 会員が それはなぜかというと では私たちはもう要らないのねと

お弁当をつくらなくていいのねと、お弁当配るだけでは誰でもいいではないと、そんな感じでやめていった

方がたくさんいるということをみずほ会の方に何人かに聞いているのですけれども、これちょっと見直せた

ら見直したほうが私はいいのかなと思うのです。

うちの地域は飯野という地域なのですけれども、お弁当を配っている方が、お弁当を持っていったらベッ

ドで落ちて亡くなっていたと、そういう事件もありました。ですので、これは本当に見守りも兼ねておりま

すので、大変大事なお役目かなと思うのです。そして、大分減ってしまったので、地域によってはこのみず

ほ会のボランティアの役員がいらっしゃらないところもあると。そういうことで、ちょっと困っているとい

。 、 。うお話もちょっと伺っております やはりバランスよく地域にいて ２人組ぐらいで配れるとベストかなと

それで、また受け取るほうもやはり待っているわけです、月に１回の。もう少し私、２回か３回ぐらいでき

たらいいのかなとあのときも思っていたのですけれども、やはり見守りを兼ねているということは、そこら

辺ももうちょっと見直して、みずほ会の会員の皆様と話し合いをしながら立て直していくということはお考

えになっているでしょうか、どうでしょうか。

小野寺係長。〇小森谷幸雄委員長

委員さんおっしゃるとおり、一時期みずほ会さん、100名を超える方がいらっ〇小野寺昌幸介護高齢係長

しゃったと思うのですが、今約半分ということでなっております。現在対象者の方も60名前後が対象になっ

ておりまして、徐々にこちらも減っている状況ではございます。こちら、配食見守りサービス事業につきま

しては町からも補助をしておりますが、補助の目的の一つといたしまして、見守りをしていただき、その中

、 、 、でお話をしていただいて 異変があった場合には当町の地域包括支援センターのほうに連絡して 早期発見

早期対応するというのが、補助金の一つの目的になっております。そういった中で、みずほ会さんの会員さ

んも少なくなる。対象者の方も少なくなるということですと、本来の趣旨から少しずつ離れているのかなと

いうところもございます。

、 、 。これまでみずほ会さんでしたり 事務局さん 社協の事務局さんとお話し合いもしたことがございました

ただ、みずほ会さんも月１回とはいえ、なかなか足が遠のいてしまうという話がありましたり、ぜひまた手

づくりでやりたいのだという方もいらっしゃいましたり、その辺は千差万別でございます。量だけでなく、
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質というのも兼ね備えなければいけないかなというところで、まずは社協さんと、みずほ会さんとお話し合

いをする機会を持てればよろしいかなと、そこからがスタートかなと思っております。

以上です。

市川委員。〇小森谷幸雄委員長

ぜひそうしていただいて、しっかりと見守りができるということが大切なことかなと思い〇市川初江委員

ますので、よろしくお願いしたいと思います。

もう一点聞いてもいいでしょうか。

いや、一巡してからにしてください。〇小森谷幸雄委員長

ほかにございますか。

［ なし」と言う人あり］「

では、よろしいですよ。はい、どうぞ。〇小森谷幸雄委員長

では、申しわけございません。見積書の……〇市川初江委員

まず、係を。〇小森谷幸雄委員長

係は、介護高齢係です。済みません。12ページです。〇市川初江委員

、 、 、先ほど大分前に延山委員がご質問したのですけれども 緊急装置の件なのですけれども これ99台あって

95台使用していると。この中で、何人ぐらい、この装置を使って命が助かった人が何人かいらっしゃるでし

ょうか。

小野寺係長。〇小森谷幸雄委員長

具体的に何名という人数は持ち合わせておりませんが、毎年度、年度末までの〇小野寺昌幸介護高齢係長

集計を４月にこの緊急通報装置の業者さんから報告をいただきまして、例年20件前後の通報実績がございま

す。そんな中で、救急が出動した件数と、あとはその場で安否確認で終わりという件数がございます。です

ので、具体的に命が助かったのは何件というのはちょっとわからないところなのですが、例年20件程度の通

報があるということだけご報告させていただきます。

市川委員。〇小森谷幸雄委員長

板倉町には、ひとり暮らしの方がこの装置をお借りできるということですね、民生委員を〇市川初江委員

通してというお話でしたけれども、何人ぐらいいて、95人の方が使っていらっしゃるのでしょうか。95人よ

りももっとたくさんいるわけでしょう。

小野寺係長。〇小森谷幸雄委員長

この緊急通報装置ですが、ひとり暮らしまたは高齢者のみ世帯、さらには日中〇小野寺昌幸介護高齢係長

独居の世帯となっておりますので、純粋にひとり暮らしだけということではございませんが、これ参考値な

のですけれども、ひとり暮らし高齢者の基礎調査というのがございます。これ６月１日時点の70歳以上のひ

とり暮らしの方を調査するもので、全県で行っているものでございますが、こちらにつきましては平成30年

度は271人、271世帯ということで実績が上がっております。この中で、ではどれだけの方が装置を使ってい

るかというのは、ちょっと今数字は持ち合わせていないのですけれども、先ほどご回答させていただきまし

たとおり、この装置につきましてはおおむねひとり暮らしの方がご利用されている方が多いという現状でご

ざいます。
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以上です。

市川委員。〇小森谷幸雄委員長

では、大分たくさんいて、半分以下ですね、使っている方は。でも、民生委員さんがひと〇市川初江委員

、 、 、り暮らしのところは各地域でお伺いして その方の様子を見て お勧めしているのだと思うのですけれども

やはりそこの民生委員さんにやはり町当局のほうからは、こんな状態でしたら持っていただくようにとか、

そういう指導もあるのですか。

小野寺係長。〇小森谷幸雄委員長

基本的には、民生委員さんからご相談を承ることがほとんどでございます。ま〇小野寺昌幸介護高齢係長

、 、 、 、た 例えばなのですけれども 介護の相談にいらっしゃった方で こちらで世帯状況等を判断いたしまして

利用したほうがいいのではないのかなという方につきましてはお話をすることもございます。

市川委員。〇小森谷幸雄委員長

ひとり暮らしですので、本当に持っていても使えない場合も結構多いと思うのです。私も〇市川初江委員

ちょっと知人の人が持っていたのですけれども、結果的には使えないで、ベッドのところで亡くなっていた

と、現実私も見たものですから、やはり町でいろんな対応してくださっても、なかなか本当に100％役に立

つということは難しいのだなと私も感じました。でも、大切なことですので、また一層の力を入れて、命を

守っていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。

ほかにございますか。〇小森谷幸雄委員長

針ヶ谷委員。

お願いします。〇針ヶ谷稔也委員

健康推進係の見積書23ページ、お願いします。感染症対策事業ということで、事業説明の中で感染症対策

として経済危機対策交付金で用意した感染防止資機材として云々とありますけれども、これ経済危機対策交

付金が出たのはいつで、防護服についてもゴム劣化等があるということですから、そこから年数がたってい

るのかなと思うのですけれども、交付金支給でこれを購入してから現在まで何年ぐらいたっているのか、教

えていただけますか。

山岸係長。〇小森谷幸雄委員長

経済危機対策交付金というのは、一番初めのころ、平成22年ごろだったと思いま〇山岸章子健康推進係長

す。

針ヶ谷委員。〇小森谷幸雄委員長

ということは、８年ぐらいたっているのかなということで、これは内容的に、これで買〇針ヶ谷稔也委員

った対策用品を22年から今までの間で使用した経緯というのはありますか。

山岸係長。〇小森谷幸雄委員長

防護服などは、ゴムですとかが劣化するということで、５年ごとに買い替えをし〇山岸章子健康推進係長

ております。防護服につきましては、保健所等で感染症対策の研修会、防護服着脱訓練というものがござい

ます。そちらのほうで研修会に参加しているのですけれども、そのときに利用したり、あと私たちも実際に

保健センターの職員はその際は外には出ないのですけれども、実際に外に出る方への指導する立場にあると

いうことにありますので、防護服を入れかえをする際には直接捨ててしまうということではなくて、着脱方
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法の確認をしていくことと、あとは農政とか福祉課とかなのですけれども、ちょっと訪問に行くので、ちょ

っと頑丈なマスクですとか、あとは汚れても構わないようにちょっと防護服を貸してくれないかとか、あと

足袋、セットがあるのですけれども、靴の上からかぶせる長靴のような足袋があるのですけれども、そちら

をお貸しするなどしながら対応しています。

針ヶ谷委員。〇小森谷幸雄委員長

最近ですと豚コレラの検疫なんかで着ている、ああいったつなぎ型の防護服という認識〇針ヶ谷稔也委員

でよろしいですか。そういう病症が出たときには、そこに検査に入る人たちはああいう格好をするので、使

うときにはこういう備品の中から使っていただくということで。あと、保険的には、現状でなかなかサリン

でもまかれない限りは、こういったものを着て何かに対応するというのは今のところないのかなと思うので

すが、今の説明ですと、防護服関係もきちっと閉まらないといろんなところから菌の侵入が懸念されるとい

うことで、ゴムなんかの劣化があると着用しにくいということもあるので、５年に１度、交換したほうがい

い。交換するものについては着脱訓練なんかに利用しながらやっているのだということで。ということは、

ここ書いてある、24ページに書いてあるものについては、大体入れかえなのですか。プラスアルファと考え

るのか、先ほどの説明ですと、防護服については10セット入れかえということになるのですが、あとはプラ

スアルファですか。予算をつけて補充しておくという考え方なのでしょうか。だから、余り具体的にこれを

買ったからどうするのだと言われてしまうと、使い道というのがないようにも見えるし、何かあったときに

はなければ困るだろうという代物なので、ちょっと質問の仕方も難しいのですけれども、最低限これぐらい

はあったほうが緊急時に対応できるというような認識でよろしいのでしょうか。

山岸係長。〇小森谷幸雄委員長

まず、新型インフルエンザ対策ということで、この流行規模の想定というものが〇山岸章子健康推進係長

ございまして、実際には起こったら大変なことなのですけれども、人口の25％が感染します。そして、流行

が１週間程度続きますよという想定があります。その際に、職員は５％くらい減少するのではないかという

ことで、現在今職員が200人おりますので、うち５％減なので、150人ぐらいですか、が業務を行うことにな

るかなということで、防護服ですとか、あとは保健所のほうで指導を受けているのですけれども、外に出て

いく職員だけではなく、窓口の職員、窓口対応の職員もおりますので、窓口対応の職員は今年購入したので

すけれども、ガウンという使い捨てのビニールのガウンがあるのですけれども、そういうガウンでいいので

はないかというふうに言われましたので、今年度200ほど購入していまして、防護服のほかにガウンに充て

たりしています。マスクは、マスクもゴムが劣化してしまうということで入れかえをしているのですけれど

も、マスクと手指消毒剤については期限が３年ということですので、各小学校、中学校、保育園、幼稚園に

子供用のマスクと大人用のマスクを購入していますので、あわせて購入する際に、入れかえのときにちょっ

とお配りして、ご利用くださいということで使っていただいています。あとは、庁舎内にも少し、庁舎内で

すとか公民館ですとか、そのあたりに公共施設のほうには置くようにしております。

針ヶ谷委員。〇小森谷幸雄委員長

ありがとうございます。〇針ヶ谷稔也委員

平成22年度経済危機対策交付金で購入したからということではなくて、やはり毎年これぐらいの備品をそ

ろえておかないと緊急時に対応できないというような認識をさせていただいてよろしいのかなと思います。
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先ほど係長説明のように、入れかえの際にはほかに使えるような部分については再利用等考えていただいて

いるようですので、この先もまたよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。

青木委員。〇小森谷幸雄委員長

予算書の119ページ、後期高齢者医療費という部分について。一般予算書119ページ。〇青木秀夫委員

この後期高齢者医療事業についてちょっと教えてもらいたいのですけれども、この後期高齢者の医療費の

負担金というのが、これ１億3,400万円載っています。これ県で一本化されていて、県からの広域連合の負

担金だと思うのですけれども、この負担金の負担する割合というのは、算出根拠はどうになっているのです

か。板倉の後期高齢者の加入者の人数とか、それから板倉の高齢者の医療費のトータルの額とか、そういっ

たものが根拠になって、この負担金が来ているのですか。そのほかには、後期高齢者からいろんな保険料と

か、いろんな事務経費の負担金も行っているね、これ。後期高齢者から流れて、板倉町の公共施設特別会計

から保険料とか、あるいは事務費とか行っているほかに、これは一般会計から直接県の広域連合の後期高齢

者保険のほうに行っている負担金なのでしょう。この根拠というのは、算出根拠。大体参考までに、県の後

期高齢者医療保険というのは予算規模はどれぐらいになるの。2,000億円ぐらいの規模なのか。もっといっ

ている。後期高齢者、県一本になっているのですから。

小野寺課長。〇小森谷幸雄委員長

まず初めに、この負担金の考え方なのですが、こちらは板倉町が使うであろう〇小野寺雅明健康介護課長

という31年度の後期高齢者の給付費が、広域連合が算出していますのが16億1,600万円ぐらいなのですが、

その法定分としまして、その12分の１が町の負担金ということになっておりまして、12分の１でそれを割っ

たものが１億3,400万円と 給付費の12分の１ということです 8.33％が町の負担となっています 8.3333で。 。 。

すけれども、12分の１です。

あともう一つなのですが、後期高齢者医療制度の財政の概要ということで、平成29年度の予算案のベース

になるのですが、医療給付費の総額が15.4兆円という、群馬県……

［ 15兆までいかないでしょう」と言う人あり］「

済みません。これはそうですね、全体です。群馬県のは、ちょっと待ってくだ〇小野寺雅明健康介護課長

さい。県全体のはちょっと持ち合わせていないので、後でまたお知らせをしたいと思います。

青木委員。〇小森谷幸雄委員長

要するに、県の一本化された後期高齢者医療保険の医療費から割り出して、板倉の後期高〇青木秀夫委員

齢者に加入している人の医療給付費は、さっき予想と言った。実績ではないのか、この16億1,000万円とい

うのは。実績に対して、12分の１が一般会計から負担するということになっているわけね。

現状は、これやはり年々増えているのですか。これ予算書を見ると、今年度余り増えていないのだけれど

も、後期高齢者の負担金が。だんだん後期高齢者に加入者が増えていると思うので、医療費もそれなりに増

えているのではないかなと思うのですけれども、その医療費の算出根拠というのは、これは保険から給付し

た金額なの 個人負担は入っていないのね 個人が窓口で支払う金額は入っていない分が さっき言った16億、 。 、

円ぐらいの医療費を保険から負担しているということで、その12分の１の8.3％ぐらいを各自治体に負担す

ることになっているわけだ。ということは、これ後期高齢者に加入者が増えて、医療費が増えれば増えるほ

ど、それにスライドして後期高齢者医療費というのは増えていくわけだね。これ大分増えてきているの、今
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までと比べると。例えば５年前とか。いいよ、概算でいい、概算で。年々増えているとか。今年の場合を見

ると、そんな余り増えていないようなのですけれども。

小野寺課長。〇小森谷幸雄委員長

年々増えているのですが、やはり後期も国保と同じように28年度が高かったと〇小野寺雅明健康介護課長

いうのもありまして、余り増えていないのですけれども、確実に今後高齢者、特に75歳以上が増えてきます

ので、年々増えていくとは考えています。

青木委員。〇小森谷幸雄委員長

参考までにお聞きしたいのですけれども、後期高齢者の窓口負担というのは、基本的には〇青木秀夫委員

１割なのでしょう、普通の人は。所得のある人は２、３。

小野寺課長。〇小森谷幸雄委員長

所得のある人は３割です。〇小野寺雅明健康介護課長

ほかにございますか。〇小森谷幸雄委員長

島田委員。

健康推進係にお伺いします。〇島田麻紀委員

見積書32、33ページ、骨髄移植ドナー助成事業なのですけれども、こちら競泳の池江璃花子さんが白血病

になって、ドナーを申し込む方が増えたとテレビでも報道されていましたけれども、こういった町に保健セ

ンター等に問い合わせ等はありましたか。

山岸係長。〇小森谷幸雄委員長

今日の上毛新聞でもすごく増えているということが載って、私も関心を持って見〇山岸章子健康推進係長

ていたところです。町のほうには問い合わせがない状況です。

島田委員。〇小森谷幸雄委員長

この助成事業はいつから初めて、実績的にはあるのかないのか、ちょっとお聞きしたいと〇島田麻紀委員

思います。

山岸係長。〇小森谷幸雄委員長

群馬県のほうが、申しわけありません。この辺がちょっとはっきりしなくてあれ〇山岸章子健康推進係長

なのですが、群馬県のほうは平成28年度からだと思います。板倉町のほうが１市５町、足並みをそろえて実

施しましょうということで、平成29年９月補正に上げさせていただきまして、10月から施行ということにな

っています。

島田委員。〇小森谷幸雄委員長

これ骨髄バンクに登録すると思うので、骨髄バンクのほうからいろんな書類というか、お〇島田麻紀委員

知らせ等が来るとは思うのですけれども、なかなか余り内容というか、よく知らないで登録している方もい

らっしゃるみたいで、これやはり一致すると検査、そして入院、大体どのくらいの時間というか、時期、１

週間、２週間、どのくらい要しますか。

山岸係長。〇小森谷幸雄委員長

町の助成が７日間分ということで予算をとっております。これは、県の事業とも〇山岸章子健康推進係長

合わせているのですけれども、大体拘束されるのが、入院期間が７日から10日ぐらいと聞いています。
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島田委員。〇小森谷幸雄委員長

今普通に生命保険等でもこういった骨髄ドナー移植をするためのお金も出たりという保険〇島田麻紀委員

もあるみたいなので、大体それくらいなのかなというので、14万円ぐらいが妥当なのかなというふうに私も

思ったのですけれども、でもその術後等というのはすぐ動けるものなのですか。

山岸係長。〇小森谷幸雄委員長

全身麻酔なので、大きい手術のようなのですけれども……〇山岸章子健康推進係長

［ 大丈夫です」と言う人あり］「

いいの。〇小森谷幸雄委員長

［ はい。わかりました」と言う人あり］「

ほかにございますでしょうか。〇小森谷幸雄委員長

青木委員。

時間があるようですから、小野寺係長にちょっと教えてもらいたいのですけれども、我々〇青木秀夫委員

年とってきているから。

介護保険料のことで参考までにお聞きしたいのですけれども、特別養護老人ホームとか介護つき有料老人

ホームだとか、いろんな仕組みのある俗に言う老人ホームありますね。それで、そういった場合に、一般的

に今現在介護保険を使って、個人負担がどのぐらいかかるのかとか、そういったものを一つの例にして、例

、 。 。えば要介護３ぐらいの人で標準的な人で どのぐらいかかるのか ここの施設へ入るとこのぐらいかかると

ミモザ荘みたいなところへかかるとどのぐらいかかるとか、どこへかかるとこういう制度のところへかかる

とか、参考までにそういうものをよく聞かれるので、どのぐらい介護保険でかかるのだとよく人に聞かれる

ので、参考までに。標準モデルで１つか２つ、説明していただければと思うのですけれども。教えてくださ

い。

小野寺係長。〇小森谷幸雄委員長

それでは、一番ニーズが高いと言われる、まず介護老人福祉施設、いわゆる特〇小野寺昌幸介護高齢係長

別養護老人ホームになりますが、これは町の今まで４月から１月までの審査分の10カ月分の給付費がありま

して、それを件数で割りますと、１件当たりどれぐらい給付費がかかっているのかというのが出ます。それ

の大体１割ぐらいが保険者負担に、介護保険上の１割負担になりまして、残りが食費、居住費という形にな

りますので、概算ということでお伝えしたいと思います。

まず、介護老人福祉施設ですが、介護の給付費でいいますと、１月当たり23万3,980円ということで、こ

の約１割になりますので、２万3,500円ぐらいでございます。そこに食費と居住費が入ってきますので、そ

れが大体10万円弱ぐらいということで換算いたしますと、大体12万5,000円前後、特別養護老人ホームでは

かかってまいります。

［ それはミモザ荘みたいなところだよね」と言う人あり］「

そうです。〇小野寺昌幸介護高齢係長

あと、先ほどおっしゃいました有料老人ホームですが、介護保険ですと特定施設入居者生活介護という施

設になります。名称が特定施設入居者生活介護となりますが、こちらも町の実績から申しまして、給付費の

中では１件当たり１万8,800円ぐらいですか。こちらにやはり食費と居住費等かかりますので、これも10万
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円ぐらいかかりまして、12万円とか13万円。今のは有料老人ホームです。

［ さっきのは特養だよね」と言う人あり］「

はい。特別養護老人ホームでございます。〇小野寺昌幸介護高齢係長

［ 有料老人ホームというのは安いの」と言う人あり］「

こちらが、例えば食費と居住費につきましては、その事業者さんで任意に決め〇小野寺昌幸介護高齢係長

られますので、そういった意味でピンキリになります。月に20万円以上かかる施設もあれば、月に特別養護

老人ホームよりやや高いぐらい、15万円ぐらいで済むところもございます。

では、先ほどの２つの施設ですが、違いなのですけれども、特別養護老人ホームにつきましては要介護の

３以上、つまり介護認定でいいますと中重度の方しか利用できない、こちら原則になりますが、そういった

仕組みになっております。中重度です。中度または重度。

有料法人ホーム、こちらにつきましては介護度につきましては要介護３以上という限定はございません。

［ 誰でも入れるんですか」と言う人あり］「

介護認定を受けた方になります。〇小野寺昌幸介護高齢係長

［ あそこの中学校のところにあるような、今度役場のそこら辺にできた「

じゃない、新しいの。ああいったのは何というの」と言う人あり］

旧役場のところにできたところはサービスつき高齢者向け住宅という……〇小野寺昌幸介護高齢係長

［ ふるさとホーム板倉町」と言う人あり］「

そうです。ふるさとホーム板倉町という施設でございまして、サービスつき高〇小野寺昌幸介護高齢係長

齢者向け住宅です。こちらもその事業者さんによって費用が決められておりまして、基本的には介護保険の

サービスではございません。ですので、その事業者で任意に金額が決められます。ですので、10万円をやは

り超えてくる金額になっております。

［ 介護保険はきかないの」と言う人あり］「

この施設は、いわゆる高齢者のアパートと思っていただければと思います。〇小野寺昌幸介護高齢係長

［ 10万ぐらいで入れるの」と言う人あり］「

ふるさとホーム板倉町につきましては、11万5,000円という金額が提示をされ〇小野寺昌幸介護高齢係長

ておりますが、そこに日用品費等いろいろな上乗せが出てきますので、例えばそこに入居していて、デイサ

ービスを使いたい、あとはヘルパーさんを使いたいとなりますと、さらにそこに介護保険の費用が上乗せに

なります。あくまでサービスつき高齢者向け住宅は、いわゆる管理人がいるだけと思っていただいたほうが

解釈しやすいのかなと思います。

青木委員に申し上げますが、マイクを使って発言してください。〇小森谷幸雄委員長

例えば今言ったサービスつき高齢者住居というの、何というの、サ高住とかとよく略して〇青木秀夫委員

言っているではない。サービスつき高齢者……

［ 向け住宅でございます」と言う人あり］「

住宅は、サービスが一切ない人なら、その11万5,000円ぐらいで例えば入れるわけだ。そ〇青木秀夫委員

こにプラスサービスがつくと、全部そのサービス料が加算されるから、実際は全く健全な人が入っていれば

これでいいのだけれども、やはり世話していただくような方が入ると20万円ぐらいかかってしまうのでしょ
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う、実態は。

小野寺係長。〇小森谷幸雄委員長

おっしゃるとおりでございまして、介護保険のサービスは別という解釈で、食〇小野寺昌幸介護高齢係長

事と、あとは管理人機能、あとは相談機能がついたというものでございますので、上乗せをしていくと例え

ばですが、デイサービスを毎日使うでしたり、ヘルパーのサービスを毎日使うとなりますと、20万円近くは

かかってくるのかなというところでございます。

青木委員。〇小森谷幸雄委員長

念のために聞くのだけれども、そういう施設で、さっき何のサービスも受けないで、食事〇青木秀夫委員

と部屋代だけならその金額で済むけれども、サービスを受けるとサービス費用がかかるでしょう。そのサー

ビス料については、介護保険の適用はされないの、一切。

小野寺係長。〇小森谷幸雄委員長

サービスつき高齢者向け住宅ですが、場所によっては住宅の中にデイサービス〇小野寺昌幸介護高齢係長

を併設しているところというのがございます。ですので、そこに住みながら毎日デイサービスに通うという

形に、事業者さんはそういったふうに仕向けるといいますか、そういったサービスの使い方を勧めてきます

ので、実際にはお部屋代、食事代だけという方はほとんどいらっしゃらないのかなというところでございま

す。

青木委員。〇小森谷幸雄委員長

そうすると、そこのデイサービスというのは、同じ施設内にあるところを利用すれば、介〇青木秀夫委員

護保険が適用されて、幾らか安くなるわけだね。安くなるというか、個人負担が少なくなるわけだ。それで

も20万円ぐらいかかる、大体。

小野寺係長。〇小森谷幸雄委員長

デイサービスというのは上乗せと考えていただければよろしいかなと思いま〇小野寺昌幸介護高齢係長

す。食費とお部屋代に各サービスを使うと上乗せをしていくので、トータルとすると20万円近くかかります

よということでございます。

青木委員。〇小森谷幸雄委員長

そうしますと、一番わかりやすい、いろんな例を聞くとわからなくなってしまうので、ミ〇青木秀夫委員

モザ荘みたいなところに入る場合も、介護サービス、俗に言う介護保険の適用される部分で言うと23万

5,000円ぐらいがスタンダードだけれども、それにプラス１割負担が２万3,500円ぐらいで個人負担で済むの

だけれども、そこで食べる食費、部屋代というのは保険はきかないのだ、全員が。そこには、また個室だと

か相部屋とかいろいろあるから そうすると相部屋ではなくて個室なんかへ入ると さらにこの12万5,000円、 、

では済まなくなるわけね。

小野寺係長。〇小森谷幸雄委員長

大まかに分けますと、個室と、あと大部屋というものがございます。そちら部〇小野寺昌幸介護高齢係長

屋代料金違ってまいりますので、そこでの総額の差額は出てきます。

差額はお幾らですかということ。〇小森谷幸雄委員長

個室と大部屋の差額ということですか。これ、１月当たりということで申しま〇小野寺昌幸介護高齢係長
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すと、お部屋代でございますが、これ介護度関係なくですが、多床室、大部屋ですと２万5,200円、これ１

月です 一方で 個室になります 個室ですと 最大高いものですと５万9,100円ということで ３万4,000円。 、 。 、 、

ぐらい、月で差が出てまいります。

青木委員。〇小森谷幸雄委員長

そうすると ミモザ荘みたいなところに入っても 要介護３ぐらいの人が入ると 最低12万〇青木秀夫委員 、 、 、

5,000円ぐらいかかるわけだ。個室へ入ると16万円ぐらいかかってしまうわけだ。そういうことね。ああい

うところへ入ってもね。その医療費みたいのは制限はないの、上限が幾らになったらカットされて、保険か

ら出るか何か、ほかから補助が出るとか、そういうのはないのですか。

小野寺係長。〇小森谷幸雄委員長

医療と同様で、介護保険につきましても上限がございます。介護度によって上〇小野寺昌幸介護高齢係長

限の設定がされておりまして、上限を超えた場合、償還払いという形で払い戻しになります。

［ 上限幾ら」と言う人あり］「

小野寺係長。〇小森谷幸雄委員長

介護度によって異なってまいります。〇小野寺昌幸介護高齢係長

小野寺課長。〇小森谷幸雄委員長

今上限ということだったのですが、非課税世帯の方は基本１万5,000円を超え〇小野寺雅明健康介護課長

た介護保険で払った分については償還ということで返ってきます。その次の段階に行きますと２万4,600円

ですか、２万4,700円か、それを超えた額が返ってきまして、最大で３万7,400円、一番所得のある方で４万

4,400円が最高になっています。１カ月当たりの本人負担ということは。

よろしいですか。〇小森谷幸雄委員長

［ なし」と言う人あり］「

では、以上で健康介護課の予算審査を終了させていただきます。〇小森谷幸雄委員長

長時間にわたりましてありがとうございました。

再開は３時ということでお願いをいたします。ちょうど３時ということで、産業振興課の審査を行います

ので、よろしくお願いします。ありがとうございました。

休 憩 （午後 ２時４３分）

再 開 （午後 ３時００分）

それでは、再開をさせていただきます。〇小森谷幸雄委員長

今日最終の審査になりますけれども、産業振興課の予算審査を行いたいと思います。

委員の方、大変お疲れかと思いますけれども、頑張ってください。

説明については、要点説明により簡潔にお願い申し上げます。

それでは、説明をお願い申し上げます。

伊藤課長。

、 。〇伊藤良昭産業振興課長 それでは 産業振興課の予算につきまして説明をさせていただきたいと思います

産業振興課につきましては、農政係、農地係、誘致推進係、商工観光係、４係これからそれぞれ担当係長



- 134 -

のほうから説明をさせていただきます。予算の概要ですけれども、農政係、農地係、誘致推進係につきまし

てはおおむね昨年と同様な形での予算どりとさせていただいたところです。商工観光係につきましては、観

光案内看板の修繕、またレンタサイクルの新規購入と、あわせまして２月12日からの事務分掌の変更により

まして統計の関係の事業が入ってきておりますので、その分が増額になってきております。さらに、先日ご

説明させていただきましたけれども、消費税増税対策に伴いますプレミアムつき商品券事業が増額になって

いるというような状況でございます。

それでは、お手元の見積書、農政係のほうから説明をさせていただきます。

では、渡辺係長。〇小森谷幸雄委員長

お世話になります。農政係、渡辺です。よろしくお願いいたします。〇渡辺正幸農政係長

そうしましたら、見積書のほうのまず８ページをごらんいただきたいと思います。こちら邑土営農業水路

等長寿命化防災・減災事業、海老瀬、細谷地区でございます。こちらにつきましては、昨年９月に邑楽土地

改良区より事業負担の要望を受けた地区であります。板倉川第二調整堰のゲートの補修と29号水路末端堰の

改修を行うものでございます。現在の状況ですけれども、第二調整堰につきましてはゲートの劣化及び水位

調整機能が故障してきており、水管理が困難な状態になっております。また、29号水路につきましては、現

在簡易的な堰ということで木板ですか、木の板となっておりまして、開放が極めて困難な状況であり、危険

を伴っている状況とあります。こちら総事業費につきましては6,400万円、内訳として板倉川第二調整堰が

4,200万円、29号水路堰が2,200万円となっております。負担割合ですけれども、国が50％、県が25％、地元

が25％、地元につきましては町が17.5％、邑楽土地改良区が7.5％となっております。本年度の予算につき

ましては、6,400万円の17.5％ということで1,120万円を計上しているところでございます。

、 。 。 、次に 10ページをごらんいただきたいと思います 加工米対策事業でございます こちらにつきましては

事業の説明のとおりでございますが、米穀の需要調整のために加工米を生産、出荷した農業者または農業者

の組織する団体に対して予算の範囲内において必要な助成措置を講じ、農業者等の経営を支援する目的の事

業でありまして、ＪＡ邑楽館林管内、こちら１市５町になりますけれども、協調して取り組んでいる事業と

なっております こちら 助成金といたしまして1,500万円を計上しております 500円掛ける３万俵で1,500万。 、 。

円となっております。参考に、30年度ですけれども、対象者が385名、数量が３万4,555俵、単価といたしま

して434円、助成額の合計で1,499万6,870円でございました。

続きまして、12ページをお願いいたします。担い手育成就農支援事業でございますが、こちらは圃場がメ

インの事業となっております。

13ページをごらんいただきたいと思います。19節の負担金補助及び交付金でございます。まず、２の補助

金でございますけれども、経営体育成支援事業補助金、こちらは国庫補助事業となっております。内容とい

たしましては、地域の担い手に対しまして農業機械、施設の導入を支援する事業となっております。31年度

につきましては、トラクター１台ということで300万円を計上しているところでございます。

続いて、はばたけぐんまの担い手支援事業補助金でございますけれども、こちらは県費補助となっており

ます。認定農業者等の担い手の育成、それと新規就農者や企業等の新たな担い手の確保など支援する事業と

なっております こちらにつきましては ハウスの被覆張りかえが４件で204万円 それと乾燥機２台で180万。 、 、

円、それとネギ栽培管理一式で120万円、それとコンバイン６台で1,560万円となっておりまして、こちらの
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補助金の合計が2,572万円となっております。

失礼しました。それと、その下の野菜王国・ぐんま総合対策事業補助金でございます。こちらにつきまし

ても県費補助事業でありまして、重点８品目、それと地域推進品目及び加工業務用野菜を対象に担い手が規

、 。模拡大を図るための施設 それと機械整備や営農組織への野菜生産拡大等を支援する事業となっております

なお、この重点８品目でございますけれども、キュウリ、キャベツ、レタス、イチゴ、ナス、ネギ、ホウレ

ンソウ、トマトということで８品目となっております。また、地域の推進品目ですけれども、こちら館林地

区になりますが、白菜とニガウリとなっております。こちらにつきましては、パイプハウスの建設というこ

とで90万円を計上しているところでございます。

次に、その下の施設園芸振興対策支援事業補助金でございますが、こちらにつきましてははばたけぐんま

の担い手支援事業及び野菜王国・ぐんま総合対策事業の町上乗せ分でございます。こちらにつきましては、

ハウス建設が事業費の10％、上限100万円、被覆材の張りかえが事業費の５％で上限50万円となっておりま

す。

１枚めくっていただいて、14ページをごらんいただきたいと思います。こちらハウス建設が30万円、それ

とハウスの被覆材の張りかえが４件で68万円となっております。それと、その下の交付金でございますけれ

ども、農業次世代人材投資資金でございます。こちらの事業につきましては、50歳未満で独立自営就農する

認定新規就農者に対しまして、年間最大150万円を最長５年間交付するものでございます。現在の受給者で

すけれども、150万円１名、それと75万円１名ということで、合計225万円ということで計上しております。

続きまして、15ページをごらんいただきたいと思います。県営五箇谷地区圃場整備事業でございます。こ

ちらにつきましては、本年度予算額2,035万円を計上しているところでございます。

１枚めくっていただきまして、16ページをごらんいただきたいと思います。初めに、事業負担金ですけれ

、 、 、 、 、 。ども 負担割合が国50％ 県27.5％ 地元が22.5％ということで 町10％ 農業者12.5％となっております

31年度の県予算が２億円に対しまして、10％の2,000万円を計上しているところでございます。

続いて、補助金ですけれども、五箇谷土地改良区運営費助成金、これは町単独になります。30万円を計上

しております。

続いて、農業経営高度化支援事業補助金でございます。負担割合が、国が50％、県が25％、町が25％で、

本年度県の予算が20万円に対しまして、25％で５万円となっております。

続きまして、頭沼地区水路整備事業です。17ページをごらんいただきたいと思います。こちらは、県の行

う事業に対しましての負担金となっておりまして、今年度につきましては875万円を計上しております。内

訳は、国が50％、県が25％、地元25％でございます。そのうち町が17.5％、邑楽土地改良区が7.5％となっ

ております。

最後になりますけれども、19ページをごらんいただきたいと思います。県営城沼水路地区整備事業でござ

います。こちらにつきましても県営事業の負担金となっておりまして、本年度予算額2,074万8,000円でござ

。 、 、 、 。 、います 負担割合については 国が50 県が27.5 地元が22.5でございます うち17.5％が板倉町と館林市

それと５％が邑楽土地改良区となっております。

以上となります。

青木係長。〇小森谷幸雄委員長
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お世話になります。続きまして、産業振興課農地係につきまして予算説明をさせてい〇青木英世農地係長

ただきたいと思います。よろしくお願いします。

農地係見積書の８ページ、９ページのほうをごらんいただければと思います。農地台帳維持管理事業とし

まして、９ページのほうをごらんいただきますと、13節委託料としまして電算委託料ということで140万

1,000円の計上となってございます。01につきましては、農地係で使用しております農地台帳システムにつ

いての保守委託料74万1,000円としまして毎年計上させていただいておりますが、平成31年度につきまして

は02の農地情報公開システムというものが現在インターネットで公開しているものがございまして、こちら

につきましての更新作業費ということで66万円を計上してございます。こちらにつきましては、全額国の補

助となっておりまして、歳入につきましても66万円同額で計上させていただいております。

次に、10ページ、11ページのほうをごらんいただければと思います。農業関係制度資金利子補給事業とい

うことでございまして、11ページのほうをごらんいただきますと、01、報酬ということで、審査委員会にか

かわる報酬、それから事務費、それと19節の負担金60万円ということで計上してございます。19節の負担金

につきましては、認定農業者が農業機械等の借り入れを行う際に、県、町、保証協会により利子補給を行い

ますが、町分の補給金分ということで60万円を計上してございます。

次に、14ページ、15ページをごらんいただきたいと思います。農地中間管理事業にかかわる予算となって

ございます。公益財団法人群馬県農業公社から事務の委託を受けているということでございまして、14ペー

ジ右欄のその他の欄に26万5,000円の歳入を見込んでございますが、こちらは事務費の26万5,000円というこ

とで計上してございます。

15ページをごらんいただきますと、26万5,000円に対する内訳ということで、消耗品費15万5,000円、それ

からカラープリンターリース料ということで11万円を計上させていただいております。

次に、19節負担金補助及び交付金ということでございまして、認定農業農用地利用集積奨励金について

130万円を計上してございます。こちらにつきましては、中間管理事業を利用した５年または10年の契約を

結んだ新規の契約に対しまして、認定農業者に交付するものとなってございます。こちら県が２分の１、町

２分の１負担ということでございまして、県より65万円の歳入があるということで計上してございます。

それから、03、交付金、機構収益協力金ということで500万円を計上しております。こちらにつきまして

も、中間管理事業を利用しました10年以上の契約を結んだ方が、協力金の要件を満たしたものについて交付

されるものとなってございます。これにつきましても、全額が国から来るというものでございまして、同額

の歳入を計上してございます。

簡単なのですけれども、農地係にかかわる予算の説明は以上となります。よろしくお願いします。

ありがとうございます。〇小森谷幸雄委員長

続きまして、橋本係長、お願いします。

それでは、誘致推進係の橋本です。どうぞよろしくお願いし〇橋本貴弘商工誘致推進室長兼誘致推進係長

たいと思います。

、 、 。まず 誘致推進係の歳入のほうでございますけれども １ページのほうをごらんいただきたいと思います

これは、個人紹介制度の企業局分担金25万円となっております。これにつきましては、先週３月８日で説明

をいたしました宅地販売促進事業個人紹介制度の関係の充当分であります。町内、ニュータウン以外の方な
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のですけれども、町内の方に紹介していただいた後、分譲契約された際に、謝礼金といたしまして１件10万

円、それを５件分ということで進呈するものでありまして、企業局と町で２分の１ずつの負担ということで

50万円の２分の１ということで25万円の分担金が企業局のほうから来るものとなっております。

歳入については以上ですけれども、次に歳出でございます。３ページのほうをごらんいただきたいと思い

ます。誘致推進係は、それほど大きい事業が余りございませんので、この３つの事業について主なものを説

明していきたいと思います。資料の４ページから６ページにおいて、企業立地促進事業となっております。

予算額といたしましては178万7,000円で、前年とほぼ同額であります。この主なものにつきましては、５ペ

ージをごらんいただきたいと思うのですけれども、旅費、それと６ページにあります有料道路使用料などの

営業活動経費となっております。この企業誘致につきましては、産業団地内がメインになるわけなのですけ

れども、現在も引き合いが来ている状況ですので、本契約に向けて努力している所存でございます。

次に、７ページから９ページの板倉ニュータウン商業用地利活用検討調査事業でございます。これについ

、 、 。ても少額の予算ですけれども 予算額44万8,000円で 前年から比べますと約26万円の増となっております

主なものとしましては、これは駅前の商業用地等の関係で施設の誘致のための旅費とか有料道路使用料など

の同じ営業活動経費となっております。

最後に、10ページ、11ページになります。分譲推進事業でございます。これは、住宅関係がメインでござ

います。予算額81万8,000円で、前年対比43万円の増加となっております。主なものといたしましては、今

年度も行ったのですけれども、住宅キャンペーンをまた来年度も開催していければということで考えており

ますので、その消耗品、それと分譲契約された方についてお米30キロを贈呈したいということと、住宅用地

のＰＲイベント等に参加するノベルティーのほか、有料道路使用料がメインとなっております。

うちのほうにつきましては、以上雑駁ですけれども、説明にかえさせていただきたいと思います。よろし

くお願いします。

ありがとうございます。〇小森谷幸雄委員長

最後になりますけれども、斉藤係長、お願いします。

商工観光係の斎藤です。よろしくお願いいたします。〇斉藤康裕商工観光係長

それでは、商工観光係の説明をさせていただきます。見積書の１ページをごらんください。新規事業とい

たしまして、プレミアムつき商品券事業につきましては、過日開催されました予算決算常任委員会の主な主

要重点施策の中で説明させていただきましたとおりでございます。

続きまして、同じく新規の農林業センサスにつきましては、2020年２月１日現在で調査を行うための委託

金となっております。

続きまして、新規の町村の魅力を訴えるイベント助成金につきましては、隔年で開催されています全国町

村会が主催するイベント、町イチ！村イチ！に参加した場合に助成されるものです。来年度は、11月30日、

12月１日の２日間、東京国際フォーラムのほうで開催される予定となっておりますので、商工観光係のほう

も参加をさせていただきまして、観光ＰＲ等を行ってくる予定でございます。

続きまして、歳出につきましては増減の大きい事業、観光振興事業、群馬の水郷管理事業、レンタサイク

ル事業のみ説明させていただきます。ちょっとページが飛ぶのですけれども、22、23ページをごらんくださ

い。観光振興事業ですが、新規イベントといたしまして23ページの真ん中、11の需用費の中の消耗品のとこ
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ろなのですけれども、こちら９月28日に開催を予定しております東武健康ハイキングの経費として消耗品費

を計上しました。このハイキングは、多数の参加者が見込まれることから、観光及びＵターンのＰＲ等を行

いまして、参加者のおもてなしの品を配布するための予算として計上させて、20万円ということで、話によ

りますと2,000人ぐらいの規模で参加者があるのかなというお話を東武のほうでされておりました。

また、修繕料といたしまして、群馬の水郷へ、雷電神社など町内の観光施設に設置してあります観光案内

看板の部分修繕を予定しております。これにつきましては、役場庁舎の移転や国道354バイパス開通等によ

る修正が必要なために行うものです。

続きまして、27、28ページをごらんください。群馬の水郷管理事業ですけれども、こちら28ページの一番

下の18の備品購入費となっているところですが、現在使用している仮設トイレが老朽化しておりまして、に

おいも結構ひどいということから、揚舟乗船者等の観光客が快適に利用できる環境を整えるため、新たに仮

設トイレを購入したく計上させていただきました。また、町民の憩いの場として利用していただけるよう、

公園西側の花壇付近や揚舟乗船付近に四季折々の草花を植栽するために、種子、花の苗、肥料等を購入した

く、こちらの消耗品、11の消耗品、28ページの上です。そちらを計上させていただきました。

続きまして、29、30ページをごらんください。レンタサイクル事業ですが、現在レンタサイクルで貸し出

しを行っている自転車、大人用が43台、子供用が10台ございますが、そのほとんどが平成10年度に購入され

たものでありまして、20年を経過しております。タイヤ交換等の軽微な修理は随時行っているのですが、本

、 。 、体のフレームのゆがみ等 修理不可能な自転車も結構ございます 利用者への安全面の配慮や修繕費の削減

観光資源への回遊性を高めるため、レンタサイクルの充実を図りたく、大人用の自転車を購入したく計上さ

せていただきました。30ページの一番下の備品購入費のところとなっております。

以上で商工観光係の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

ありがとうございました。〇小森谷幸雄委員長

説明が終わりました。

これより質疑を行います。活発なご質疑をお願いいたします。ございませんか。

針ヶ谷委員。

お願いします。〇針ヶ谷稔也委員

農政係の見積書21ページをお願いします。これ平成11年度から取り組んでいる東洋大学との共同作業とい

うのですか、新規農産物研究事業ということで、予算自体は７万3,000円という少額ではあるのですが、こ

こでどういうことが行われているのか、あるいはどういう成果が見えて、あとどれくらいでこの成果が出る

というか、もう11年からですから、そろそろ20年たちますので、そういった発表もしていただいたほうがい

いのかなと思うのですが、何かデータがあれば教えていただければと思います。

渡辺係長。〇小森谷幸雄委員長

ただいまのご質問ですけれども、現在行っている事業ですけれども、この予算上で委〇渡辺正幸農政係長

託料とビニールハウス借上料ということで、ビニールハウスの借上料については大学の前のハウスの借上料

となっています。圃場の管理委託料ですけれども、こちらについては農地を一部大学のほうで借り上げて、

その管理をしているという状況になっております。現在のところですけれども、成果については特に上がっ

ていない状況でございます。
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針ヶ谷委員。〇小森谷幸雄委員長

田んぼ圃場につきましては、高温時の収量、あるいは実の劣化に対応できるような品種〇針ヶ谷稔也委員

改良ということで取り組んでいるのかなというふうには思っているのですが、ハウスの中をちょっと見たこ

とないものですから、ハウスの中でどういった、野菜の実験をやっているのだか、何の実験をやっているの

だかというのはご存じないですか。

渡辺係長。〇小森谷幸雄委員長

、 。〇渡辺正幸農政係長 基本的にハウスの中につきましては 野菜の研究を行っているのが現状でございます

針ヶ谷委員。〇小森谷幸雄委員長

ちょっと興味を持って、もう20年たちますので、どういう成果が得られそうですかとい〇針ヶ谷稔也委員

うことでちょっと調べていただければありがたいなと思いますので、よろしくお願いします。

以上です。

ほかにございますか。〇小森谷幸雄委員長

延山委員。

農政係になります。26ページです。〇延山宗一委員

これは、畜産経営環境改善事業になるわけなのですけれども、その中に予算額はほぼ前年どおりというこ

、 、 、とで予算が計上されているわけなのですけれども 今非常に東南アジア また日本もそうなのですけれども

豚コレラが大流行しているということです。この伝染病につきましては、伝染病にかかったということが陽

性になった場合には殺傷処分ということで、どんな状況にあろうと国の指示の中で殺傷されるということ。

当然畜産経営にとっては大きな打撃というか、ダメージがあるわけなのですけれども、この資料の中で当然

、 、 、 、 。単独だとか 例えば３種 日本脳炎 ＡＲＢＰ そういうふうないろんな接種に対しての助成はしていると

３分の１負担はしています。今回自衛防のほうの組織推進協議会ということで補助金が７万2,000円出され

るわけなのですけれども、当然いつ何どき来るかわからないということは、群馬県でも一時陽性ということ

かなということで調べた結果、陰性の発表があったということで、胸をなでおろしているのかなと思うので

すけれども、そうすると当然いつ何どき鳥によるかな、例えばイノシシによるかな、侵入もしてくるという

ことに対しての、この自衛防との連絡調整をしながら、当然町も入ってくるのかなと思うのですけれども、

それに対しての構えというのですか、それに対してはどのように対応しているでしょうか。

伊藤課長。〇小森谷幸雄委員長

延山委員がさっき言ったとおり、豚コレラ、今豚コレラという形で獣医さんあた〇伊藤良昭産業振興課長

り非常に緊張している状況でございます。農協の町にも畜産部会等がありますので、年に２回程度の意見交

換だけしかないのですけれども、まず自衛策ということで町ができることにつきましては畜産環境の改善、

また保持という部分につきまして町として支援をしていきたいと。情報交換をしながら進めていければなと

いうふうには考えてございます。

延山委員。〇小森谷幸雄委員長

この自衛防の関係については、非常に明確に表示されていないというか、協議会費を払っ〇延山宗一委員

て、意外になかなか先行きが見えないというか、何をやっているのかなというところもあるのです。

この接種ワクチンについては、要するに３分の１を負担してもらっているということなのですけれども、
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そうすると例えばそういうものの疾病が入ったときに、即一日でも早く対応していかなければならないとい

うこと。当然そういう問題を協議するのは、この自衛防かなという気がするのだね。だから、農家と、例え

ば獣医さんと町と、これはもうそれぞれの自治体も絡まないと先へ進めない問題かなと思うのです。当然侵

入したときだと、もう１日、２日を争うような状況にもなってくるので、しっかりと町とすると組織とのコ

ミュニケーションをとっておかないと、いざといったときに対応が手遅れになってしまう、後回しになって

いってしまうということは、この館林、邑楽地区の畜産農家が大変な事態に陥るのかなとは思っているので

すけれども、それに対してどうですか。やはり呼びかけもしながら、自衛防との協議会での話し合いも持っ

ておくべきかなと思うのですけれども。

伊藤課長。〇小森谷幸雄委員長

現実的には、この協議会でいろんな意見交換ができているというような状況は、〇伊藤良昭産業振興課長

確かに委員おっしゃるとおりでございまして、特に我がほうがかかわりがあるのは農協さんということが現

実的になってきますので、極力その協議会のほうとの意見交換、情報の収集について努めてまいりたいとい

うふうに考えてございます。

延山委員。〇小森谷幸雄委員長

そうすると、例えば市場とか、そういうふうなところ、また行政機関からそういう注意喚〇延山宗一委員

起みたいなものがおりているのですか。それとも、全然おりていないのか。例えばもしも侵入がされたのか

なと疑いがあったときの即の対応という連絡体系なり、農家同士、また行政も含めて、農協ももちろん入る

のですけれども、まだ全然話し合いというのはされていないということですか。

伊藤課長。〇小森谷幸雄委員長

そのような状況には現在ないと、これが状況でございます。〇伊藤良昭産業振興課長

延山委員。〇小森谷幸雄委員長

それでは、今後その点をしておいてもらいたいと思います。〇延山宗一委員

ほかにございますでしょうか。〇小森谷幸雄委員長

亀井委員。

商工観光をお願いいたします。〇亀井伝吉委員

水郷管理事業の仮設トイレの件なのですが、購入、設置で55万円と出ているのですけれども、基数は１基

で、それでいいのかなと思うのですが、リースと買い上げとどちらがいいのか。それと、トイレの簡易水洗

なのか、今までどおりなのか、それを教えてください。

斉藤係長。〇小森谷幸雄委員長

ただいまのご質問に対してお答えさせていただきます。〇斉藤康裕商工観光係長

まず、トイレの数なのですけれども、こちら大小それぞれ１基という予定をしております。

それと、くみ取り式か、簡易水洗かということで、それぞれくみ取り式なのですけれども、大のほうは足

でペダルを踏みますとちょっと流れるというような簡易水洗となっております。いずれも買い取りというこ

とで、設置費込みで予定しております。

亀井委員。〇小森谷幸雄委員長

大小兼用と小と２つということね。セットになっている、くっついているやつね。〇亀井伝吉委員
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リースと買い上げとどちらがあれなのですか、予算的にはどちらがいいのか、検討しました。

斉藤係長。〇小森谷幸雄委員長

まだ検討という段階ではなくて、買い上げということで仮見積もりをいただきま〇斉藤康裕商工観光係長

して、このような金額のほうを計上させていただきました。

亀井委員。〇小森谷幸雄委員長

結構リースも多分そんなに高くないのかなと思うのですけれども、金額で55万円だから、〇亀井伝吉委員

、 。10年近くいくかどうかわからないのですけれども その辺も検討の余地があるのかなと思うのですけれども

ほかにございますか。〇小森谷幸雄委員長

荒井委員。

同じ水郷で、これは28ページです。〇荒井英世委員

群馬の水郷管理事業、一番最初の消耗品で花の種とかいろいろ買って植えるということですけれども、ち

ょっと聞きそびれたのですけれども、どの辺に植えると言いましたか。どの辺にまくと言いましたか。

斉藤係長。〇小森谷幸雄委員長

菜の花、ひまわり、コスモスに関しては、以前水車があったところ、今花壇にな〇斉藤康裕商工観光係長

っているのですけれども、そちらと、その西側、駐車場との間、そちらに種のほうをまく予定でおります。

あと、一部揚舟の乗り場付近、その辺の桜の木の下とか、そういったところにもまこうかなという予定を組

んでございます。パンジーにつきましては、こちら苗のほう、水車のあったところ、あちらの花壇のほうに

植える予定でおります。

荒井委員。〇小森谷幸雄委員長

西側に植えるわけですね。今西側のちょっとした池がありましたね、名前は忘れたけれど〇荒井英世委員

も。そこは全然もう手をつけないのですか。今回全然ないけれども、以前からやっているのですけれども、

本当にここをちょっと計画的に、年次計画でいろいろ整備してほしいのですけれども、花を植える、西側に

ちょっとした池がありますけれども、あそこもやはりある程度うまくすれば散策できる箇所になるので、あ

れもできれば整備してもらいたいなという感じがするのですけれども、その辺計画は全然ないですか。

斉藤係長。〇小森谷幸雄委員長

今のところはそういった予定のほうはございませんが、いずれはそちらのほうの〇斉藤康裕商工観光係長

整備のほうも徐々にやっていければと思っております。

荒井委員。〇小森谷幸雄委員長

では、もう一つですけれども、先ほどトイレの話が出ましたけれども、トイレの設置場所〇荒井英世委員

というのは、今トイレがありますね。その辺なのですか。

斉藤係長。〇小森谷幸雄委員長

新しいトイレにつきましては、今揚舟の乗船付近ということで、そちらに設置さ〇斉藤康裕商工観光係長

せていただきまして、今あるトイレを釣り池の東側のほうに移設のほうを考えております。

荒井委員。〇小森谷幸雄委員長

今トイレがありますね。それの北側とか、あとは東側のほうがありますね。前チョウを飼〇荒井英世委員

っていたところがありましたね、かなり昔。あの辺もまだ今の段階ではかなり不整備な、まだ整備されてい
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ない部分ですね、現実的に。できればあの辺もちょっといろいろ計画の中で散策道路なり、いろいろできる

と思うのですけれども、その辺をこれからいろんな計画、年次計画の中でできれば練っていただいて、来年

度はちょっと無理でしょうけれども、次年度ぐらいからちょっと計画的に年次計画の中でいろいろ予算化し

てもらいたいという感じがするのですけれども、近い将来的な展望の中でどうですか、その辺は。

伊藤課長。〇小森谷幸雄委員長

荒井委員からは同様のご質問を去年もいただいたかというふうに記憶がしてござ〇伊藤良昭産業振興課長

います。

現状ですと、群馬の水郷、できればきれいなままとりあえず保ちたいというふうには思っております。先

ほども前水車があった西側のちょっとした池というお話もありましたけれども、整備をする前に安全対策の

ほうからちょっと取りかからなければいけないのかなというふうことも感じております。それと、チョウを

飼っていたというのは、池の北側になる部分なのですけれども、以前ありました木道の残骸みたいのがまだ

、 、 、 、時折目にすることもありますので まずは水郷の管理についてはごみが落ちていないこと 来た人が わあ

ひどいなということにならないような維持を現在のところしているというのが現状でありまして、将来的に

はなるべく来てよかったなと、ちょっときれいになっているねというような形で整備ができればというふう

には考えてございます。

ほかにございますでしょうか。〇小森谷幸雄委員長

黒野委員。

では、農政係のページが支出34ページ、35ページですけれども、これは以前にたまたま伊〇黒野一郎委員

藤課長が就任して以来、最初、私の前のほうの仲伊谷田取水口、要するに池です。今も水が中へ入っている

ようですけれども、最初にお話しするのは、ちょっとそこで事件が起きたわけですけれども、その中で周り

をできれば２灯でも３灯でもいいから防犯的な形、あそこ運動とかも含めて、目的は違いますけれども、で

きれば歩いている人が結構いるから、防犯灯的なものをどうですか。これは館林市と交渉しないと話がなら

ないよというふうな、課長が来る前の橋本課長が、渡辺係長はご存じかと思うのですけれども。そんな中で

話をしますということで、その後のことはちょっと聞いていないのですけれども、可能性はあるかないかわ

からなかったのですけれども、できればそういう点を含めて、環境保全を含めた、そういったものが周りを

見ますと何もないからどうかなということをお伺いしたのですけれども、進捗状況でそれがわかれば、この

後もし出していただきたいと思うのですけれども。

その中で平成31年度、300万円ちょっと、館林との案分というか、半々ですけれども、昨年もいろいろと

邑楽土地改良区の関係する方とかが、トラクターとかいろいろ中をうなったり、トラクターの刃が壊れてし

まったとか、いろいろの中で改善、改良しながら今日になっているわけですけれども、その辺を含めて、予

算的な現状の中で平成30年度はトータルでどのくらいかかったのか。そして、今こう見ますと、平成31年は

幾らか予算がちょっと昨年よりは数十万円ぐらい上がっているような感じなのですけれども、板倉だけの予

算だとすると。館林の半分、半分ですから、その辺を含めて、予算の中で今年度はどんなふうな策をするの

か。今現状は水が入っていますけれども、前も話したとおり、お盆前後あたりはカメラマンがかなり来てい

ましたけれども、それはそれで結構なのですけれども、水をずっと中に入れている中で、今度災害後起きる

場合は電気料も20万と５万ぐらいかな、南地区と含めてですけれども、とってありますけれども、その31年
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度、どんなふうな模索で展開を予定しているのか、わかればひとつよろしくお願いします。

渡辺係長。〇小森谷幸雄委員長

そうしましたら、私のほうから防犯灯というか、街灯の関係なのですけれども、以前〇渡辺正幸農政係長

黒野委員さんからお話がありまして、館林さんに行きまして打ち合わせをした結果ですけれども、館林市と

しますとあそこに設置は一切しませんよということで回答はいただいております。もし設置するに当たる場

合には、板倉町さんでやってくださいということになっておりますが、一応あそこを管理しているのは池の

部分だけになりますので、周りについては一応館林市さんと再協議したりしましてやっていくしかないのか

なと思います。防犯灯を立てるにも、引き込み線とかいろいろあると思いますので、経費もかなりかかって

くると思います。今後再度館林市と協議をしまして、どのような形が一番いいのか、検討していきたいと考

えております。

伊藤課長。〇小森谷幸雄委員長

それでは、後半部分の今年度どんなふうにやっていくのかというようなことです〇伊藤良昭産業振興課長

けれども、まず予算の部分で仲伊谷田承水溝の遊水池、今回150万円ですが、前年比25万円増額とさせてい

ただきました。大箇野幹線遊水池については、今年度50万円、昨年度10万円ということで、40万円の増加を

させていただいたところでございます。

特に大箇野のほうは、水面にもう結構水草が覆っているような状況を確認しているのですけれども、あの

中にどうやら機械が入れそうにないというようなこともちょっと関係者と相談をしているところでございま

して、せめて周りののりの部分についての除草管理についてはきっちりやりたいというようなことで、そち

らのほうを増額させていただいたところです。

それと、仲伊谷田のほうにつきましては、こちら25万円増額しているのですが、やはり１年間を通してき

ちんと管理ができればということで、今回委託料というふうに入っていますが、邑楽土地改良区のほうに委

託ができればというふうに考えてございます。遊水池のいわゆる草、除草等の管理のほかに、水の管理まで

邑楽土地改良区のほうに委託ができればということで協議、調整の上、今のところここまで来ているという

。 、 、ような状況です その除草管理につきましては 委員さんからもちょっとご提案をいただいたところですが

水があるうちに耕運機で水草ごと耕うんをしていくと。そのような管理を中心に、年間を通してきれいにで

きればなというふうなことで考えてございます。

以上です。

黒野委員。〇小森谷幸雄委員長

では、機械の設備以外、水とか草を含めた管理を土地改良区に全部委託してしまえばあれ〇黒野一郎委員

ではないの。その辺は。

伊藤課長。〇小森谷幸雄委員長

委員おっしゃるとおりで、全て委託をするということで今進めている状況でござ〇伊藤良昭産業振興課長

います。向こうは水のプロですし、機械もあるということですので、今回そこまでちょっと委託契約ができ

るような状況まで相談は進んでいる状況でございます。

黒野委員。〇小森谷幸雄委員長

、 、 、〇黒野一郎委員 私もたまにはのぞくのですけれども 管理する中で水がないというか 若干あるときでも
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外側からではなくて中側から見ないと見えないということの高さが、水が入ってくるときに高さがあるので

すけれども、その手前側の水路、新堀のところ入ってくる。何年か前に不幸な事件が起きたわけですけれど

も、今後も可能性もあるかと思うので、内側、外側できれば電気の管理保全に来たときにでもちょっとのぞ

いていただくとか、そういうことも大事かと思うので、全く邑楽土地改良区は100％ではないでしょうけれ

ども、当然もとは農政課ですから、その辺を含めてお願いをいただければと思います。やはり貴重なお金で

あっても、きれいにいろいろ含めてできれば、当然水、台風、いろいろ含めて何かが想定が起きるわけでし

ょうから、その辺緊急事態も発生することもあると思いますので、ぜひ連携をしながらお願いいただきたい

と思います。

先ほど渡辺係長が話した引き込みの線がどうのこうのとかというの。南側は、田んぼの上に線が入ってい

るのです。東側の道路際のところだけが、国がやった防犯灯が、あれは町ではないのだね、ついているのが

五、六灯ぐらい。そこから西へちょっと引き込めば、引き込みは可能だと思うのです。その辺はやはり今言

った土地改良区移転もあるけれども、先ほど言った管理を含めた、北地区には何もないということもないけ

れども、あそこで歩いている、散歩している人もいるし、そういうことを含めたらば、そんなには費用は、

これだけの300万円の中で150万円だけれども、そんなにはかからないと思うので、できれば再度。そして、

館林市から板倉さんにということで委託をされているわけですから、これは板倉さんの考え方でやっていた

だければ、２つでも３つでもやればできる可能性はあると思うので、ぜひ板倉が委託されているわけですか

らお願いしながら、ぜひもう一回話し合いをいただければありがたいと思うのですけれども、その辺どうで

すか。

渡辺係長。〇小森谷幸雄委員長

今後また再度館林市さんと協議して、費用負担の面もあると思いますので、その辺を〇渡辺正幸農政係長

協議しながら、できる限りのことはしていきたいと思っております。

黒野委員。〇小森谷幸雄委員長

課長のほうからもう一回。〇黒野一郎委員

伊藤課長。〇小森谷幸雄委員長

以前からのご提案ですけれども、現実的にあそこを照明つけて、どれだけの方が〇伊藤良昭産業振興課長

有効活用するのかというようなことを考えた場合、館林が手をおろしている状況の中、町だけですぐさまゴ

ーサインが出るかということについては、ちょっと厳しい状況ではないかと担当としては考えている状況で

ございます。

以上です。

黒野委員。〇小森谷幸雄委員長

ぜひ前向きにひとつお願いします。〇黒野一郎委員

ほかにございますか。〇小森谷幸雄委員長

延山委員。

農政の関係です。〇延山宗一委員

、 。多面的機能の交付金の関係をちょっと確認しておきたいのですけれども 36ページになるのですけれども

何ページ。〇小森谷幸雄委員長
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36ページです。この多面的機能の交付金なのですけれども、板倉町では８つの団体が申請〇延山宗一委員

し、採択されているのですけれども、それぞれの団体が要求額を出して、事業を実施されています。まず、

この年度、５年、５年のピッチの中で、今年度が何年目になりますか。

渡辺係長。〇小森谷幸雄委員長

まず、中新田むらづくりにつきましては、平成19年度設立となっております。〇渡辺正幸農政係長

［ ちょっといいですか」と言う人あり］「

延山委員。〇小森谷幸雄委員長

設立ではなくて。今回５年で新たな事業というようなことになっていると思うのですけれ〇延山宗一委員

ども、例えばスタートが何年度から始まって何年度までという期限がありますね。

各団体によって違うのです。違うのでしょう。だから、それぞれの団体で……〇小森谷幸雄委員長

それぞれ団体が違うの。〇延山宗一委員

違うでしょう。だから、８団体があるのでしょう、多分。８団体の設立から経過を１〇小森谷幸雄委員長

ずつやらないと説明にならないのかなというふうに思いますけれども。それわかります。５年スパンという

のは５年スパンだから。

５年スパンで新たな事業、新たな事業ということでの名称を変えて事業が実施されている〇延山宗一委員

です。ですから、何年度から何年度までは、例えば今多面的になっているけれども、その前は多面的ではな

かったね。今は多面的だけれども。そうすると、スタートが例えば４年の違いがあるということになってく

ると、そうするとこの団体は何の事業というふうに複雑になってくるのではないのかな。年度、年度という

ことは。恐らく年度で、５年なら５年たつと新たな事業としてスタートするのだと思うのですけれども。開

始の年度は当然違いますよ。

［ 農地と資源向上と、また長寿命化で、それぞれまた」と言う人あり］「

だから、今度は長寿命化が入ったわけ。今までは共同ということで事業が違っていたのだ〇延山宗一委員

ね。今長寿命化という組織が、要するに名目が入って、例えばパイプラインの更新とか何とかが入った。今

までは除草とか、水路の例えば道路を上げたりなんだりということのみだったわけ。ということは、新たな

事業として長寿命化というのが加わったのです。それで名前が変わったということなの。ということは、一

斉に名前が変わっているわけなのです。

その時系列的な背景で、当初どういった事業内容でスタートして、延山委員の意見を〇小森谷幸雄委員長

、 、 。 。かりると 最近は多面的だと 形が変わってきているというような話ですね その辺が時系列的にわかれば

では、中里副町長、お願いします。

この事業、平成19年が最初のスタートの年だったと記憶していまして、当時は農地・水〇中里重義副町長

・環境向上対策という名称なのです。これ、とりあえず時限的な措置ということで５年間ということでスタ

ートしまして、それで５年が経過して、俗に言う６年目には制度が変わったのです。名称が今の多面的機能

支払いというような、そういう名称に変わったと。

あわせてお金の流れも変わりました。最初の農地・水・環境向上対策の場合には、町の負担分もいわゆる

県の協議会へお金を負担して、国費と県費がそこへ合わさって、各活動組織へ交付されたのですけれども、

それがその後お金の流れが変わりまして、今は国費、県費が町へ入ってきます。町から各活動団体へ交付す
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るという、そういう仕組みに変わっています。単価も除草とかのスタート当時と比べると多少変わってきて

いるところがあるようです。ちょっと詳細は、私も実務を離れてしまっているので、詳細は記憶がないので

すけれども、長寿命化の業務、仕事もそこへ入ってきたと。ですから、平成19年のスタート当時から比べま

すと、大分活動の幅とかお金の使える範囲も変わってきています。一応そんなことでして、スタート当時は

、 。 、 、 、 、活動組織が５つ たしか５つです 板倉東のむらづくり 西のむらづくり それから中新田 それと大荷場

それに下五箇南部、この５つだったのです。その後に新たに設立をされたところが３カ所あるということで

す。海老瀬のところと離、それと大曲かな、の３つがその後なのです。ですから、ちょうど５年、５年のス

パンの切りかえのときに設立されているかと思います。

延山委員。〇小森谷幸雄委員長

というのは、当初資源向上ということで５年、第２ラウンドとするとまた資源向上という〇延山宗一委員

ことで５年、それでそのときむらづくりという名称でやった。今度は多面的ということで名称も変わり、中

。 、 。 、身も変わってきた 長寿命化というふうに名称が今度プラスされて ダブルで方向で進んでいく ですから

その価値になったと思うのですけれども。

何を聞きたいかということなのですけれども、この事業にはまず限度額があるのかということなのです。

非常に使い勝手がいいということで、それぞれの団体が手を挙げてきている。当然８つの団体の中で、それ

ぞれ金額がまちまちな申請になっています。例えばうちのほうはポンプの交換もしたいよ、除草もしたいよ

というと、いや、もういっぱいだよと、採択にならないよというふうなことも聞くわけなのですけれども、

そうすると限度額がある中で、そういうものになっていくのかな。例えばそれぞれの金額が８つの団体、ば

らばらに出ていますけれども、当然面積、要するに農地の面積、あるいは畑地の面積、そういうのが総合さ

れて、例えば幾らまでかなということが確認したいのですけれども。

渡辺係長。〇小森谷幸雄委員長

まず、事業費、各団体で違うということなのですけれども、その事業費につきまして〇渡辺正幸農政係長

、 。 、 。は活動区域内 これの青地の面積で決めております それなので 金額が違ってくるということになります

あとポンプ、それと泥上げでしたか、については事業が違いまして、ポンプの更新については長寿命化にな

ります。泥上げについては共同ということで実施をしているところでありまして、ちょっと知り得る限りで

は、限度額というのは恐らくないと思います。

延山委員。〇小森谷幸雄委員長

だから、青地ね、農地として何ヘクタールということで出されるのかと思うのですけれど〇延山宗一委員

も、こういうのを見ると当然900万円もあれば、400万円もあると。そうすると、その面積が当然何ヘクとい

うことで申請をする。そうすると、そのヘクタールに対して例えば4,000なら4,000ということが限度額とし

ての対応でおろされてくるのだか、例えば……

中里副町長。〇小森谷幸雄委員長

これは、今渡辺係長が申し上げましたとおり、いわゆる組織の活動範囲、これ全部簡単〇中里重義副町長

に言うと農振農用地が対象です。ですから、活動の範囲については、一応申請のあった範囲で定められてい

ます。一応それに対して10アール当たりの単価で算定される部分があるのとあわせて、その活動区域の中に

例えばそういうかんがい施設、対象となるかんがい施設等もありますので、そういったものは事前に活動の
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対象としてたしか登録するという、そういう仕組みになっています。それで、今度長寿命化というものが入

ってきましたから、ポンプの更新とか、そういった場合、必要なときにはそれを協議して、必要な事業費を

算定していくというような、そういう取り扱いになってきているはずです。ですから、俗に言う除草とか、

そういう基礎的な活動、これと、それから次に少しステップを上げた活動というので、スタート当時は水路

だとか農道の除草のほかに美化活動とか、そういったものが上乗せみたいな形の事業で位置づけがあって、

それのほかに今度あわせて長寿命化が入ってきていますから、そういった部分についてはその必要な事業費

については天井ないということはないはずなのですけれども、一応必要な額についての協議という形になっ

てくるはずです。

いずれにしても、毎年そういう機械設備については更新する必要というのはないかなと思いますので、必

要な年に、前年あたりに協議をしてという、そういう形になってくるということです。一応そんな状況だと

思います。

延山委員。〇小森谷幸雄委員長

そうすると、例えば資源向上で進んでいくか、長寿命化で進んでいくか。そうすると、そ〇延山宗一委員

の組織の最大の例えば補助額が、そのどちらかで進んでいくかということでの対応か。それとも、例えば長

。 、 。 、寿命化なら長寿命化で例えば900万で進んでいけるのだか それとも 資源向上で進んでいける それとも

別々に対応できるのだか。

渡辺係長。〇小森谷幸雄委員長

、 、 、〇渡辺正幸農政係長 こちらに計上してある数字につきましては 農地維持支払い交付金 それと資源向上

それと長寿命化ということで、こちらの金額になっております。

［ 全体」と言う人あり］「

全体がです。〇渡辺正幸農政係長

単一事業ではないということね。〇小森谷幸雄委員長

伊藤課長。

補足ですけれども、今回中新田むらづくりが31年度から長寿命化にも取り組むと〇伊藤良昭産業振興課長

いうことで、これまで中新田は長寿命化には取り組んでいなかった団体であるというような状況もございま

す。

ほかに。〇小森谷幸雄委員長

黒野委員。

すぐ終わりますから。時間がないから。〇黒野一郎委員

農政係の39ページで、私の知識がないのかなと思いますけれども、有害鳥の除去の39ページのところに炭

、 。 。 、酸ガスという金額が書いてあるのですけれども 何を使うのかなと ガス鉄砲ではないけれども それから

、 。 、その下のハクビシンとアライグマ 昨年はどのくらい 最近は余り騒いでいなかったようなのですけれども

私のところもハトがこの前イタチにやられたのですけれども、ハクビシンがどんな状況で今あちこち戯れて

いるのか、その辺がわかれば、簡単で結構ですけれども、それだけでひとつ。

渡辺係長。〇小森谷幸雄委員長

炭酸ガスですけれども、こちらの炭酸ガスについては先ほど黒野委員からお話があっ〇渡辺正幸農政係長
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たとおり、ハクビシンとかタヌキとか、捕獲した際に殺すと言ってはあれですけれども、そのためのガスで

す。機械に入れて窒息させるようなものになっております。30年度の実績ですけれども、まずハクビシンに

ついては11頭、アライグマが12頭、タヌキが９頭、それとイタチが２頭ということになっております。

以上です。

黒野委員。〇小森谷幸雄委員長

では、先ほどの炭酸ガスは、下にとった11匹、12匹とありますけれども、生きたまま捕獲〇黒野一郎委員

した場合はどこかへためておいて、ぼんとやるのですか。ではなく、一匹一匹では、2,700円、７本では終

わってしまいますね。ためておいてやるのかな、捕獲しておいて。

渡辺係長。〇小森谷幸雄委員長

、 、 、〇渡辺正幸農政係長 ただいまのご質問ですけれども 捕獲して ちゃんとしたおりがあるのですけれども

おりに入れたままその器具に入れて、そのまま殺すというような状況で、一頭一頭、もしくは１回試してみ

たのが、２頭たまたま入ってしまったので、分けるわけにいかないので、その２頭を一緒に入れても、それ

は殺せたような状況で、その炭酸ガスについては１回で１本ではないです。何回か使えるような炭酸ガスに

なっております。

以上です。

ほかにございませんか。〇小森谷幸雄委員長

針ヶ谷委員。

お願いします。お疲れのところ済みません。〇針ヶ谷稔也委員

農地係の見積書12、13ページをお願いします。認定農業者応援事業ということで、応援している割には減

額になっているのですけれども、この減額の理由を教えていただけますか。

青木係長。〇小森谷幸雄委員長

、 、〇青木英世農地係長 ただいまのご質問なのですが 減額している理由というふうなことなのですけれども

毎年今までは認定農業者協議会のほうに町のほうから助成金というふうな形で10万円を出していたというよ

、 、うなところなのですけれども 認定農業者のほうでもいろいろな行事を考えてやってはいるのですけれども

協議会の負担金等もありまして、なかなか協議会でやる事業が大きな事業というのがなかなかないような状

況で、協議会自体の積み立てというのですか、その金額が大分大きくなっておりますので、毎年町で10万円

を奨励していたのですけれども、今の段階の協議会の積み立てのほうがある状態なので、そちらいろいろな

イベントをやって、なくなってきたら、またそれを補給するような形でやってはどうかというふうなことが

ありまして、本年度につきましては一時休止というか、そういった形で10万円のほうを今年度なしにしたと

いうふうな形で、事業とするとまだ展開はしていくのですけれども、町からの補填は今年度はないというふ

うなことでご理解いただければと思うのですけれども。よろしくお願いします。

針ヶ谷委員。〇小森谷幸雄委員長

何かやるときのお金は協議会のほうで積み立てがあるのではないかということです。た〇針ヶ谷稔也委員

だ、何をやるかという目標というか、だから余りお金のかかるような事業というのは打っていないというこ

となのですか。そういったアイデアというのはどうなのですか。

伊藤課長。〇小森谷幸雄委員長
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協議会のほうの予算を見ますと、研修というのが主な事業になっています。そこ〇伊藤良昭産業振興課長

に予算上、バスを借り上げるだとかの計画をしたのですけれども、平成30年も総農振の研修と合同というよ

うなことで、町のバスの利用というようなことになりますと、支出が伴わなくなると。実は、30年度も10万

円、予算は組んでいたのですけれども、予算上、繰越金と予備費が、この町の10万円を超えている額であり

まして、町の補助がなくても運営ができるような状態だと。31年度においても同じような状況が目に見えて

おりますので、ここについては減額をさせていただいたということが現実でございます。

針ヶ谷委員。〇小森谷幸雄委員長

では、応援事業の応援部分については、協議会の補助金という形で応援を町としては考〇針ヶ谷稔也委員

えているということで。認定農業者の研修は、バスがほかの事業と重なってバス代がかからないと。では、

それはそれでしようがないのですかね。ただ、もっと認定農業者たるゆえんというのですか、農業をやって

いく上でやはり認定農業という資格を取らないと、いろんな補助金等に支障が出ますよという部分をアピー

ルするようなまち内のＰＲ活動とか、あるいはそういう説明会なら説明会で、こういう資料の書き方でもそ

うですし、あるいはこういうことをもくろんで認定農業者になりましょうよという活性化のＰＲですとかと

いうことも応援の一部にはなるのかなと思いますので、やはり農業者団体の特徴として、自分たちから何か

打って出るというのはなかなかアイデアが、思っている人はいっぱいいるのですけれども、言うと自分でや

れと言われてしまうので、なかなか口に出せない部分があるので、その辺をうまく係のほうで筋道つけてい

、 。 、 、ただくと 決まればそれには応援で出てきてくれるとは思うのです ですから そういったところも考えて

お金だけの応援ではなくて、そういうアイデアの面でも少し応援をしていただければありがたいかなと思い

ますので、よろしくお願いしたいと思います。

以上です。

ほかにございますか。〇小森谷幸雄委員長

青木委員。

、 、 。 、 。〇青木秀夫委員 よく聞くのですけれども 中間管理機構というやつ 農地係の この15ページ 農地係の

この19節のほうの負担金、補助金及び交付金というところがあるのですけれども、これのことをちょっと説

明を求めたい、受けたいのですけれども。

この機構集積協力金というのは、これはどこへ行くのですか、この500万円というのは。

青木係長。〇小森谷幸雄委員長

機構集積協力金交付事業というものがございまして、群馬県の農業公社が中間管理機〇青木英世農地係長

構というふうなところになっているのですけれども、そちらを通じて農地の貸し借りを行った方についてな

のですけれども、２種類対象となる事業がございまして、まず経営転換、リタイアする農業者に関しての支

援ということで、経営規模の縮小、リタイア、相続などにより農地を10年以上中間管理機構に貸し付け、そ

、 、 、の農地が新たに担い手に貸し付けられた場合 協力金が支払われますということで 要は農業廃止を考えて

中間管理機構を通して担い手に10年以上貸し付けた方というふうな方が対象になるのですけれども、こちら

の方については10アール当たり３万5,000円というふうな金額が、その貸した方、所有者に対して支払われ

るというふうな制度になっています。それが一つ。

それと、もう一つが農地集積協力金、耕作者集積協力金ということで、農地中間管理機構が借り受けてい
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る農地と、隣の農地が既に農地中間管理機構が借りている土地の隣の土地を10年以上機構に貸し付け、その

農地がやはり担い手に貸し付けられた場合に協力金が支払われるというふうな形になります。こちらについ

てが、10アール当たり5,000円というふうな形になりますので、１年間、農地係のほうの利用権の設定とい

うものが４月１日と11月１日に一応行っておりますので、そちらを集計しまして、１月から２月にかけてこ

の対象になっている方というのを抽出しまして、その方たちに連絡をさせていただいて、３月までに申請を

上げていただくというような形で交付しているというふうなものになります。

青木委員。〇小森谷幸雄委員長

だから、貸し手に対しての協力金なのだ。さっき言ったけれども、この３万5,000円とい〇青木秀夫委員

うのは何。5,000円とどういう違いがあるの。

青木係長。〇小森谷幸雄委員長

5,000円というのは、耕作者に対して支払われる。5,000円のほうが、隣が中間管理機〇青木英世農地係長

構がもう既に借り受けている土地を、その隣を借りて連続的に中間管理機構が借りている土地がつながって

いったよということに対して支払われる奨励金ということで、できれば中間管理機構を通した貸し借りを増

やしたいというふうなことで、そういった制度が設けられているようなのです。

青木委員。〇小森谷幸雄委員長

だから、そのお金は誰に行くの。耕作者に行くの。貸し手というか、出し手というか。〇青木秀夫委員

青木係長。〇小森谷幸雄委員長

経営転換協力金のほうは所有者のほうに行きます。〇青木英世農地係長

青木委員。〇小森谷幸雄委員長

３万5,000円行くの。〇青木秀夫委員

青木係長。〇小森谷幸雄委員長

３万5,000円行きます。〇青木英世農地係長

青木委員。〇小森谷幸雄委員長

それは10年間で。〇青木秀夫委員

青木係長。〇小森谷幸雄委員長

いや、１回だけです。〇青木英世農地係長

青木委員。〇小森谷幸雄委員長

だから、10年間で貸し付けると、契約時に３万5,000円が来る。〇青木秀夫委員

青木係長。〇小森谷幸雄委員長

そうです。１回だけ行くというふうなことです。〇青木英世農地係長

青木委員。〇小森谷幸雄委員長

１年間で3,500円行くわけだね。それと。〇青木秀夫委員

青木係長。〇小森谷幸雄委員長

それと、耕作者集積協力金ということについては、耕作者に行くというふうな形にな〇青木英世農地係長

ります。

青木委員。〇小森谷幸雄委員長
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こっちは借り手のほうに行くわけ。〇青木秀夫委員

青木係長。〇小森谷幸雄委員長

そうです。〇青木英世農地係長

青木委員。〇小森谷幸雄委員長

こっちは、借り手のほうへ5,000円、奨励金。これは毎年。10年間で5,000円。〇青木秀夫委員

青木係長。〇小森谷幸雄委員長

いや、１回だけになります。〇青木英世農地係長

青木委員。〇小森谷幸雄委員長

10年間で5,000円と。〇青木秀夫委員

青木係長。〇小森谷幸雄委員長

ただし、これが予算を組んだときは毎年これでやってきていたのですけれども、まだ〇青木英世農地係長

細かいところが全容がわかっていないのですけれども、来年からこの耕作者集積協力金が縮小もしくはなく

なるというふうな話もちょっとございまして、またちょっと細かいところは話がうちのほうまで来ていない

のですけれども、それともう一つ、協力金の中で地域集積協力金も３本立てであるのですけれども、その地

域集積協力金にお金のほうを充てていくというふうな国の考え方があるという話は、今新聞紙上とかでも一

応そういう情報が来ているのですけれども、細かな情報はまだうちのほうに届いていないというふうな状況

なのです。

青木委員。〇小森谷幸雄委員長

それと、その前の19節の補助金か、補助金というのがその上にあるでしょう。認定農業者〇青木秀夫委員

農用地利用集積奨励金というの。これまた契約すると4,000円、6,000円と、10アール当たり、これは５年契

約と10年契約によって違うらしいのですけれども、このお金は誰に行くのですか。

青木係長。〇小森谷幸雄委員長

新規農用地の利用集積奨励金につきましては、こちらも耕作者に行くというふうな形〇青木英世農地係長

になりますけれども、農地の貸し借りについては新規と更新というのがありまして、誰も借りたことがない

土地を担い手が初めて借りる。自分でつくっていた土地を、年齢が来たので、誰かに貸したいよというふう

な形で初めて貸し借りを行った場合に、こちらの認定農業者の農用地集積奨励金というものの対象になると

いうことです。こちらは新規になりますので、例えば５年間、６年間誰かに貸したものをまた次に、契約期

間が切れたので、次に貸したいよということになると、これ更新というふうな扱いになりますので、一番最

初の新規の貸し借りについて５年間、10年間ということで、こちらについても中間管理事業を通したものと

いうふうな形になっていますので、中間管理事業を通して貸し借りを行ったものがこちらの対象になるとい

うことです。それについて、あと群馬県がその奨励金の２分の１を負担する、してくれるというふうな形に

なっていますので、こちらの10アール当たり4,000円と6,000円というふうな形で半額が、群馬県が負担して

くれるというふうな形になっております。

青木委員。〇小森谷幸雄委員長

そうしますと、今その認定農業者に、大体借りる人は認定農業者なのでしょうけれども、〇青木秀夫委員

認定農業者が借りると、１番のところに交付金と補助金と両方出るわけだ、新規だと、これは。
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［ そうですね、そういう形になります」と言う人あり］「

両方、耕作者とか担い手のほうの人に両方出るわけね。そういうことね。これ大体最後に〇青木秀夫委員

聞きたいのですけれども、今のところ機能しているのですか、この貸し借りの。

青木係長。〇小森谷幸雄委員長

機能はしておりまして、新規というのはなかなかやはりずっと従来から貸し借りが行〇青木英世農地係長

われてきたもので、新規での貸し借りというのは大分少なくなってきてはおるのですけれども、それでも農

業委員会を通さず、口約束で今まで貸していたものとかというのは履歴がないので、それを貸し借りすると

いうふうな形になると新規というふうな扱いになるのですけれども、更新分というふうな形になりますと中

、 、間管理事業を通してというふうなことで 担い手の方が随分最近は頭に主要に置いている部分があるようで

次の更新については中間管理事業を通してというふうな方がかなり増えてきております。

ほかにないでしょうか。〇小森谷幸雄委員長

［ なし」と言う人あり］「

時間前ですけれども、以上をもちまして産業振興課の予算審査を終了させていただき〇小森谷幸雄委員長

ます。

長時間にわたりましてありがとうございました。お疲れさまでした。

委員の方に申し上げますが、午前中の今村委員からご質疑のありました旧庁舎と新庁舎の経費の比較表が

出ておりますので、総務課さんのほうから説明がありますので、少しお待ちをいただきたいと思います。

産業振興課の皆さん、ありがとうございました。お疲れさまでした。

休 憩 （午後 ４時２８分）

再 開 （午後 ４時２９分）

では、副町長、お願いします。〇小森谷幸雄委員長

それでは、今お手元へお配りしました庁舎の主な維持管理経費の比較ということでの資〇中里重義副町長

料でございますけれども、見ていただくとおりでありまして、平成30年度の予算、旧庁舎のみというところ

を見ていただきますと、合計で1,168万7,000円ということでありましたが、31年度は新庁舎にかかわる部分

で2,125万2,000円、この増加額が956万5,000円ということでございまして、管理経費は……

副町長、ちょっとごめんなさい。何か資料の差しかえがあるのだって。説明いただい〇小森谷幸雄委員長

て申しわけないのだけれども、差しかえだから、もう一回仕切り直しということでお願いします。

説明は、中里副町長でよろしいですか。やってください。どうぞ。

では、済みません。訂正、間違っていたところが、下のほうに秘書人事係のところに水〇中里重義副町長

道料というのがございますが、配り直す前、当初の資料はここが13万円になっていましたけれども、新しく

お配りした資料では26万円になっています。というのは、旧庁舎の水道の引き込みが、前の本庁舎と裏の第

二庁舎、これが別々に引き込みがされていたものですから、その片方を落としていまして、それを訂正させ

ていただいたわけでございます。

したがいまして、合計を申し上げますと、旧庁舎、30年度1,181万7,000円に対しまして、31年度の予算は

2,125万2,000円ということで、予算ベースでの増加額が943万5,000円ということでございます。この大きな
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理由とすると、この表を見ていただくとおり、30年度の予算では計上されていない項目が一目瞭然でおわか

りになっていただけると思いますけれども、床面積3,000平米以上の建物につきましては、この中ほどにも

特定建築物環境衛生管理業務委託料と出ておりますが、いわゆる特定建築物に当たるという建物規模になっ

ておりますので、そういった費用がこれまでになかったものが新たに発生してくるということが１つありま

す。それと、エレベーター、それからシャッター等の業務委託料等ということですか、そういったものが出

てまいります。それと、情報広報関係では、ネットワーク危機関連の保守委託料、それから運用保守委託料

と、こういったものが発生するということでございまして、どうしても管理経費が増加をしてしまうという

状況でございます。

一応説明とすれば以上でありますけれども、何か補足がありますか。よろしいですか。ということであり

ますので、よろしくお願いいたします。

ありがとうございます。〇小森谷幸雄委員長

今村委員、よろしいでしょうか。

青木委員。

新庁舎になると、ネットワーク危機管理保守委託料とか、こういうものが発生するのです〇青木秀夫委員

か。今まではなかったのですか。このネットワーク運用保守委託料とかというのは、これは。新庁舎になっ

て新たに。エレベーターとか、そういうのはよくわかるのですけれども。それとか、電話料なんかも増えて

しまうのは、これはどういう理由なのでしょうか。

［ ダイヤルインになったからね」と言う人あり］「

ダイヤルインになると高くなるのか。〇青木秀夫委員

ネットワーク関連のことはどなたが説明できるのでしょうか、ネットワーク関連。新〇小森谷幸雄委員長

たな費用が発生するということですけれども、落合課長でよろしいですか。

それでは、ネットワーク関係でございますが、こちらは主に職員が使用するパソコン〇落合 均総務課長

に関するネットワーク関係でございます。これまでは、改めてそういったネットワーク関係については保守

契約は締結しておりませんでした。何かあった際は職員が対応してきたということなのですが、今回全てこ

ういった形で整備をしたということで、機器も新たにして更新したということで、きちんと保守を行ってい

きたいということで契約を結ばせていただくということで、契約を委託料として計上させていただいたもの

です。

高際係長。〇小森谷幸雄委員長

続いて、電話料の関係なのですけれども、こちらは資源化センター、それから商〇高際淳至秘書人事係長

工観光係が新庁舎に移りまして、入っている形になっております。ですので、資源化センター分をそのまま

削減はさせていただいたのですが、当然その分、こちらから発信する費用というのもかかってきますので、

その部分と、先ほどお話をさせていただきましたが、ダイヤルイン回線ということで、26回線新しい番号を

とらせていただいています。そちらの費用等含めて、若干こちらも費用、総額としては読みづらい部分では

ありますので、運用の中でまた確認はしていく形になるかと思いますけれども、若干のこちらは増額とさせ

ていただきました。

電話交換機の保守ということで新たに追加になっているのですが、こちらも今回新庁舎に移るに当たりま
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して、今までのアナログの回線から光電話の回線に切りかえてあります。そちらの保守ということで、古い

ほうの電話に関しては保守、特に入れていなかったのですけれども、故障等に即座に対応ができるようにと

いうことで、保守料という形で計上させていただいております。

以上です。

青木委員、よろしいでしょうか。ほかに後ろにお見えなのですけれども。〇小森谷幸雄委員長

では、青木委員、よろしいですね。管理料、役場庁舎の管理料の件はよろしいですね。

それでは、健康介護課から資料が提出されておりますので、これについてご説明をいただきたいと思いま

す。

これ、課長が説明されるの、小野田係長、どちらですか。どちらでも結構ですが。

では、小野寺課長、お願いします。

お世話になります。先ほど青木委員のほうから質問がありました群馬県の後期〇小野寺雅明健康介護課長

高齢者の給付費に関してちょっと資料をつくりましたので、説明したいと思います。

まず、見ていただきたいのが、一番右側が今年度の予算となっています。県全体の負担対象額ということ

、 。で給付費の全体額となりますと 2,234億3,862万9,600円というのが県全体の給付費の合計となっています

その中で関係します35の市町が負担しています 一般会計から負担していますのが その下にあります186億、 、

円というのが各市町村の負担の合計となります。その中で板倉町の分としましては、給付費が16億1,600万

円ということで、今年度、平成31年度に町負担金として計上させていただきましたのが16億円の12分の１と

いうことで１億3,400万円。これ、平成30年度の当初につきましてもほぼ変わらないような値となっていま

す。29年度は実績となりまして、１億2,200万円ということで下がっております。給付費の実績からします

と、28が一番実際は高くて、29は少し下がっているような状況になっています。

説明は以上となります。26から31につきまして、資料として提出をしました。よろしくお願いします。

青木委員。〇小森谷幸雄委員長

この県全体で２段目にある186億1,900万円とは何なのですか、これは。35市町村の。〇青木秀夫委員

小野寺課長。〇小森谷幸雄委員長

一番上が県全体の負担対象額になりますので、それを12分の１しました県全体〇小野寺雅明健康介護課長

の35市町村の負担金の合計額です。

青木委員。〇小森谷幸雄委員長

1,800の間違いではないの。〇青木秀夫委員

小野寺課長。〇小森谷幸雄委員長

12分の１ですので。〇小野寺雅明健康介護課長

青木委員。〇小森谷幸雄委員長

板倉の対象分はどれ。〇青木秀夫委員

小野寺課長。〇小森谷幸雄委員長

板倉の分としましては、平成31年度でいいますと、３段目の16億1,600万円が〇小野寺雅明健康介護課長

対象額となります。その下の１億3,400万円が12分の１ということで、板倉町の一般会計からの負担分とい

うことになります。
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以上です。

青木委員。〇小森谷幸雄委員長

１億3,400万と180億で比較すればいいのだね。そういうことね。では、その医療費の対象〇青木秀夫委員

額は……まあ、いいや。

うまく説明できるのですか、何か。まだ説明が、方法があります。よろしいですか。〇小森谷幸雄委員長

もう限界ですか。

ということですが、青木委員、よろしいでしょうか。

では、健康介護課長、ありがとうございました。

〇閉会の宣告

ほかに皆さんのほうから何かなければ、以上をもちまして本日の予算決算常任委員会〇小森谷幸雄委員長

を閉会とさせていただきます。

お疲れさまでした。ありがとうございます。

閉 会 （午後 ４時４０分）
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